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令和６年度予算審査特別委員会（第６回） 

 

令和６年３月１３日（水曜日）午前１０時００分   

   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

○付託案件 

 議案第 ４号 令和６年度七飯町一般会計予算 

 議案第 ５号 令和６年度七飯町国民健康保険特別会計予算 

 議案第 ６号 令和６年度七飯町後期高齢者医療特別会計予算 

 議案第 ７号 令和６年度七飯町介護保険特別会計予算 

 議案第 ８号 令和６年度七飯町水道事業会計予算 

 議案第 ９号 令和６年度七飯町下水道事業会計予算 

  １.各課の聴取について 

  ２.その他 

   ───────────────────────────────────────── 

○出席委員（１２名） 

   委 員 長   川 上 弘 一      副委員長   澤 出 明 宏 

   委  員   神 﨑 和 枝      委  員   江 口 勝 幸 

   委  員   佐々木 陵 二      委  員   田 村 敏 郎 

   委  員   稲 垣 明 美      委  員   中 川 友 規 

   委  員   平 松 俊 一      委  員   上 野 武 彦 

   委  員   池 田 誠 悦      委  員   川 村 主 税 

   ───────────────────────────────────────── 

○欠席委員（１名） 

   委  員   青 山 金 助  

   ───────────────────────────────────────── 

○議長出席の有無   無 

   ───────────────────────────────────────── 

○出席説明員（６名） 

   商工労働観光課長  磯 場 嘉 和     都 市 住 宅 課 長  川 島 篤 実 

   土 木 課 長  笠 原 泰 之     上 下 水 道 課 長  池 田   晃 

   教 育 総 務 課 長  俉 楼   司     学 校 教 育 課 長  柴 田   憲 

   ───────────────────────────────────────── 

○本会議の書記 

   事 務 局 長  広 部 美 幸     書 記  山 本 翔 大 

   書 記  伊 東 宏 樹 
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午前１０時００分 開議 

○川上委員長 あらかじめ委員の皆様のほうに

お伝えいたします。 

 本日は商工労働課の審議より始めますが、道

の駅に関する地下水対策、それと合併浄化槽の

対策につきましては、全ての課の審査が終了し

てから、改めまして町長、課長の出席を求めて

行いますので、本日の審査は、予算審査の資料

に記載がある分のみということでお願いをいた

したいと思いますがよろしいでしょうか。よろ

しいですか。 

 ではそのように進めていきたいと思います。 

 改めまして、おはようございます。 

 ただいまより令和６年度予算審査特別委員会

第６回目の委員会を開催いたします。 

 それでは早速ですが、本日の審査を行いま

す。 

 商工労働観光課の審査を行います。 

 商工労働観光課長、御苦労さまでございま

す。 

 予算書及び提出資料に基づきまして、説明を

お願いいたします。 

 商工労働観光課長。 

○磯場商工労働観光課長 おはようございます 

 それでは、共通様式から順次御説明申し上げ

ます。 

 初めに、ナンバー１、労働諸費です。本年度

予算額３,９８０万５,０００円、増減はマイナ

ス２５０万円。主な内容としましては、特定求

職者雇用支援補助金、こちらの実績に合わせて

減額となってございます。 

 続きまして、ナンバー２、商工振興費です。

本年度予算１,６６６万５,０００円、増減７８

万２,０００円。主な要因としましては、商工

雇用振興事業補助金、ななえあかまつ街道納涼

祭補助金、それぞれ増額となってございます。 

 続きまして、ナンバー３、商工業経営安定支

援事業費。本年度予算額３,９３６万６,０００

円、増減で１２９万８,０００円。こちらのほ

う、商工業経営安定融資保証料補給金及び利子

補給金、それぞれ実績に基づいて増額となって

ございます。 

 次のページになります。 

 ナンバー４、特産品ＰＲ事業費。本年度予算

額７３５万７,０００円、増減マイナス１６３

万円。こちらのほう、委託料で地域おこし協力

隊の活動費が５２０万円。それからマイナスと

しましては、負担金及び交付金のほうで地域活

性化企業人の受入れ負担金、こちらのほう７３

０万円減額となってございます。 

 続きまして、ナンバー５、ふるさと納税事業

費。本年度予算額５,６６０万８,０００円、増

減マイナス２４３万６,０００円。こちらのほ

う、歳入で今年は目標額としましてふるさと納

税寄附金１億２,０００万円を目指してござい

ます。支出についてはそれに対応する支出と

なってございます。 

 続きまして、次のページ行きまして、ナン

バー６、観光費です。本年度予算額４,２４５

万６,０００円、増減はマイナス１０９万８,０

００円です。こちらのほう、委託料で地域おこ

し協力隊の活動費５２０万円の増額と、それか

ら先ほどと同じように地域活性化企業人の負担

金７３２万円が減額となってございます。 

 続きまして、次のページ、ナンバー７、観光

地整備管理費です。本年度予算額４５０万９,

０００円、増減８万７,０００円。特に大きな

変更はございません。 

 続きまして、ナンバー８、国際交流プラザ指

定管理料。本年度予算額２,０５１万７,０００

円、増減マイナスの８９万円。こちらのほうも

大きな増減はございません。 

 続きまして、ナンバー９、道の駅指定管理

料。本年度予算額２,６０５万９,０００円、増

減マイナス１６万３,０００円。こちらのほう

も大きな増減はございません。 

 引き続きまして、追加資料の御説明を申し上

げます。 

 初めに、観光イベント開催補助金の内訳。特

に新規イベントの開催内容が分かるものという

ことでございますが、まず一つ目、オータムレ

イクス。こちらのほう、一般社団法人七飯大沼

国際観光コンベンション協会に補助。金額とし

て１００万円。 
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 続きまして、第１１５回大沼湖水まつりとい

うことで、同じくコンベンション協会に３３０

万円。 

 それから、第１３回大沼ハロウィンナイト。

こちらのほうに一般社団法人ぐるり道南観光推

進協議会様に３００万円。 

 新規として台湾プロモーション１００万円と

いうことで、合計８３０万円となってございま

す。 

 次のページになりますが、新規の事業の詳細

でございます。台湾プロモーション事業補助金

ということで、補助年数は令和６年度のみを想

定してございます。背景、それから具体的な内

容については記載のとおりでございます。効果

としては、ツアー造成をすることで地域に起こ

る経済波及効果を見込むということでございま

して、予算の内訳としましては、事務局旅費と

いうことで、会長及び専務理事の分ということ

の旅費、それから広報周知ということで、ポス

ター、チラシ、開催経費、会場費等を見込んで

ございます。 

 続きまして、歳入、デジタル田園都市国家構

想の使途ということで、こちらデジタル田園都

市国家構想交付金、こちらのほう、旧名称地方

創生推進交付金の時代に始まったものでござい

まして、こちらのほうの補助金、令和３年度か

らの５か年の事業となってございまして、令和

６年度が４年目という形になっています。 

 活用する事業は、①から⑧までの項目でござ

います。 

 全体経費の２分の１、こちらが交付金として

入るというのと、それから特別交付税で事業費

の４分の１が特交で入ってくるということで、

町の負担としては４分の１という形になってご

ざいます。 

 次のページになります。 

 プラットフォームの基盤整備事業の負担金の

内容が分かるものということでございまして、

こちらが全国の１７市町村で、こちらの恋人の

聖地の事業を行っています。それの共通経費と

いうことで、補助申請ですとかプロモーション

もろもろの経費ということで、一律１自治体５

００万円ということでございます。 

 次のページになります。 

 大沼函館雪と氷の祭典の負担金の内訳という

ことで、第５９回の予算でございますが、負担

金としては、函館市様から２４万円、それから

北海道新聞社さん七飯町からの負担金というこ

とで２５０万円、それからもともとこれ就労支

援ということで、冬期の就労支援ということ

で、工事として雪像をつくっていたという経緯

がありますので、そちらの分として６７９万

６,０００円、それからロングランということ

で全体的な維持管理ですね、滑り台の維持管理

ということで２３万６,０００円、それから暗

渠の増額分ということで３６万８,０００円

と、あと会員さんの協賛、それから各商社さん

からの協賛ということで、コンベンション協会

で負担をしまして、総予算として１,２５９万

円という形になってございます。 

 支出のほうは記載のとおりですが、雪像の製

作ということで６７９万６,０００円という形

になってございます。 

 続きまして、コンベンション協会への運営補

助の内訳ということでございますが、町のほう

から３００万円の運営補助を支出してございま

す。 

 コンベンション側の支出の内訳としまして

は、専務理事の給与、それから福利厚生という

ことで、そちらのほうに年間３４０万円出てま

すので、それの一部に当てるというような形に

なるかと思います。 

 それから続きまして、大沼国際交流プラザ指

定管理料の内訳ということで、町のほうから指

定管理料は１,９９３万７,０００円出てござい

ます。雑入としましては、コインロッカー、そ

れから利息ということで９万６,０００円。あ

と物販をやっておりますので、そちらのほうの

事業収益ということで７５６万円出てございま

す。 

 支出については、人件費等々、記載のとおり

でございます。 

 それから、納涼祭に関する商工会役員との折

衝記録、それ事業申請の内容、補助金額決定前
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の経緯ということでございますけれども、まず

初めに、納涼祭に関する商工会役員との折衝記

録でございますが、令和５年１２月１１日に補

助金の６年度の要望という形で、町のほうに商

工会の役員さんいらっしゃいまして、そちらの

メンバーでいらっしゃって、町のほうでこちら

のメンバーで対応してございます。 

 要望内容としましては、商工会の運営の補助

ということで、予算として７００万円の要望が

出てまいりました。また、納涼祭の補助という

形で、事業補助ということで３５０万円、それ

からグルメフェア、こちらのほうについても３

０万円という形で要望が上がっていたところで

ございます。町のほうの、商工会の要望として

は、運営補助については、職員１人当たりの補

助金額が人口当たりでも渡島管内の中でも低い

というところで、福利厚生等を含めて７００万

円が必要であるということでございまして、町

のほうからは、要望額の７００万円を確保した

いというような意向が示されてございます。 

 続きまして、あかまつ街道納涼祭についてで

ございますけれども、こちらのほう、２日間日

程としたいと。あと、令和５年度については簡

易なステージだったのですけれども、警備含め

て３５０万円、令和６年度は事業費として５０

５万円かかる見込みなので、補助金として３５

０万円をお願いしたいというような依頼でござ

いました。 

 町のほうからは、警備の人数ですとか、物件

費、人件費の上昇、物価高騰分について配慮し

たいと、それらを積算した上で、イベントの補

助がおおむね２分の１程度であるというのが基

本的な考え方なので、補助金額については、係

る経費の２分の１程度としたいと。また、役場

駐車場ですとかコモンの駐車場を開放して、あ

かまつバスのシャトルバスとして送迎できるよ

うにそこは協力したいというようなお話があり

ました。 

 また、私のほうから、ステージに係る経費が

大きいので、その辺を圧縮しながら経費削減で

きないでしょうかというようなお願いもしてい

たところでございます。グルメフェアについて

も、３０万円ということでありましたけれど

も、例年２０万円で頑張っていただいています

ので、同額でお願いしたいというような形でご

ざいました。 

 続きまして、事業申請の内容ということで、

こちらが、商工会さんから申請があった事業の

内容でございます。 

 次のページに、主な増額の要因としまして

は、ステージ代、それから警備代、それからア

ルバイトのスタッフ代、この辺が増額というよ

うな形になってございます。 

 次に、（３）の補助金額の決定までの経緯と

いうことで、先ほど申し上げました、１１日

に、町長のほうに要望があって、役員さんとお

話をしているというところでございます。ス

テージの話がありましたので、そこを商工会さ

んのほうで、次の日、ステージを検討したとい

うところでございます。 

 ２０日に、副町長査定がございまして、総事

業費約５００万円ですので、２分の１程度とい

うことで２５０万円というような方向性が提示

されているというところです。 

 また、１２月２８日に事務レベルですが、商

工会さんのほうとお話をさせていただいて、協

賛をもう少しとか、出店料を上げるとか、あと

は賄いだとかその辺の経費を削減するとか、少

し検討できるところはないでしょうかというよ

うな事務レベルでお話はしてございました。 

 １月２２日が町長査定ということで、納涼祭

の補助金については事業費の２分の１程度とい

うことで２５０万円、及び町バスの運行協力と

いうところで、話がまとまったというところで

ございます。 

 以上でございます。 

○川上委員長 ありがとうございました 

 それでは、これより質疑を行います。 

 川村委員。 

○川村委員 まず、共通様式のナンバー１、負

担金、補助金の部分の中の特定求職者雇用支援

補助金５０万円、前年度から２５０万円減に

なってますけれども、改めてこの支援制度の中

身と減額した理由ですね。あと、これは国とか
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道からの補助金入っているのか、それとも町単

独なのか、その辺も含めてお願いします。 

 あともう１点、追加資料の８３０万円の観光

イベント開催補助金の内訳四つありまして、そ

の中の新規、台湾プロモーション１００万円の

部分ですけれども、これについて、まず１００

万円の中身、台湾の現地でプロモーションする

ということなのでしょうけれども、基本的にこ

れ旅費の分だけなのか、ちょっとその辺もし、

今の分かる範囲でいいので教えてください。 

 それとあと、２ページ目のプロモーション補

助金の詳しい内容の部分の中に、観光庁補助金

事業ということで、３月申請、５月採択予定で

６００万円分、これも何か８月に現地のほうに

行ってとなっているのですけれども、この辺の

話についてもお聞かせください。 

 以上です。 

○川上委員長 商工労働観光課長。 

○磯場商工労働観光課長 それでは、御説明申

し上げます。 

 まず、ナンバー１の特定求職者雇用支援補助

金でございますけれども、これ制度として国の

ほうで支出している、障がい者ですとか母子で

すとか父子ですとか、そういう方々を、特定の

方々を求職で雇った場合に、雇った雇用主のほ

うに給付される制度でございまして、管内でい

くと函館市と北斗市さんで既にもうこういう給

付、単費でやっているところです。町のほうも

令和５年度から、新たに取り組むという形で

やっておりましたけれども、なかなか実績とし

ては件数がそんなにないというところでござい

まして、減額させていただいたところです。 

 続きまして、台湾のプロモーションの関係で

ございますけれども、背景、それから具体的内

容については記載のとおりで、予算としては旅

費、会長それから専務理事の２名分の旅費、そ

れから広報周知ということで、ポスター、チラ

シですとか、あと開催場所の会場費、それから

もろもろ経費かかりますので、その辺を見込ん

で１００万円としているところでございます。 

 現地に関連企業のプリンスホテルさんの企業

さんも現地法人ありますので、そちらのほうと

も連携しながらプロモーションしていきたいと

いうところで考えています。 

 これと並行してなのですけれども、先ほど

言った観光庁の補助金が今出つつあります。こ

れは６００万円の事業でできるというところな

ものですから、こちらもできれば手挙げをし

て、取っていけるのであれば、こちらのほうを

優先したいというようなイメージがありますけ

れども、まず、単費で１００万円で、まずはプ

ロモーション行きたいというようなイメージで

ございます。 

 以上でございます。 

○川上委員長 川村委員。 

○川村委員 ナンバー１の部分なのですけれど

も、今説明を聞いたら、要は５年といったら今

年度ということですよね。今年度から始めたと

いうことで、これ件数が少ないということなの

ですけれども、周知の部分ではどのように、ま

だ１年目しかやっていないということだと思う

のですけれども、その辺の周知どのようにやっ

ているのか、その辺もまず聞かせてください。 

 あと、ナンバー４なのですけれども、１００

万円の内訳がほとんど旅費だよということです

けれども、当然台湾の最大規模の旅行展という

ことで、大々的にやるのだろうと思うのですけ

れども、そこの場所でトップセールスをすると

いうことですから、やはりそれなりの説明する

上では準備をしていかなければならないと思う

のですけれども、例えば説明する内容とかの、

要は制作も考えなければならない、どのように

やっていくかというのも、七飯町に来てもらう

かという部分に関してのいろいろなプロジェク

トもやっていかなければならないのでしょうけ

れども、そういう部分の制作に関するお金とい

うのは、その１００万円の中に入っていないの

ですかね。ちょっとその辺も含めてお願いしま

す。 

○川上委員長 商工労働観光課長。 

○磯場商工労働観光課長 特定求職者の関係の

周知なのですけれども、これはもともと事業者

さんから、函館と北斗で単費で国の補助に上乗

せしてやっている事業があるということで、七
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飯町もぜひ取り組んでほしいというようなお話

がありまして、町でもそれは確認したら近隣の

まちでやっているものですから、それは足並み

そろえてやっていきたいというところでスター

トしたものでございます。 

 当然、各事業者さん、地元の事業者さんには

説明文をお送りしまして、こういう周知をし

て、ハローワークと連携してやっていただきた

いというところで、まだまだＰＲ不足のところ

はあるのですけれども、なかなか雇用のマッチ

ングというのですかね、そこも簡単にいくよう

な形ではないものですから、年度当初、今年度

はちょっと多めに、どのくらい出るか分からな

かったので用意はしましたけれども、実績ベー

スという形の今年度は予算とさせていただいて

おります。 

 それから、台湾のほうのプロモーションです

けれども、旅費は２名分なので、メインが旅費

というよりは、旅費も出ますけれども、広報周

知ということで、現地の会場費ですとか、それ

からそれに行くまでのプロモーションの準備で

すとか、そういうものの経費という形になって

ございます。 

 これは補助事業ですので、コンベンションさ

んがそういうプロモーションの組立てですと

か、そういうのを考えて実施したいというよう

な中身になってございます。トップセールスと

して、町長も同行していくということで、また

現地の通訳が必要であれば、そういう経費もか

かってくるかもしれませんし、また、プリンス

ホテルさんと連携して、その辺収められるとこ

ろは収めていきたいと思っていますし、初めて

取り組む海外プロモーションですので、よりよ

いもので、先行事例、隣の市なども行ってます

ので、その辺も参考にしながらプロモーション

をかけていきたいというようなことで考えてお

ります。 

 以上です。 

○川上委員長 川村委員。 

○川村委員 ナンバー１のほうなのですけれど

も、ちょっと最初に聞かなかったのですが、今

年度の実績、５０万円ですか、多分これでいく

と。５０万円分の実績はあったのかなと思うの

ですけれども、ちょっとそこの確認ですね。 

 あと、これ１年目で、ないからこれだけ削っ

てしまうというのは、たった１年でこういうふ

うに削るというのはちょっとおかしいかなと思

うのですね。やっぱり事業主さんのほうにその

説明といいますか、そういうのが行き届いてい

ないのではないかなと思うので、その辺につい

て、もう一度今後どうするのか。そのままこう

やったら多分これなくなってしまうような気も

するのですよね、せっかくこういう事業がある

にもかかわらず。その辺について、もう少しお

考えをお聞かせください。 

 あと、ナンバー４のプロモーションですけれ

ども、こういうせっかく台湾まで行ってやると

いう中で、今までの観光イベントの宣伝も、た

だ行ってきて、ただ説明して、それで終わって

いるケースが多々あるのかなと思います。お金

かけて行くことなのですから、やっぱりそれな

りの効果があるような活動をしていかなければ

ならないのではないかなと思うのですよね。当

然、その前段で観光庁の補助金で６００万円来

るわけですから、これは違うのですかね。

ちょっとその辺も含めて、その事業、またこれ

を合わせた形で行くものか、ちょっとごめんな

さい、その辺も含めて説明をお願いします。 

○川上委員長 商工労働観光課長。 

○磯場商工労働観光課長 まず特定求職者のほ

うですが、今年度実績としては２件で、１件当

たり１０万円という形だったものですから、２

０万円の支出になるかという形でございます。 

 確かに、委員おっしゃるとおり、周知がまだ

足りないというところもございますので、今後

また改めて周知をかけて、こういう事業者さん

にとってメリットのある事業なものですから、

もう少し周知をかけて、足りなくなって補正に

出せるくらいの周知をしていきたいというよう

なイメージでございます。 

 それから、台湾のほうでございますけれど

も、効果というところで記載のとおりですけれ

ども、令和７年度はコンベンション独自予算と

いうことで、逆に招聘事業を継続していきたい
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というようなイメージもありますので、まずは

こちらから一回は呼びかけに行きたいというよ

うなイメージでございます。 

 また、観光庁の補助については、まだこれか

ら出る事業なものですから、準備は今ぬかりな

くやっています。これを取りに行くというのは

目標としてはあるのですが、６００万円の事業

ができるのであれば、もう少し大々的に夏場に

独自でプロモーションをかけていきたいという

のもあります。ただ、これが採択にならないと

いうことももちろんありますので、それの部分

としては通常どおりの、今説明しました１００

万円の事業で旅行博に対してプロモーションを

かけていきたいというような二段構えで予定し

ているものでございます。 

 以上でございます。 

○川上委員長 川村委員。 

○川村委員 最後１点だけですけれども、今、

観光ツアー、函館、また道南地域、北海道は外

国人の方が来ておりますけれども、今問題に

なっているのが、団体ツアーが来たときにバス

がない。やっぱりそれというのは運転手さん不

足だという部分もいろいろありまして、実際観

光客の団体が来ても移動手段が結構大変なので

すよね。個人で来ている方が結構最近は多いの

ですけれども、やはりその辺については、地元

のそういった会社さん等にもいろいろ相談しな

がら、また地域のお力も借りながらしっかりそ

の辺のプロジェクトをしっかり成功できるよう

に努めていきたいのですけれども、ちょっとそ

れについても一言。 

○川上委員長 商工労働観光課長。 

○磯場商工労働観光課長 当然地元のバス屋さ

んも、コンベンション協会の会員さんでもござ

いますので、一緒にタッグ組みながら、誘致に

努めてまいりたいと思っております。 

 以上です。 

○川上委員長 ほかに。 

 田村委員。 

○田村委員 何点か教えていただきたいと思い

ます。 

 まず、ナンバー４。これ、委託料の地域まち

おこし協力隊の５２０万円の内訳をお願いしま

す。 

 それから、負担金、補助金の一番下の地域活

性化企業人。これゼロになりましたけれども、

私の記憶ですと、会社との契約で、そこの社員

を派遣するというような、新たな地域活性化に

向けた一つの戦略だという記憶があるのですけ

れども、これがゼロになっているということ

は、令和５年だと思うのですけれども、これが

ゼロになっているという、この理由ですね、こ

れを教えていただきたいと思います。 

 それからナンバー６。これの委託料の、恋人

の聖地、これ３００万円増えてますけれども、

ゴンドララッピングということで、一番頂上の

ところには鐘がありますよね。恋人の聖地か何

かの鐘があります。それとはまた別な事業とい

う話で、これはどういうふうな事業なのか。ゴ

ンドララッピングという、どういうふうに活用

していくのか、これちょっとお話をいただきた

いと思います。 

 それから、恋人の聖地観光ＰＲ、この下に、

地域まちおこし云々と５２０万円増えておりま

すけれども、これは、前のナンバー４とはまた

異質なものであれば、これのナンバー４とナン

バー６の違いの説明をお願いしたいと思いま

す。 

 それから、その下の観光ＰＲ動画、観光ＰＲ

番組制作、これについて出ておりますけれど

も、これ、それぞれゼロになってますけれど

も、これについて、つくったと思うのですけれ

ども、そのつくったものを、あるいは番組の制

作に向けての今後の、どう活用していくのか。

これつくるだけが目的ではくて、ここに書いて

あるようにＰＲということだとすれば、映画放

映される前のワンポイントのＰＲも何かあるよ

うな話聞いたものですから、もしそういうこと

であれば、どういったような、映画の内容でな

いですけれども、何回ぐらいそういうことを予

定したり、どういうような状況の中で番組とい

うか、そういうものをつくっていくのか、ＣＭ

ですね。そういったようなものを今後どういう

ふうな、ずっと向けてと、何年も向けてと思う
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のですけれども、そこら辺の今後の活用です

ね、これを教えていただきたいと思います。 

 それからナンバー６の一番下です。負担金、

補助金及び交付金の地域活性化企業人の７２０

万円、これも先ほどの地域おこしと重複するの

か、恐らくしないのではないかと思いますけれ

ども、これもまた７３２万円減になっていると

いうことで、これそれぞれなくなっているとい

うのは、仕事が終わったからなのか、ここら

辺、先ほどと同じ会社との契約ということで私

は理解しているのですけれども、その違いを教

えていただきたいと思います。 

 それから、ナンバー９、道の駅ですけれど

も、これは先ほど委員長が言った部分抜かしま

して、ここに歳入ありますよね。一般の３３

ページですけれども、この中には納付金として

１１万円、計上されておりますよね。この計上

している、歳入の雑入で納付金入ってますけれ

ども、この１１万円という根拠ですね。どうい

う理由で１１万円なのか。前段というか、令和

３年度の中には、決算のとき、町長は寄附金で

はなくて納付金としてという、私は納付金とい

うのは載せなくていいのか、きちんと載せたほ

うがいいのではないかというようなことで、載

せていると思うのですけれども、その中に歳入

として１１万円出てきているという、この根拠

ですね。そのぐらいだろうと言えばそれまでな

のですけれども、１１万円上げた根拠という

か、そこら辺を教えてもらいたい。 

 この納付金の性格ですけれども、参加する権

利金のようなものなのか。これはもう頂きます

よという、例えば参加して出して入札保証金み

たいな性格を持っているのか、持っていないの

かを、要は聞きたかったのですよ。だからこの

納付金の性格というのは一体どういうふうに捉

えているのか、ちょっとそれも教えていただき

たい。 

 それから、納付金１１万円ですけれども、こ

このナンバー９の特定財源、歳入、ここに出て

ないというのは何か理由があるのか。当然、道

の駅の納付金ということであれば、私はこの道

の駅の特定財源の該当になると思うのですよ。

これに入ってこないというのは、なぜ入ってい

ないのか。そこら辺をきちんと説明していただ

きたいと思います。 

 以上です。 

○川上委員長 商工労働観光課長。 

○磯場商工労働観光課長 それでは、順番に説

明していきたいと思います。 

 まずは、ナンバー４ですね。４の地域おこし

協力隊と、それから地域活性化企業人受入れと

いうところでございます。 

 議員さんの御記憶のとおりというか、地域活

性化企業人、こちらは法人からおこし隊を会社

として契約して来ていただくというような制度

です。ナンバー６も同じです。これは人が違い

ますというか会社が違いますので、それぞれと

いう形でございます。 

 活性化の企業人の受入れを募集をかけまし

た、令和５年度に。しかしながら、旅行会社等

をかけましたけれども、なかなかマッチングす

る人材がいないというようなこともありまし

て、人材不足というような会社側からの話もあ

りまして、いろいろ募集をしていろいろ声をか

けたのですけれども、結果としては来なかった

というところで、５年度は全額落としてござい

ます。 

 代わりにといっては何ですけれども、従来の

地域おこし協力隊の制度のほうで募集をかけて

ございます。こちらのほう、総務省のほうで活

動費ということで上限が５２０万円ということ

で決まってございます。内訳としましては、報

償費として３２０万円、それからその他の経費

として２００万円というような形で、募集のと

きの経費として特別交付税の措置がされるとい

うところになってございますので、その上限

いっぱいで募集をかけてございます。こちら個

人のほうになります。 

 それから、ゴンドラの、恋人の聖地のＰＲの

関係でございますが、今年度こちらの恋人の聖

地観光ＰＲ事業として、七飯ゴンドラさんに全

部ではなくて、幾つかラッピングをして、それ

に乗ることが恋人の聖地のＰＲになっている

と。そこのゴンドラの頂上のほうには、恋人の
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鐘があったりだとかピークカフェがあったりと

いう形で誘客をしていきたいと。もともと、ス

キー場さんのところが、恋人の聖地という形の

名前になってございますので、それをＰＲして

いきたいというようなイメージでございます。 

 それから、動画の関係ですけれども、ＰＲ動

画作成は今年度、５年度で一応一段落という形

で、ＰＲのほうもおかげさまで、今回、日本映

像賞のほうにエントリーさせていただきまし

て、今、再生回数２,６００ということで、七

飯町のＰＲ動画が全国で１位になりました。３

月１５日には表彰式もあるということで、ＰＲ

動画については作成してそういうＰＲもしてき

たというところで、ＰＲ動画ではなくて、今回

はゴンドラのラッピングでいきたいというよう

な形で事業を振り替えてございます。 

 それから、番組制作、こちらのほうも２か年

にわたって、テレビ番組の作成をしてございま

した。それもテレビ放映と併せて、それが今度

ＤＶＤになって、それでまた見られたり、再放

送があったりという形で、まちのＰＲにはなっ

ているかと思ってございます。 

 それから、観光費の地域活性化、こちらも先

ほどのと一緒で、企業人として会社として募集

をかけましたけれども、なかなかマッチングし

て来ていただけるところがなかったというとこ

ろで減額してございます。 

 それから、道の駅の歳入のほうでございます

けれども、委員おっしゃるとおり、初め寄附金

という形でスタートしました。途中で納付金と

いうお話がありまして、納付金という形で公募

をかけました。しかしながら、議会の委員さん

の中からも、やはりその納付金というのはいか

がなものかというような御意見もいただいたも

のですから、町のほうとしてはやはり趣旨とし

ては寄附金のイメージであるというところで、

こちらの特財のほうには入ってございません。 

 また、１１万円の根拠ですけれども、これは

指定管理者が指定管理の募集をかけて、それに

提案したときに、指定管理者のほうから１１万

円というような提案があったというところでご

ざいます。 

 以上でございます。 

○川上委員長 田村委員。 

○田村委員 まず、それぞれ特産品のＰＲと、

それから観光振興に向けたイベント、それぞれ

の役割が違うのでそれぞれやっているというよ

うなことで、地域のそれぞれの協力隊、それぞ

れ上げていますけれども、それはそれでいいの

ではないかと思うのですが、ただ、地域活性化

の法人に対する、それぞれ使い分けをしており

ますけれども、これは昨年上げて、そして今年

はやめました。いなかったからやめたという、

これ実際、予算化して、そして公募して、ある

いは公募して、いなかったというのは分かるの

ですけれども、実際こういう予算伴うものは、

ある程度水面下で目星をつけた中で予算措置を

していかないと、では一体、公募します、これ

はもう予算幾らあっても足りない話で、そして

その後はありませんでした、こういうことを

やってしまうと、やはりちょっと私は問題ある

のではないかと思うのですよ。したがってやっ

ぱり、昨年そういうことで法人に対して契約し

ながら、その社員を派遣してもらって、それな

りの効果がある。だから個人でいくのなら５２

０万円ですけれども、法人を通すと７３２万円

という、それだけの違いある話ですよね。そう

するとそれなりにしっかりと、内諾を得れとは

言わないですけれども、大体の目星をつけなが

らやるのが、私、普通ではないかと思うのです

よね、飛び込みではないのですから。例えば海

外の今の話だと、いきなり別な外国に行って、

どうですか、どうですかではなくて、やはりあ

る程度の下地ができたところの部分の中で行っ

て効果を上げようと。それを考えれば、当然今

まで関わりのあった法人だとか、そういうとこ

ろといろいろなところ、あるいは北斗だとか函

館だとか、そういう情報を仕入れながら、可能

な限り追求をしながら予算措置するという、そ

ういうのが筋ではないかと思うのですけれど

も、これ二つとも１,４００万円ですよ。やっ

ぱりそこら辺しっかり考えていただかないと、

私はちょっと問題あるのではないかと思いま

す。そこのところをもう一度、ちょっとお話を
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お願いします。 

 それからゴンドララッピング、これは具体的

にどういったような３００万円の使途ですね。

ラッピングするのでしょうけれども、例えば５

台計画して、まだそういうことが全然予定に

入ってないのか、ある程度３００万円という、

補助金が３００万円、町が５００万円負担金出

して、そして事業やりますよということで３０

０万円かけてやるという、そういうやり取りで

すね。全国的な恋人の聖地観光ＰＲ事業という

のはですね。ですから３００万円来るからそう

いうことをやるということではなくて、やっぱ

り３００万円来るというのはそれはそれでいい

のですけれども、具体的にゴンドラの何台にど

ういったようなラッピングをしていくと。やは

り予算計上するというのはそういうことですよ

ね。そこをもう一度お願いします。 

 それから本来、ＰＲ動画というのは、３月１

５日受賞するためにつくったわけではなくて、

結果としてそういう視聴があってということだ

と思うのですよね。ですからやはり、そこの一

歩先、どういったような町としては使い方をす

るのか。あるいはその下の番組、どういったよ

うな番組をつくっていくのかをちょっともう一

度教えていただきたいと思います。 

 それから、道の駅の納付金、これ本来的には

やはり寄附金だという今発言ありましたけれど

も、そうするとまたちょっとややこしくなるの

だけれども、実際寄附金だから載せなかったよ

というのは分からないわけでもないです。だけ

れども、規則だとか何とか、あるいは申請の要

項だとかには、それぞれ納付金と書いていると

思うのですよ。書いてないですかね。なぜそう

言うかというと、そのときの町長は、「今定例

会の会期中に、指定管理の指定手続に関する条

例の施行規則について、誤解が生じないよう精

査の上、明示していきたい」と。そこら辺で私

はてっきり納付金という文言に変わったという

ふうに理解はしていたのですけれども、変わっ

てないとすればやはり私、当時のやり取りの中

ではちょっとずれが出てきているということな

ものですから、本来はやっぱり町としては寄附

金なのか、納付金なのか。私は寄附金というの

は、問題あるというのは、申請するときに寄附

金を出せる人は多く出すでしょう。出せない人

は少ないでしょう。その中で、選定の評価指標

とするよと言ってるのですよ。いわゆる多く寄

附した人は多く点数つけて、少なく寄附した人

は少なく点数つけるということを暗に言ってる

のですよ。したがって、そういうことではなく

て、一方的にと言えばおかしいですけれども、

納付金にして、いわゆる多い少ないということ

をなくした中で取るものは取るのであればいい

けれども、そういう寄附金まがいで、相手側に

自由の裁量がある、そういう行為をしてそれを

受ける町は問題あるのではないかと、私は当時

言ってるのですよ。それで納付金云々とか、改

めて見直しますとかという、そういう話だった

ものですから、私は納付金だと思って、そし

て、納付金と書いてあるのですよ、歳入に、基

本的に。そうすると、黙っていても、私は特定

財源、この中に載せてきてしかるべきではない

かと思うのですよ。載ってなかったですかね、

納付金で。３１ページ、私の記憶、違いました

かね。３３ページですね。納付金ですよ。それ

今、寄附金と、寄附金がいいという方が多い

と、いたという。それで、本来は町としては寄

附金を堅持したいという、私は意図だったと思

うのですね。したがって、ここの納付金と書い

ているにもかかわらず、１１万円については特

定財源を書かない。それはなぜかというと、本

来納付金ではなくて寄附金の意味合いが強いか

ら、特財には載せないで一般財源で処理しまし

たよということを言ったと思うのです。そうい

う理屈は分かるのですけれども、前後のやり取

りからいけば、そういうのは通用しなくて、私

が言うように納付金と書いた以上は特財にも１

１万円を書いて、それをきちんと、このナン

バー９の中に盛り込んでしかるべきではない

か。なぜ入れないのだということ。そうする

と、寄附金の意味合いが町としては多く持って

るのだと、そういう言い方というか、そういう

表現だったので、これについて、町の見解を求

めますけれども。 
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 委員長、この部分について、具体的に規則だ

とか、あるいは申請の要項だとかに、具体的に

どういうふうな、納付金と書いていのか書いて

ないのか。当時きちんと明示していきたいと

言っているものですから、そこの書いているか

書いていないかを確認するための、そういう申

請書の手引というのですかね、書類というので

すか。それと規則だとか、そういう一連のもの

を資料として要求したいと思います。よろしく

お願いします。 

○川上委員長 商工労働観光課長。 

○磯場商工労働観光課長 それでは、資料を用

意しますので、暫時休憩、お願いしたいと思い

ます。（委員長「どれくらい」と呼ぶ） 

 １５分ぐらいでどうでしょうか。 

○川上委員長 暫時休憩いたします。 

 １１時５分、再開いたします。 

午前１０時４７分 休憩 

────────────── 

午前１１時１０分 再開 

○川上委員長 休憩前に引き続き、再開いたし

ます。 

 商工労働観光課長の資料の説明から入りま

す。 

 商工労働観光課長。 

○磯場商工労働観光課長 貴重なお時間を頂き

まして、申し訳ございませんでした。 

 それでは、資料に基づいて、まず御説明申し

上げます。 

 まず、七飯町公の施設に係る指定管理者の指

定手続等に関する条例、施行規則の抜粋したも

のでございます。 

 ２条と６条に納付金に関する事項ということ

で、記載をさせていただいているところでござ

います。 

 続きまして、道の駅なないろ・ななえ指定管

理者公募要項、令和４年８月、七飯町となって

ございまして、ページめくっていただきまし

て、（１５）右側ですが、納付金という形で、

公募の際に提案した額を毎年度納付することを

しますという形で公募をかけてございます。そ

れに基づいて、指定管理者のほうから提案とい

う形で、自主事業の一番最後になりますが、１

１万円という形で、納付金の提示がございまし

たというところでございます。 

 田村委員さんのおっしゃるとおり、当時、こ

ういう形で納付金という形で統一させていただ

いたのは明らかでございます。その後、本来、

納付を町が強いるというのはいかがなものかと

いうような話がございまして、イメージとして

は寄附金ですと。こういう形で公募、４年度も

うかけてしまっていますので、３年間はこうい

う形になりますけれども、次回に向けては寄附

金という形で、もし心があれば寄附を受けます

というような形に直していきたいというような

考えでございまして、それに基づいて、当時か

ら納付金なので、７年度までそうやってやるべ

きではないかというような御意見もあるかとは

思いますけれども、原課の考え方としては、そ

ういう御意見がありましたので、イメージはも

う納付金ではなくて寄附金というようなイメー

ジで思っているというところで、特定財源には

入れていなかったと。また、その寄附金なり、

要は特財がなければ、この事業はできないとい

うような性質のものではないというところもあ

りまして、特定財源には入れていなかったとこ

ろでございます。 

 それから、企業人の関係でございますけれど

も、委員さんがおっしゃるとおり、下打合せと

いうか、会社のほうと事前に何回か折衝をして

旅行会社さんのほうと話をしておりました。大

分煮詰まったところだったのですけれども、コ

ロナの影響もありまして、会社のほうから会社

事情ということで今回出せないというところ

で、昨年の秋にもその企業さんと懇談しまし

て、新年度に向けてもう一度企業人として募集

をかけたいのですけれども、会社のほうとして

出せるような体制としてはありますかという話

もさせてもらいましたけれども、ちょっとなか

なか難しいというような話もありまして、今

回、企業版ではなくて、やはり個人版の地域お

こし協力隊という形で募集をしていきたいとい

うような考えでございます。 

 それから、ゴンドラのラッピングの台数なの
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ですけれども、今手元に資料がなくて、今問合

せをしてますので、後ほどお答えしたいと思い

ます。 

 それから、ＰＲ動画の関係でございますけれ

ども、もちろんつくって終わりということでは

ございませんので、これから、それこそ今回受

賞したのは冬の大沼をＰＲする動画でしたの

で、これは台湾のプロモーションなどにぜひ

持っていって、そういう動画を見せたりだと

か、いろいろプロモーションに使えますので、

制作して、今度はＰＲのほうを、委員さんおっ

しゃるとおり、ＰＲのほうを強化していきたい

というふうに思っているところでございます。 

 以上です。 

○川上委員長 田村委員。 

○田村委員 まず、納付金でまた戻すのだとい

う、それはそれで議論は別にしまして、まず、

企業法人のあれについては、私は率直に言っ

て、こういう結果になるのであれば、やっぱり

安易な予算計上、１,４００万円ですよね。や

はりこれはもう少し行政として、どういうふう

に、真剣に受け止めなければ駄目なのは重々承

知のこととは思うのですけれども、ちょっと安

易すぎてしまって、言うことはもうないのです

けれども、こういう予算計上というのはなかな

かないですよね。というのは、計上して駄目だ

からやめましょう。これからもずっとないの

か、可能性あればまたつけましょうという、私

はそういうものではないのではないかと思うの

ですよね。やはり行政がやる、そういう腰を上

げれば、やはりいろいろな批判あろうかと思う

のですけれども、それを貫くということがやは

り私大事ではないかと思うのですよね。それが

やはり行政の私は本質ではないかと思うのです

けれども、この安易な計上というのは、そして

先ほど特定の部分がありましたよね、３００万

円から５０万円残して２５０万円、函館、北

斗、七飯で業者に出すという、それぞれの事業

所の事業主に出すと。令和５年のときには、函

館も北斗もやるから七飯も２市１町の範囲の中

でやりましょうということで３００万円。それ

が今度５０万円に減らして、事業は市と事業主

が１０万円、そういうようなことで３００万円

というと、やはりそれなりのお金かかってます

よね。それを一気に４分の１まで減らすという

のか、何か愕然とするような金額まで。何かそ

の安易な計上というか、函館だとか北斗もやっ

ぱりそういうふうに落としているというか、減

額しているのかどうか、もし情報を知り得た

ら、その部分ちょっと教えていただきたいと思

いますし、それから、なかなかあれが分からな

いのですよね。何か私もあれですけれども、Ｐ

Ｒの映像だとか番組ですね、もう少し七飯町の

町民の身近なところでも、こういうものをつ

くったのだみたいな、つくったのはあるので

しょうけれども、番組の制作上、もう少し身近

な町民にも分かるような、そういうＰＲできな

いのかどうか。何かほかのほうで出しましたと

か、いや、こうですというだけではなくて、や

はり身近に、昨日映ったねとか、あれがそうな

のだみたいなものが身近に感じない限り、なか

なか私は理解できない事業ではないのかなと思

います。 

 それと、さっきに戻りますけれども、やっぱ

り納付金、ずっと見ますと、つじつま合ってま

すから、今言われたのは、寄附金のニュアンス

が強いと、それはそれでいいですけれども、要

するに納付金とうたっている以上、これいろい

ろな部分でうたってますよね。これはやはり僕

は特財だと思うのです。納付金、大した金額で

ないから入れなくてもいいという発想ではない

と思うのです。やはり端的に言ってしまえば、

基金などは目的外は駄目なのですよ。財調はい

いですけれども、ほかのものは目的に沿ったや

はり使い方というか、しなければ駄目だと、そ

ういう縛りというかくくりがあるわけですか

ら、これはこの道の駅のための納付金ですか

ら、歳入も納付金とうたっているわけですか

ら、それは当然、ほかのものに使うというより

も、まず第一に道の駅の経費に使ってしかるべ

きなのですよ。それを載せてないというのはな

ぜなのですかということです。そうすると、答

弁が、そこまでの経費は必要ない、間に合って

いるようなニュアンスの言い方、僕の捉え方は
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悪いかも分からないですけれども。やっぱりそ

うではなくて、やはり１,０００円であろうが

１００円であろうが、特財性格を帯びたものに

ついては、その目的に沿った事業の中にその金

額を入れるというのはもう常識ですよ。ですか

ら、ここ必要なかったから入れないと言うので

すけれども、入れてくださいよ、私からすれ

ば。それの見解をまずお聞かせ願いたいと思い

ます。 

 それから、寄附金の性格が濃いといった場

合、行く行くというか、それに切り替えるよう

な話でしたけれども、それはいつどういうよう

な形でどのように変えていこうとしているの

か、それについても具体的にちょっと説明をお

願いします。 

○川上委員長 商工労働観光課長。 

○磯場商工労働観光課長 田村委員のほうから

安易な予算計上ということで御指摘を受けてお

りますが、担当としては安易に計上したつもり

はございませんで、下打合せということで相手

の会社さんとも準備を進めてきたところなので

すけれども、会社の都合ということでやむなく

来ることがかなわないというところで、第二弾

として別な旅行会社さんにも声をかけさせても

らったのですけれども、なかなか首都圏で、縛

りが首都圏で２年以上そこの方が働いてという

ような縛りがありまして、そういう人材を、ス

キルがあってというところを、金額的なものも

あったりだとか、そういう人材的なものもあっ

たりだとかということで、なかなか町に派遣す

るというのは難しいというような話で、なかな

か事業として、やっている当然自治体もありま

すけれども、七飯町の場合、なかなかそこがも

う一歩足りないのかなというところもあって、

そこは反省しているところでございます。た

だ、それにかかわらずおこし隊の力を使って、

観光振興、それから物産、商工振興、それぞれ

やっていきたいと考えて、今回違う形での予算

計上としてございますので、御理解いただきた

いと思います。 

 それから、財源の先ほどからの話でございま

すけれども、田村委員の言うのもよく分かりま

す。もともとそういうふうに変えましたので、

あれではないかというのはあるのですけれど

も、先ほど田村委員からもアドバイスという

か、お話いただいたとおり、町の意味合いとし

てはやはり納付金ではなくて寄附金の意味合い

が強いというところで、今回の指定管理、５、

６、７の３か年なものですから、次回の募集ま

でにはそこら辺整理させていただいて、改めて

次回募集していきたいというような形で考えて

いますので、御理解いただきたいと思います。 

 特定求職の関係ですけれども、ちょっと函

館、北斗がどのような予算計上して、どのよう

な形になっているかというのは、ちょっとうち

のほうでは承知してございません。 

 ＰＲ動画の関係ですけれども、番組制作はな

かなか難しくて、このテレビも土曜日のお昼１

時から２か年にわたって、タレントさんが七飯

町のいろいろな観光地だとか巡ってという番組

をつくっていただきました。当時の時間帯の視

聴率では１番でした。そこの局のその番組が、

同じ時間帯の中では。ですけれども、当然見て

いない方ももちろんいらっしゃいますので、そ

の辺は再放送があったりだとか、それをＤＶＤ

にしてそこで販売したり、そこのプロモーショ

ンとしてはされているのですけれども、町でそ

れを買い取ってまたどこか映像を流すというふ

うにはならないものですから、そちらについて

はちょっと番組の制作、２回やったけれども、

効果として間違いなく皆さんが見ているような

番組なのかというところの御指摘になると、確

かにそうなのかもしれません。なので、今年度

については、番組制作についてはちょっと一回

休止して、別な形でプロモーション展開してい

きたいというふうに考えてございますので、御

理解いただきたいと思います。 

 以上です。 

○川上委員長 田村委員。 

○田村委員 私とはちょっと考え方は違うみた

いですけれども、まず、法人の企業の地域活性

化企業人受入れ、これはもう七飯町としては今

後取り組まないという考え方でよろしいのです

ね。 
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○川上委員長 商工労働観光課長。 

○磯場商工労働観光課長 全く取り組まないと

いうことではございません。やはり、企業人と

それからおこし隊と、両方取り組んでいる自治

体もございますので、折を見て、そういうタイ

ミングが合えばお話をさせていただきながら、

予算についても計上してまいりたいというふう

に思っております。ただ、今の６年度ではない

という形でございます。 

 以上です。 

○川上委員長 田村委員。 

○田村委員 先ほどちょっと行政の話ししまし

たけれども、今回やめるということは、私は取

り組まないことだと思うのですよ。言わんとし

ているのは分かるのですけれども、やはり今年

６年、もう一度、やはり私は取り組むべきだと

思うのですよ。令和５年のときに何もしなかっ

たというのなら分かりますよ。でもそれなりの

いろいろな動きをして、ある程度ノウハウがた

まっているわけですからね。では何を持ってま

た再開するのかという話ですよ。ほかがやって

いるからやりますということではなくて、やは

り七飯町は七飯町独自の考え方の中で、観光振

興だとか特産品ＰＲ、これをどういうふうにし

ていくか。そこの手段として法人のそういうも

のを利用しようという、そういう考え方で私は

令和５年度取り組んできたと思うのですよ。そ

れを６年度やめて、また機会があったらやりま

すよというのは、私はいかがなものかなと思う

のですよ。やはりそういうのは改めていただき

たいというか、やはり今年度やるべきだという

私は持論を持っていますけれども、その考え方

もう一度お願いします。 

 それから、ＰＲの関係ですけれども、これい

つまで、つくったものはいつまで流したりいろ

いろするわけですか。これは、著作権は七飯町

にあるのですか、動画。あるのであれば、七飯

町が逆にどんどんつくって、言っちゃ悪いです

けれども、ふるさと納税か何かの付録につけた

らどうなのですか。やっぱりそういうふうに積

極的に行くということが、先ほどの話ですと、

何か著作権があるようなないような分からない

ような、そういう言い方されてましたけれど

も、３００万円も出してやってる、３００万円

ですね、やってる以上は著作権がうちにあるの

であれば、やはりうちがＤＶＤだとかいろいろ

なものをつくって、そしてふるさと納税に挟ん

で、見てくださいと送るとか、やっぱりそうい

う積極的なことをやらない限り、やはり身近な

ＰＲの活動というのはできないのではないです

か。もう少しそこら辺、考え方、教えていただ

きたいと思います。 

○川上委員長 商工労働観光課長。 

○磯場商工労働観光課長 企業人のまず関係で

ございますけれども、先ほどお話ししたとお

り、５年度の秋にまたその企業さんとお話をさ

せていただいて、その際に６年度、募集、来て

いただけないかというようなこともお話をさせ

ていただきました。そのときにちょっとまだ難

しいというお話をいただきましたので、６年度

については予算の計上を見合わせているという

ところで、その企業さんとまだ交流というか、

ありますので、引き続きお話をさせていただい

た中で、タイミングが合えば、来てもらえるよ

うな準備が向こうのほうで整えば、そういう話

になるかと思いますので、引き続きそこは諦め

ないでやっていきたいなと思ってございます。 

 それから、ＰＲの関係でございますけれど

も、議員さんがおっしゃるとおり、つくること

が目的ではございませんので、それをつくって

ＰＲするというところが目的で、今回３月１５

日に賞を受賞したというのも、つくってそれが

評価されて受賞しているというところもあるの

で、それを使ってプロモーションをかけていき

たいというところで考えてございますので、ふ

るさと納税の返礼品にどうかとかいろいろな御

意見もあるかと思いますけれども、いろいろ考

えながら、ＰＲ取り組んでまいりたいと考えて

ございますので、よろしくお願いしたいと思い

ます。 

 あと、著作権、ＰＲ動画については著作権は

町にありますので、どんどんそれは活用してい

きたいというふうに考えてございます。 

 以上です。 
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○川上委員長 田村委員。 

○田村委員 実際、件数聞きませんでしたけれ

ども、地域活性化の企業人の関係ですけれど

も、実際水面化で実現できなかったとしても、

幾つの企業とそういう話合いというか、折衝を

持ってきたのか、そこをちょっと教えてくださ

い。 

○川上委員長 商工労働観光課長。 

○磯場商工労働観光課長 初め１社、もうそこ

でお互いちょっと行こうという話がありました

ので、１社と内々で話を進めていたところです

が、そこが事情により来れないというところ

で、その後、２社とまたお話をさせてもらいま

したけれども、なかなかちょっと先方さんも企

業として活動している中で、七飯のほうに派遣

するというのはなかなか難しいというようなお

話をいただいております。そういう状況です。 

 以上です。 

○川上委員長 ほかにございますか。 

 稲垣委員。 

○稲垣委員 まず、ナンバー１の特定求職者雇

用支援補助金の件なのですけれども、先ほど同

僚議員のほうからもありましたけれども、昨年

３００万円、１件１０万円の３０企業というこ

とで上がっていました。この補助金は高齢者と

か母子とか障がい者に向けての七飯町独自の上

乗せの補助金だと思うのですけれども、企業に

とってはすごくいい補助金だと思うのですけれ

ども、去年３００万円上がっていて、２５０万

円の削減ということで、せっかくであればもう

一度きちんとアナウンスして、企業にこういう

のがあるよということを案内すれば、５０万円

ということではなくて、もう少し予算を計上で

きるのではないのかなというふうに思いました

ので、その辺をちょっと教えてください。 

 また、今、同僚議員のほうからもありました

けれども、地域活性化企業人の話だったのです

けれども、言いたいことはかなりおっしゃって

いただいたのであれなのですけれども、課長自

体の、タイミングが合えばとか、機会があれば

というくらいの気持ちで、企業は動いてくれる

のかなというふうに思ったのですよね。本当に

どうしても七飯町に来ていただきたいという強

い思いでなければ、大手企業もなかなか人材を

出しますよということにはならないのではない

のかなというふうに思いました。去年の予算の

ときに、三大都市、民間の社員が七飯町に来て

くれるかもしれないと思ったときに、七飯町に

とっては本当に大きな戦力になるかもしれない

し、また新たな気づきとか得られたりとか、本

当に地域活性につながるのではないかなという

ふうに、私はとても期待していて、今回７３２

万円が２件とも削減されたことに、ちょっと私

は残念だなというふうに思っています。同僚議

員もおっしゃるとおり、今年も絶対獲得するぞ

という意気込みで、私はもしも駄目でも予算計

上していただきたかったなというふうに思いま

すけれども、その辺の考え方をお願いいたしま

す。 

 あと、地域ＰＲ動画、私も見させていただき

ましたけれども、冬の大沼の迫力感もありまし

たし、いいところもいっぱい出せたかなという

ような動画でした。でも、今回ＰＲ動画とかが

削減になって、できればもっと違った形で動画

があってもいいのかなというふうにちょっと

思ったので、この辺の考え方をお願いいたしま

す。 

 あと、追加資料で頂いている件なのですけれ

ども、一般質問でもちょっと言わせていただい

ていたのですけれども、今回は２５０万円の納

涼祭の予算が計上されております。経緯のほう

を見させていただいたのですけれども、回答に

言われたとおりの話合いで、ステージの部分と

かというのは、商工会がその部分で納得してい

るような感じにはちょっと受けないし、話合い

がされたというよりは、一方的にこの２５０万

円という感じを受けて、いただいた答弁と

ちょっと若干違うようにも感じたのですけれど

も、その辺のことを教えてください。お願いし

ます。 

○川上委員長 商工労働観光課長。 

○磯場商工労働観光課長 まず、特定求職者の

関係でございますけれども、委員さんがおっ

しゃるとおり、ちょっとＰＲ不足もあるのかな
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と思ってございます。改めて案内をかける、商

工会さんにも併せて案内をしていたのですけれ

ども、もう少し丁寧に御説明して、企業側のメ

リットというか、国からも補助をいただいて、

町からも上乗せがあるというところなので、そ

の特定求職者のためにもなりますので、案内を

もう一度かけていきたいと思ってございます。 

 それから企業人の予算の関係でございますけ

れども、町のほうとしても、先ほど田村委員か

らもあったとおり、水面下で折衝をして、何と

か来てくれるというような算段が整いつつあっ

たのですけれども、先方さんの理由でちょっと

整わなかったというところで、なかなかタイミ

ングというのはやっぱりあるのだなというのは

ちょっと思ったところで、継続してお話はもち

ろんさせていただきますし、諦めているわけで

はございませんけれども、今年度については予

算を計上してないというところで、決してこれ

を永久にやらないということではございません

ので、御理解いただきたいと思います。 

 それから、ＰＲ動画の関係でございますけれ

ども、稲垣議員さんの御協力もあって、動画再

生も伸びているものと思ってございます。今回

は冬です、あれは。過去には夏バージョンもつ

くっていますので、一応夏と冬と、一応大沼の

魅力が大体整って、つくったものとしてはまず

よかったなと思っているので、次はやっぱりＰ

Ｒのほう、それをどう活用していくかというと

ころに着眼して、いろいろなプロモーションに

行ったときにも、動画を映したりだとか、いろ

いろな場面で映像を流せるように、町のほうで

も積極的にＰＲのほうを強化していきたいと

思ってございます。 

 それから、商工会さんのイベントの補助の関

係でございますけれども、１２月１１日に商工

会さんの役員さんと町側と、要望書の提出が

あったときに、そのときに商工会さんのほうか

らは、６年度の事業費が５０５万円なので補助

金として３５０万円というお話がございまし

た。そのときに町のほうの答弁として、警備の

人数だとか人件費の上昇、それから物価高騰と

かは配慮したいと、それも入れた上でイベント

の補助については２分の１程度ということで、

これは商工業だけではなくて観光業のほうも同

じ考え方でいっていますので、そこで統一をま

ず図りたいと。その上で、町としてはバスの関

係がございましたので、そちらのほうは協力し

ていきたいというような趣旨で、町長のほうか

らも話がありました。その後、私のほうからス

テージの関係もありましたので、そういうのも

検討どうでしょうかというところで話をしたと

ころ、１３日すぐ見に行ってくれたようで、な

かなかちょっと難しいねという話もいただいて

いますので、その中で何かお互い歩み寄るとい

うか、何か歳入を増やすのか、出る経費を落と

すのか、どちらかしかないのかなとは思ってい

るのですけれども、なかなかそこの中では答え

が見いださせなかったというようなのが、現在

のところです。開催までまだ時間もありますの

で、またちょっと知恵を出しながら、今後に向

けて、予算は予算として、ルールとしてはこれ

で行きたいと思っておりますので、あとは何か

知恵を出してやれるところでやっていければと

思ってございますので、よろしくお願いしたい

と思います。 

 以上です。 

○川上委員長 稲垣委員。 

○稲垣委員 まず、ナンバー１の特定求職者の

部分に関しては、先ほど課長おっしゃったとお

り、ぜひちょっと案内していただければなと思

います。これ、企業側がもしもこれ以上出た場

合、要は５０万円以上出た場合というのは、補

正とかやる予定があるのかどうかということを

再質問させてください。 

 あと、企業人のほうは今年はということだっ

たのですけれども、一回本当に間が空いてしま

うと、なかなかやっぱり難しくなると思います

ので、１社、２社に限らず、七飯町にとって私

はとても意味のあることだと思いますし、ま

た、地域おこし協力隊と私は別物だと思ってお

りますので、ぜひ努力して、もう一度チャレン

ジしていただければなというふうに思います。 

 あと、納涼祭のことに関してなのですけれど

も、話合いが折り合いがついたかのように
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ちょっとお返事いただいていたのですけれど

も、やっぱり見るとそうではなかったのではな

いのかなというところが、経緯を見ると思いま

す。ステージの部分もやっぱりあれだけの面積

の中、本当にウイングのステージだけでできる

のかどうかというところも、商工会としても

やっぱりちょっと小さかったなというところも

思っているところではありますので、その辺、

さっき知恵を出し合いながらというところもい

ただいてますけれども、警備の部分、本当に大

人数来ていただくことになりますと、事故が

あっては大変だと思いますので、その辺もう少

しちょっと本当にお互い歩み寄りながら、観光

とかの部分もすごい大事だと思うのですけれど

も、地域の方々が、町民が本当に楽しめるイベ

ントの大きな一つだと思いますので、その辺の

考え方をもう一度お願いいたします。 

○川上委員長 商工労働観光課長。 

○磯場商工労働観光課長 まず、特定求職者の

関係でございますけれども、企業さんにもメ

リットがありますので、丁寧に案内して、本当

に補正で増額補正できるように努力してまいり

たいと思っております。 

 それから、企業人の関係ですけれども、町の

ほうでも本当にメリットがあると思っていま

す。大手、首都圏の企業さんから七飯町に来

て、七飯町のために仕事をしていただけるとい

うことなので、非常にメリットもあると思って

いますので、引き続きチャレンジしてまいりた

いと思っておりますので、よろしくお願いした

いと思います。 

 それから、イベントの補助の関係でございま

すけれども、額の金額としては２５０万円とい

うのは半分ルールというか、そういう形でやっ

てますので、バスの上乗せ、また、あとは例え

ば収入の部でもう少し何かプラスになるような

ものが出せるのかどうか、その辺検討していき

たい、商工会さんと一緒に話ししていきたいと

いうのと、歳出の部分も何か削れるところがあ

るのかどうか、その辺もお互い本当に話をして

いかないとなかなか埋まらないのかなとは思っ

ていますので、今後とも継続して、お話をさせ

ていただければと思っているところです。 

 以上です。 

○川上委員長 稲垣委員。 

○稲垣委員 納涼祭に関しましては共催という

こともありますので、ここにも計上されている

警備代ですとか、アルバイトスタッフというと

ころも結構な大きな額がかかる予算が出てます

ので、この辺もちょっと検討していただきたい

なと思います。 

○川上委員長 商工労働観光課長。 

○磯場商工労働観光課長 警備代にかかわらず

全体的な経費、今回増額の理由がステージと警

備代とアルバイトスタッフが主な要因ですよと

いうことなものですから、そこは増えるのは、

例えば安協さんの協力を得られなかったからと

かというのは当然あるので、では何か違うとこ

ろでとか、やっぱりそこら辺は増えたからそこ

というのではなくて、全体を見ながらどこか切

り詰められるところはないのかとか、歳入も全

体を見ながらもうちょっと何とかならないかと

か、その辺総合的に考えながら商工会とお話を

させていただければと思っております。 

 以上です。 

○川上委員長 ほかにございますか。 

 神﨑委員。 

○神﨑委員 ナンバー６の負担金、補助及び交

付金ということで、５２１万２,０００円減と

いう内容になってまして、その下の減額が１０

０万円から５０万円になった大沼体験観光づく

り実行委員会負担金ということで、２分の１に

なった理由というか、また、この実行委員会の

事業の内容を教えていただきたいということを

一つです。 

 それと、ナンバー７ですね。城岱牧場多目的

ホール他観光施設等の整備管理ということで、

委託料が８万７,０００円増ということで、借

上用地の草刈り業務がほとんどかなと思ってい

るのですけれども、何か観光地になっているの

ですけれども、七飯町の全体的な見晴らしのい

い場所ということで、何かここから収益を上げ

るみたいな、そういう考えは。もう結構になる

のですけれども、もとは設立というか、ここを
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設置したときには特産品の注文を受けて、輸

送、宅配というか、そういう形のものがしばら

くちょっとの間やっていたのがなくなったとい

うことで、その後この活用の仕方、せっかくの

見晴らしのいい場所でございますので、そのあ

たりの部分が出てないなという、そこら辺です

ね。 

 それと、公園美化清掃負担金というのは、こ

こではなくて大沼ということなのかどうか、そ

こら辺がちょっと、二本立てになっている予算

になっているのかなと思っていますけれども、

その辺お知らせください。 

○川上委員長 商工労働観光課長。 

○磯場商工労働観光課長 まずは、体験観光づ

くり実行委員会負担金ということで、５０万円

減額になったというところなのですけれども、

昨年度５０万円だったのですけれども、ちょっ

と特別な事業をやっていきたいということで、

それのスタートアップということで、５０万円

を上回せしています。というのは、駒ヶ岳登山

の体験というか、ツアー造成に伴う備品、ス

トックですとかヘルメットですとか、そういう

のを用意して、ツアーをつくっていきたいとい

うような形でありましたので、その分増額しま

したけれども、それがかなったというところ

で、元に戻って５０万円という形でございま

す。 

 事業としましては、夏がそういうツアー造成

を、体験型のツアー造成、それから冬は、今年

もやりましたけれども、まるかじりプランとい

うことで、冬の大沼公園周辺で楽しめるアク

ティビティーをチケットで販売してという形

で、大変好評で続けてもう何年なのかちょっと

あれですけれども、継続してやっていきたいと

いうような事業でございます。 

 それから、城岱牧場の関係でございますけれ

ども、草刈りの関係してございます。あそこの

活用というところになるのですけれども、やは

りあそこできて、当初はコンベンション協会さ

んでそこを借上げして、特産品を販売したりだ

とか、観光ＰＲをというところでやっていたの

ですが、人件費かけて物を仕入れて売って在庫

も管理してというのと、その集客力ですかね、

そことの見合いでなかなかちょっと、三、四年

はやっていたのですが、なかなか収益として事

業ベースになっていけないというところもあり

まして、町としても夜景も七つ星夜景という名

前もつけさせてもらって、そこからの展望がい

いというのでＰＲしてるのですけれども、それ

をお金に換えるという手だてがなかなか今見い

だせないというところで、グリーンシーズンだ

け開けて、自動販売機とか置いているのですけ

れども、特に常駐誰かしてるというところでは

なくて、景色がいいので何かイベントとかは打

つことは可能なのかなとは思うのですけど、常

時何かあそこでというのは非常に今頭が悩んで

いるところでございます。そこはまだちょっと

答えが出てないというような状況です。 

 それから、公園美化清掃負担金、こちらのほ

う、大沼公園の美化清掃の協力金という形で数

年前から出していまして、北海道さんがその委

託団体に１,２００万円、町のほうから３００

万円という形で、合わせて１,５００万円の経

費で、公園内それからキャンプ場とか駐車場と

いう形で、管理をしていただいているというよ

うなものでございます。 

 以上です。 

○川上委員長 神﨑委員。 

○神﨑委員 この大沼体験観光づくりというこ

とで、うまく駒ヶ岳の登山ということで、これ

はすごくいいことだと思うのですけれども、こ

れからいろいろなイベントとか誘客というか考

えて、国からの予算も入っているという中で、

やっぱりここしっかりもっと実行委員会の中で

もそうですし、やはりいろいろな観光客が体験

観光型というか、景観はすばらしい大沼ですの

で景観はあれなのですけれども、プラスアル

ファやっぱり体験の観光ということが大事かな

と思うので、この辺もしっかりやっていただき

たいのと、またナンバー７にもそれは同じく思

うのですけれども、やっぱりそろそろ、せっか

く予算立ててすばらしい場所が、牧場のほうで

すけれども、こちらのほうもあるわけですか

ら、そろそろしっかりとした考えを持ちながら
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進めていただきたいなと思いますので、頭を悩

ましているということですけれども、皆さんか

らも知恵をいただきながら、こういうものも

やっていただきたいなという、そのあたり

ちょっと今後の展開を期待して何か。 

○川上委員長 商工労働観光課長。 

○磯場商工労働観光課長 神﨑委員からもおっ

しゃるとおりで、体験は本当に今北海道でもア

ドベンチャートラベルということで、体験型を

進めるという形で、道南圏でやはり七飯大沼が

先行して体験型をやっていますので、やっぱり

それを牽引するようなイメージで、町で積極的

に体験型観光を進めてまいりたいと思ってござ

います。 

 また、城岱牧場の展望台の関係でございます

けれども、本当になかなかいい答えが出さなく

て申し訳ないのですけれども、皆さんからもい

ろいろな御意見いただいて、よりよい場所にし

て、最後はそこに集客して何かできるとか、そ

れこそ本当に体験型の何かができるだとか、そ

ういうものが検討できればいいのですけれど

も、ちょっとほかの自治体の成功事例なども研

究しながら、前向きに考えていきたいと思いま

す。 

 以上でございます。 

○川上委員長 ほかにございますか。 

 田村委員。 

○田村委員 委員長、先ほどの私の質問の答弁

まだいただいてないと思うのですよ。というの

は、納付金、ここに載せるべきだと私言ったの

ですけれども、それに対して載せないのか、

はっきりした町の見解をいただきたいと思いま

す。 

 例えば、寄附金の色彩が強い云々と先ほど

言ってましたけれども、これについては寄附金

にしても、寄附した人の意向を聞くのですよ

ね。町が勝手に寄附もらったからといって使え

ないのですよ。何に使うか、それは町のほうで

自由に考えて使ってくださいというのは分かり

ますよ。だけれども、寄附にしても使い方を確

認するはずなのですよね、何に使うか。それか

らいくと、納付金も同じですよ。ここに書いて

あるとおり、経営状況により利益が生じた場合

と、あくまでも道の駅で営業をして利益あった

場合はこれだけ納付しますと、これはもう当た

り前に、ここの特財に載せてしかるべきだと私

は言っているのですけれども、それに対して改

めて町の見解を求めたいと思います。お願いし

ます。 

○川上委員長 暫時休憩します。 

 午後１時、再開いたします。 

午前１１時５３分 休憩 

────────────── 

午後 １時００分 再開 

○川上委員長 休憩前に引き続き、再開いたし

ます。 

 財政課長の出席を許したいと思いますけれど

も、御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○川上委員長 御異議なしということで、出席

を許します。 

 それでは、田村委員の答弁から入ります。 

 財政課長。 

○青山財政課長 それでは、財政課が入りまし

たので、歳入の道の駅指定管理費、管理者納付

金１１万円を特定財源に計上すべきではないか

という田村議員の御質問に対しまして、町の見

解として財政課でお答えいたします。 

 このたび、歳出予算の一般会計１１３ページ

に、道の駅指定管理費２,６０５万９,０００円

を計上させていただきましたが、この歳出予算

の財政的な見地から申し上げますと、性質別経

費的な要因で御説明しますと、こちらに計上さ

れた予算額、例えば共済保険料、道の駅指定管

理料、不動産借上料、道の駅連絡協議会負担金

については、こちらはどちらかといいますと、

道の駅が存在することによりまして、歳出経費

は経常的な扱いになる予算として性質別的な要

因では分類されます。それに対しまして、一方

の歳入は、道の駅指定管理者納付金として１１

万円を、これについては道の駅の売上げに対

し、指定管理者が自らの意思で指定管理要項に

より納めていただきたいとする趣旨の歳入であ

ることから、この歳入の性質別的な要因で申し
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上げますと、この納付金は臨時的な収入とし

て、町のほうでは考えております。今回の経常

的な歳出予算が含まれた歳出予算に対して、使

途が特定されている歳入は特定財源として処理

することはできますけれども、今回の予算で

は、経常的な歳出経費に対して臨時的な歳入を

充てて特定財源とすることはできず、道の駅指

定管理の事業において、新たに臨時的な経費が

発生した場合については、この納付金を充てて

特定財源扱いにすることは可能であると考えら

れますけれども、田村議員の質問の趣旨は御理

解できますけれども、歳出予算が経常的な経費

である以上は、歳入予算がこちらは臨時的な一

般財源として処理されておりますので、今回は

特定財源の扱いとはしておりません。 

 これは分かりやすく書いているのが、皆さん

のほうにもお渡ししています、この資料のほう

で御説明いたしますと、資料の４ページと５

ページに、歳入の性質別な経費の分類が計上さ

れております。歳入のほうでは、２１款に諸収

入とあります。歳出のほうには、この経費の性

格から言いますと、物件費等、補助費等という

経費の性質別があります。先ほど言った歳出予

算につきましては、性質別経費で言いますと、

物件費の差引き的なもの、ＡマイナスＢのこの

経常的な扱いのものと、補助費等についてもこ

の経常的な扱いになります。こちらのほうの歳

出に対して歳入予算については諸収入というこ

とで、２１番を見ていただくと分かると思うの

ですけれども、歳入の扱いが、こちらは特定財

源か臨時的な財源としか上がっておりませんけ

れども、歳出予算が経常的な経費であれば、こ

の歳入が経常的な経費であれば特定財源として

処理することはできますけれども、歳入予算が

臨時的なものになっておりますので、特定財源

とはできず一般財源として処理されていること

について、御理解いただきたいと思います。 

 説明について、ちょっと分かりづらい点があ

るかと思いますけれども、そういう内容で処理

されておりますので、その旨御理解いただきた

いと思います。 

 以上です。 

○川上委員長 ほかにございますか。 

 上野委員。 

 財政課長の退席を。 

○上野委員 資料として出されました、今回の

納涼祭の事業計画について、ちょっとお伺いし

ます。 

 昨年の事業に比べまして、大きく事業費が増

えていると、約１.５倍ぐらいの事業費が組ま

れまして、それに対して、町も補助金を昨年に

比べると大幅に引き上げております。本来２分

の１という補助金であれば、補助金はこの事業

費に対しては、２５２万５,０００円という予

定のはずなのですが、１００万円近い増やした

予算で事業費が組まれておりますし、町も１０

０万円近く、本来の２分の１という補助の事業

よりは多い補助金を出しているというような実

態になっております。 

 昨年の事業で、実際どのぐらいの参加者が

あって、今年度のこの増やした事業費での事業

が、どのぐらいの参加者を、事業主体である事

業者が、事業というかやっている団体は考えて

いる事業なのか、その辺について分かりました

らお伺いしたいと思います。 

○川上委員長 商工労働観光課長。 

○磯場商工労働観光課長 それでは、上野委員

おっしゃられているのは、予算審査委員会追加

様式の資料の後ろから２枚目のページの件でよ

ろしいでしょうかね。（２）の事業申請の内容

というところでございますね。そこでよろし

かったでしょうか。 

 こちらの申請は、あくまで商工会さんがこう

いうふうに予算を組んで、町のほうに要望とし

て上げてきた内容でございますので、町のほう

でこれを受けて精査した上で、総事業費が５０

５万円ということなので、おおむね２分の１程

度ということで、今回町のほうとして予算計上

しているのは２５０万円というところでござい

ますので、これはあくまで商工会さんの予算と

いうところでございますので、御理解いただき

たいと思います。 

 以上です。 

○川上委員長 上野委員。 
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○上野委員 そうしますと、ここに６年度予算

ということで、町の補助金が３５０万円という

ような数字が上がっておりますけれども、これ

はそうではないということですか。２５０万円

であるということなのですか。それについて

ちょっとお願いします。 

○川上委員長 商工労働観光課長。 

○磯場商工労働観光課長 これはあくまで商工

会さんの要望の町の補助金、または商工会事業

費、協賛金、出店どうのこうのという歳入、ま

た歳出も同様ですけれども、あくまで商工会さ

んが要望として出していただいている内容でご

ざいます。それを受けて、町のほうで別途精査

した結果、総事業費が５０５万円なので、２分

の１程度ということで２５０万円の補助金の予

算を組んでいるというところでございます。 

 以上でございます。 

○川上委員長 上野委員。 

○上野委員 事業が大きく拡大されたように、

予算上は見えるわけですけれども、実際商工会

さんのほうが上げているこの事業の内容を見ま

すと、増えているのは、事業に関係する音響施

設の関係だとか、それからステージの関係、そ

れから駐車場の警備員関係の事業、これが大幅

に増えております。しかしながら、実際には商

工会さんのほうで事業として考えておられる、

今年度の例えば事業費、負担する事業費、それ

から協賛金は去年とほとんど変わらない内容と

いうふうになっておりますよね。そういう中

で、町が昨年に比べて大きく補助金を増やして

いるわけですけれども、これでいきますと、本

来の商工会が企画している、そういう入場者と

いうのは実際昨年の実績が分かると思いますけ

れども、それに対してこの事業はどのくらい参

加者の増加を考えた事業なのかというのを、町

は説明を受けていないでしょうか。 

○川上委員長 商工労働観光課長。 

○磯場商工労働観光課長 大きく事業費が膨ら

んでいるのは、令和５年度の決算は、要は日程

が１日日程で日曜日だけの開催ということで、

令和６年度は２日間開催をしていきたいという

ような思いから、こういう予算を商工会さんの

ほうで立てて、町のほうに提案してきていただ

いているというような状況でございます。 

 入り込み等については予測というのはなかな

か難しいわけでございますので、そこまでのお

話はしておりませんが、大きく違うのは、日程

が１日日程から２日日程になったというところ

でございます。 

 以上でございます。 

○川上委員長 ほかにございますか。 

 稲垣委員。 

○稲垣委員 すみません。ちょっと１点だけ確

認させてください。 

 一般質問の中で、商工会と町長が懇談をして

調整した中で、折り合いがついたようなお話を

私も受けたのですけれども、この補助金決定ま

での経緯を見ると、一方的に調整がつかないま

まという感じもちょっと受けなくもないのです

けれども、町長と商工会の役員が会ったのは１

回ですか。その辺ちょっと確認させてくださ

い。 

○川上委員長 商工労働観光課長。 

○磯場商工労働観光課長 １２月１１日に商工

会さん、役員さんいらっしゃって、町長と要望

書の話をしているということで、それ１回で

す。そこの話の中でこのあかまつ納涼祭の補助

金についてというような話が出たというところ

でございます。 

 以上でございます。 

○川上委員長 稲垣委員。 

○稲垣委員 この要望の中で、調整して商工会

がそういうような形で、この文面見てもちょっ

と難しいという回答があったりとかしているの

ですけれども、何か答弁は調整がついたような

イメージを受けたのですけれども、町としては

どのようにお考えですか。 

○川上委員長 商工労働観光課長。 

○磯場商工労働観光課長 町長のほうからここ

に書いてあるとおり、イベントの補助金は２分

の１程度であるというのが基本的な考え方とい

うのは、１２月１１日のときにもう示されてお

ります。それに沿って、町のほうでバスを用意

したりとか、予算は組んでいるところです。 
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 その中で、事務レベルとして、ステージのお

話ですとか、ほかに何かないですかというの

は、事務レベルではいろいろお話はしています

けれども、そこは決着がついているわけではご

ざいませんので、ただ、うちのほうの額として

は２５０万円というのは予算としては、あとは

何かほかの形で何かあるのか、お互いそこは

ちょっと話をしていかないと、これから先の話

なので、そこはちょっと何とも言えないところ

です。 

○川上委員長 稲垣委員。 

○稲垣委員 １点確認なのですけれども、追加

資料の２ページ目ですね。観光イベントの開催

の補助金の内訳の中で、いろいろな四つのイベ

ントが上がっているのですけれども、これも全

て２分の１ということの考え方でよろしいのか

どうか確認させてください。 

○川上委員長 商工労働観光課長。 

○磯場商工労働観光課長 町のほうで考えてい

るのは、湖水まつり、それからハロウィン、そ

れから納涼祭、あと雪祭りについても負担金と

いう考え方では２分の１を予定しています。台

湾プロモーションは単年の事業なので、これに

ついてはそういうルールではないです。オータ

ムについても、これは３か年の事業ということ

で、ちょっとコロナ最中から始まりまして今年

が最終年ということで、これも今回で終わりと

いう形なものですから、メインとなる大きい事

業というのですかね、納涼祭、湖水まつり、ハ

ロウィン、こういうものは２分の１というルー

ルで適用してまいりたいという考えでございま

す。 

 以上です。 

○川上委員長 稲垣委員。 

○稲垣委員 この辺はちょっとすみません、分

からないので聞くのですけれども、何か条例と

してこういうものがあるということですか。そ

れとも、町が２分の１でやりたいという部分な

のか、ちょっと教えてください。 

○川上委員長 商工労働観光課長。 

○磯場商工労働観光課長 条例で特に定めてい

るということではございません。町の思いとし

て、要望額の２分の１程度、補助金という性質

からいって、様々なほかの補助金も見ても、２

分の１というのは妥当だというふうに考えてお

りますので、２分の１ということで考えており

ます。 

 以上です。 

○川上委員長 ほかにございますか。 

 中川委員。 

○中川委員 ナンバー２のあかまつ街道、今、

先ほどからありましたけれども、まず、２分の

１補助金ということで、町のほうでは２分の１

というふうに決めていますということだったの

で、決めている規則でも規定でも何でもいいの

ですけれども、補助金は２分の１とするという

もの、町としてあると思うので、それをちょっ

と出していただきたいなということと、あと、

先ほど商工会との調整、私も先日の稲垣議員の

一般質問のやり取りを聞いているときに、最

後、町長のほうから、商工会の役員さんと懇談

をした中で、今回はこういう支援体制で、要は

折り合いがついているようなニュアンスで、私

も捉えたのですよ。あのニュアンスでいくと、

商工会と町が、分かりました、これで行きま

しょうというふうになった答弁に見えたので、

ところが、今回これを出していただいて、１２

月１１日に話ししているというのは、商工会が

今のままではできないから３５０万円お願いし

ますという要望をしに来たということで、ここ

書いているとおりの経過でやり取りはあったと

思うのですけれども、実際、商工会とは、ここ

に書いている以上に話は詰まされてない状態

で、私も確認したところ、商工会としても町の

ほうから予算は２５０万円しか出せないよとい

うのは来たということですけれども、１点、一

番意味が分からないのは、町長は、昨年は納涼

祭でコロナ明けの久しぶりのイベントだと、な

ので、まずはプレオープン、プレではないです

けれども、１日開催だと。けれども、来年度は

町もしっかりと支援して２日開催でやると、多

くの皆さんの前でもおっしゃっています。その

後の総務の委員会だったかな、議会の委員会の

ほうでも、同様の納涼祭のお話が出たときに、
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町長のほうからも、来年度はきちんと予算をつ

けていくと。今回、あかまつの町のバスを出す

というのも協力だみたいな感じで課長が答弁し

てますけれども、そもそも去年も貸してくださ

いと言っているのに、去年は断りましたよね。

そもそもこのバスを貸したのが協力だとかと言

われても、確かに協力と言えば協力ですけれど

も、七飯町の２万人前後が集まるような大イベ

ントということで、町もそこは一緒にタッグ組

んでやっていくというので、これずっと来てま

したよね。その中でいったときに、バスを貸し

たから協力している、２分の１があるからそれ

以上は出せない。２分の１があるから出せない

から、何か違う方法を町も考えますとかという

話になるのであれば、分かるのですけれども、

これで１日開催しかできないよという今の現状

ですから、商工会のほうでは、今の現状のこの

予算だと、２５０万円の予算だと、そうしたら

できる範囲で１日開催で何とかやれる範囲だけ

でやるかと。要は納涼祭自体が規模縮小でやる

ということになりますよね。けれども、片や町

長は２日開催でやると言ってみたり、だからそ

こが整合性が取れないというのがありますの

で、その辺を考え方をしっかりして、これ後で

町長にも聞きますけれども、まず担当課とし

て、その辺の考え方はどうなのかなということ

と、あとナンバー４の地域活性化企業人受入れ

の予算、昨年度は当初予算でつけて、実際でき

なかったということで全額減額補正しています

けれども、ただ、これもやっぱりやる気の問題

だけで片づけるのもちょっとあれですけれど

も、予算をつけるときというのは、これを絶対

うまくやろうというので予算つけてますよね。

だから、そこを簡単に去年できなかったからや

りませんではなくて、先ほどの同僚議員の答弁

を聞いていたら、今回予算はつけていないけれ

ども、一応水面下というか、それでは動いてい

くというお話されていたと思うのですけれど

も、その辺もちょっと私は意味が分からないで

す。その辺について。 

 あと、ナンバー６の大沼の雪と氷の祭典で９

９０万円ということですけれども、これも２分

の１、では２,０００万円くらいの規模でやっ

ているということなのですかね。先ほどの同僚

議員の答弁で、負担金だけど２分の１というこ

とでやっていると言っていたので。 

 あと、ナンバー８の大沼の国際交流プラザの

指定管理料、２,０００万円くらいついている

のですけれども、コンベンション協会と一緒に

やっていると思うのですけれども、その辺は

もっと何かいろいろな取組ができると思うので

すけれども、ずっとこういうような感じで来て

いるのかなと思うので、その辺を教えていただ

きたいなと。 

 以上です。 

○川上委員長 商工労働観光課長。 

○磯場商工労働観光課長 町として２分の１の

ルールというのを明文化したものがあるのかと

いうような御質問だと思うのですが、明文化し

たものはございません。ここはございません。 

 慣例というか、今までの古い、湖水まつりで

すとか、ハロウィンなどもそうですけれども、

２分の１程度の補助という形でお話をしていた

ところでございます。 

 それから、昨年の１日の納涼祭のときに、町

としても今年は１日だけれども２日日程を目指

したいというのは、思いとして町もそうです

し、当然商工会さんも２日日程でやっていきた

いという思いがあるということで、予算も組ん

でいただいていると思ってございます。なの

で、そこは何とか応えて、お互いやっていきた

いとは思っておりますけれども、開きはござい

ますので、そこら辺は今後内容等、やっぱり事

務レベルでもう少し詰めながら、何とか開催で

きるようにお話をしていければなと思っている

ところです。 

 それから、企業人の関係でございますけれど

も、先ほどお話をしましたけれども、企業人の

当てにしていた会社というのですか、そちらの

ほうと話をしたら、事情があって出せないとい

う話がまず一回ありました。春先にあったの

で、そこはちょっと駄目だというところで、そ

の後、秋口にまたその事業者とお話する機会が

ありましたので、そのときに新年度予算に向け
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て仕切り直しで、どうでしょうかというお話を

させていただきました。その中で、なかなか企

業の体制がまだ整ってなくて、ちょっと令和６

年度も難しいというお話をいただいたので、６

年度については予算は計上してございません。

ただ、水面下でというのか、定期的にそこの企

業さんとはお話をする機会がありますので、そ

の中で企業人の制度がまだありますので、そう

いうのは将来的に向けてやれれば、その会社さ

んも、今は駄目なのでしょうけれども、全く

ノーということではございませんので、話をし

ながら将来的にはそういうのも取り入れていっ

て、町の観光振興に寄与できるように考えてい

きたいと思います。 

 それから、雪祭りのほうですけれども、資料

の真ん中３枚目ですね。３枚目に大沼函館雪と

氷の祭典負担金の内訳というのがあります。い

いでしょうかね。よろしいですか。そこで、負

担金として函館市幾らとかと出ていまして、町

のほうで２５０万円、これは負担金相当分。も

ともとこれ就労対策ということで、工事的な雪

像造りの工事的なもので６７９万６,０００円

というのが出ています。歳出のほうで見ていた

だけると、同じく雪像製作ということで、雪像

の人件費等で６７９万６,０００円というとこ

ろが出ていますので、これを引き算します。こ

れがなしとして、２分の１かになってございま

すので、おおむね負担金という考え方にして

も、町で事業に対してそういうイベントも経費

として出していくというのは、２分の１程度と

いうところを目標というか目指しているという

ところでございますので、御理解いただきたい

と思います。 

 それから、同じくプラザの指定管理のほうで

すけれども、こちらは次のページですね。国際

交流プラザの指定管理の内訳ということで、指

定管理料、これはやはり主に人件費がやはり大

部分を占めておりまして、それ以外にも自主事

業ということで７５８万円、これは物販だとか

そういうので、コンベンション協会独自事業と

いうことで出しているところでございます。全

部が全部それで賄えればいいのですけれども、

なかなかそうはならなくて、観光案内自体が有

料というものではございませんので、どうして

もそういう経費というのは、そういう場所を

持っている限り、どこの自治体もそういう経費

がかかっているというところではございます。

その中でも、先ほどお話しした体験観光ですと

か、そういうのでツアーつくったりだとか、冬

のアクティビティーのＰＲをしたりだとか、そ

ういう形で地元に貢献できるような、そういう

事業を目指しているところでございますので、

御理解いただきたいと思います。 

 以上でございます。 

○川上委員長 中川委員。 

○中川委員 まず、納涼祭の関係だったのです

けれども、２分の１の基準が決まっていない

と。決まっていないけれども、今までそんな感

じだから、補助金というのは２分の１。けれど

も、補助金という中では、例えば３分の１だと

か、３分の２とかという補助もありますよね。

別に２分の１というだけではないと思います

し、やっぱり２分の１というのを通すのであれ

ば、きちんと規定をつくってやっていくべきだ

と思うのですよ、実際。だから、そこはきちん

とそういう整備、事業、この２分の１ルールと

いうのですか、それを町として通すのであれ

ば、条例なり、補助金条例ありますよね。そこ

にきちんと補助金は２分の１だとか、きちんと

うたって執行していくべきだと思うのですよ。

行政の執行していくのに、きちんとしたものが

決まってないけれども、今まで２分の１だか

ら、２分の１という話にならないと思うので。 

 あと、雪と氷の祭典も、総体に言っている金

額は９９０万円だけれども、そのうちの就労支

援で６７９万６,０００円を抜いたら、おおむ

ね半分くらいになるという答弁だと思うのです

けれども、おおむね半分という回答でいいの

か。２分の１というなら、ぴったり２分の１に

しなければないと思うのですけれども、そこ

と。 

 あと、そもそも就労支援事業というのが昔

あったのでやってきていたのは分かるのですけ

れども、雪祭りを開催するに当たって出ている
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予算ですから、そもそもが９９０万円の事業だ

と思うのです。この雪像を造るとかというのを

分けているから、これは違うのですよ、という

のであれば、これを抜いて計上してくるべきだ

と思います。これはイベントの補助金ではない

のですよというのであれば。結局その就労とい

うか、その関係でやっている方々もイベントを

ずっと手伝ってくれてますよね、雪祭り期間中

ずっと。警備したり何したりとやってくれてま

すよね。それであれば、納涼祭も警備している

人に出しても同じではないですか、その中身で

いけばですよ。決して雪祭りが悪いとかそうい

うことではないのですよ。これも七飯町にとっ

てすごいいいイベントだと思うし、冬のイベン

トとしてはすごく道南圏では魅力あるものなの

で。けれども、納涼祭も、商工会から最初は小

さい夜店から始まって、ここ数年で町を挙げる

ような大きなイベントまで成長したと。それこ

そ、コロナになって物価高騰だ何だとかいろい

ろなものが上がって、実際現実再開するとなっ

たらできないよと。お金が全然違うと。そうい

うふうになったときに、商工会としては、この

ままの金額ではできませんと町にお願いに来て

ます。だから、町として納涼祭の位置づけはど

うなのですか、逆に。私は、商工会が主催して

ますけども、主催というか商工会から始まった

イベントですけれども、実際の実行部隊ですよ

ね。けれども、途中から町が共催で、町も一緒

に七飯町のイベントだということでこれを進め

てきていたと思うのですよ。その辺の町として

の納涼祭の考え方というのも教えていただきた

いなというのと。 

 あと、ナンバー４の地域活性化企業人の話

だったのですけれども、昨年調整していた企業

さんがちょっと厳しくなったということで、お

話ししたということだったのですけれども、た

だ、これ、３大都市圏の大きなまちのところの

企業さんを相手にするということなので、例え

ば１社、２社、３社に言って、なかなか進まな

かったと。では、次、次、次と行けばいいだけ

だと思うのですよ。去年の話は決算になります

から、あんまり深く行きませんけれども、去年

そういう事例だったから、今回は予算をつけな

いですよということで、今回予算なしで来てる

と思うのですけれども、それは本来、去年何社

か聞いて駄目だったら、今回は全く違う都市圏

にお願い、お願いというか町のＰＲ、要は町

が、うちのまちはこうこうこうだから、うちの

まちに来て、社員さんを七飯町に派遣して、そ

ういういろいろなノウハウを町職員というか町

の仕事として発揮していただきたいということ

ですよね、これ。そうなると、七飯町が都市圏

の企業に対して、うちのまちはこういうまち

で、こういうことをやりたいのだと。なので、

うちにそういうノウハウを使っていただきた

い。だから、おたくの社員さんを派遣してほし

いと。それで、プレゼンをする事業ですよね、

これ。だから去年駄目だったからやりませんと

いうのであれば、はっきり言って、町が全くや

る気がないようにしか見れないのですよ。せっ

かくこれ、国にいい制度があるのですけれど

も。この制度を活用して七飯のためにやるのだ

という、担当課の姿勢が全く見えないのです

よ、今回。先ほどの答弁からだと。その点につ

いて。 

 以上です。 

○川上委員長 商工労働観光課長。 

○磯場商工労働観光課長 町のイベントに関す

る姿勢というか、まず、そういうお話をさせて

いただきたいと思いますけれども、納涼祭、そ

れから雪祭りもそうですし、ハロウィンも全て

大事な事業だと思っています。それで、商工会

さんにだけ、例えば３割しか補助が出てないと

か、共催してないだとか、そういうことは全く

ございません。湖水まつりも同様に共催です、

町は。それで事業費の２分の１の補助です。ハ

ロウィンも同じ考え方、ハロウィンは後援です

けれども。ですから、商工会さんだけ不利にし

ているというような話は全くございません。で

すから、同等のイベントとして、町としては大

事なイベントだというふうに考えてございま

す。その中で、やはり幾らでも、３分の２出せ

ばいいのではないかという話も当然あるので

しょうけれども、やはりその辺はイベントの考
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え方、事業の考え方として、町のほうでもやは

り線を引いて、大きいイベント、湖水まつり、

ハロウィン、それから雪祭り、納涼祭、こちら

については考え方としては２分の１程度を補助

していきたいというようなスタンスで考えてご

ざいますので、御理解いただきたいと思いま

す。 

 それから、企業人の関係ですけれども、町の

姿勢という話もされましたけれども、町のほう

でもできる限り、そういう国のいい制度で町に

対して仕事をしていただける方というのを募集

していきたいというのは変わってございませ

ん。その中で、何でもかんでもの企業というの

ではなくて、七飯町とゆかりのある企業さんで

首都圏にある企業さんというところに、やはり

お話をさせていただいています。そこの企業さ

んとある程度ちょっと話がまとまってきたの

で、予算も上げさせていただいたのですけれど

も、そういう事情で来てもらえなかったと。次

年度についてもちょっとまだ体制が整わないと

いうお返事でしたので、今回は予算は計上は見

遅らせていただいておりますけれども、本当に

引き続き、そこの企業さんのやっぱりノウハウ

がかなりスキル高いものがありますので、継続

してそこにはお話をしていきたいなというふう

に思っていますので、いましばらくうちのほう

でも汗かいて動いていきたいと思っております

ので、御理解いただきたいと思います。 

 あと、補助金のそのルール、規定、条例とい

うところですけれども、ここについてはちょっ

と私も不勉強で、なかなかそこまで頭回ってお

りませんけれども、ほかのイベントと同様に考

えてございましたので、２分の１というので、

慣例と言ったらあれですけれども、そういう形

で今のところはやっているところでございま

す。 

 以上でございます。 

 すみません。就労と予算を分けるべきではな

いかという話でございます。負担金として９９

０万円、それから以前はこれ実際分かれてあり

まして、負担金２５０万円で就労分ということ

で分かれていたのですけれども、就労対策の部

分が事業としては工事でなくなったので合わせ

たという経緯がありまして、ここについてはど

ういう形が、委員さんのおっしゃるのが正しい

のか、内部でもちょっと検討させていただい

て、来年度以降また予算計上させていただきた

いと思います。 

 以上でございます。 

○川上委員長 中川委員。 

○中川委員 まず、納涼祭の関係は、商工会だ

けが予算少ないからということを言っているの

ではないのですよ。商工会が今までこうやっ

て、ほかの湖水まつりだとか、ほかのイベント

に関してのことは一切言っていないのですよ。

そこの人たちが、例えば予算上げてほしいとか

と言ってきているとかも分からないし、だから

そのほかの団体のことは私は言っていないので

すけれども、商工会で納涼祭、町と一緒にやっ

てきて共催でやっているイベント、実行部隊が

商工会と考えると、この予算ではできないので

すよ、だから町も協力してくださいという内容

の要望書ですよね。それに、ではどう応えるで

すかということなのですよ。２分の１ルールだ

からお金も出しません、頑張ってください。そ

れは経費節減何だかんだと頑張るのはそれは必

要なことですけれども、それをいろいろなこと

を考えた中で、今この正式に要望書を上げてき

ているわけですから、それに対して、町がしっ

かり考えてこうこうこうだから、この補助金で

行くのですという、きちんとした答えがあれば

いいのですけれども、ただ２分の１だから出せ

ませんとかと言ってみたり、片や、来年度、今

年度の話ですけれども、予算できちんと２日開

催できるように町も協力していくと言ってみた

り、その姿勢がどっちなのですかということな

のですよ。実際その２分の１ルールどうこうと

いうのは、例えば本当にあったとしても、条例

にうたっていてあったとしても、このままでは

できないですよという相談を受けてるわけです

よね。受けてる中で、町が何か対策考えるかと

いうのかなと思ったのですけれども、そうでは

なくてその２分の１があるからできないという

ことであれば、では何が起こるかといったら、



 － 27 － 

規模縮小しかないと思うのですよ。だから、町

としては規模縮小でもいいという考えで、この

納涼祭に対して考えていっているのかというの

と、あとナンバー４の企業人の関係が、町とゆ

かりのある企業さん、それはそれで一つだと思

うので、何かのつながりがあってそこを頼って

やったほうがいいという考えもありますけれど

も、ただ、せっかくこの大都市圏とのつながり

を持てる一つのツールなのですよ、これ。それ

であれば、現在つながりがないとしても、これ

から新たにそういうふだんつながれない企業に

入っていけるチャンスですから、そういうふう

に考えていったら、今回もきちんと予算つけて

やっていかないと、全然、町の取組姿勢がなっ

てないと思うのですけれども、いかがですか。 

○川上委員長 商工労働観光課長。 

○磯場商工労働観光課長 納涼祭の補助金の関

係でございますけれども、先ほど来お話しして

いるとおり、経費に関しては、要望があったと

きに、おおむね２分の１程度なので、そこをま

ずは踏まえていただきたいというのはお話をし

ています。その上で、何かお互い案というか、

経費削減できる案というのがないでしょうかと

いうところで、そこは事務レベルでお話をさせ

ていただいておりまして、それに関してはまだ

答えが出ていないというのが実際のところで

す。ここは継続してお話をさせていただきなが

ら、何かよりよいところをお互い見いだせれば

いいなとは思っているところです。なかなか簡

単にはいかないとは思ってはいるのですけれど

も、そこは継続してやっていくしかないのかな

と思っています。今日明日ですぐ答えが出ると

いうものではないと思っています。 

 また、企業人の関係でございますけれども、

確かに中川委員おっしゃるとおり、たくさん企

業さん首都圏ですからありますので、そこ全部

というところもあるかもしれません。町として

は最初の取組でしたので、まずは、懇意という

かつながりのある企業さんに５年度は声をかけ

させていただいて、そこからスタートしたとい

うところでございます。また、どういう企業が

あるのかとか、うちの求めているところにもよ

るとは思うのですけれども、そこもちょっと検

討して、どういう首都圏の企業さんで、うちの

仕事とうまく絡まれるような話がある企業さん

がどういうところがあるのかというのも含め

て、今後検討していきたいなと思っているとこ

ろです。 

 以上でございます。 

○川上委員長 中川委員。 

○中川委員 納涼祭の件ですけれども、その事

務方レベルでまだ何か返答が来ていないという

今お答えだったのですけれども、その返答とい

うのは何なのですか。 

○川上委員長 商工労働観光課長。 

○磯場商工労働観光課長 返答が来ていないと

いうのではなくて、予算としては２５０万円と

いう形で上げてますので、ほかのやり方で何か

この穴を埋める方法がないのかということを事

務レベルでお話を継続して行っていきたいとい

う考えです。 

 以上です。 

○川上委員長 中川委員。 

○中川委員 これからやりたいとかいう話は分

かるのですけれども、そもそも予算、昨年の１

２月１１日に来てから、今課長がおっしゃった

ようなことを事務方含めて、町長の方針も含め

て、詰めてくるべきだと思うのです。詰め終

わった予算が今回のこれに上がってくるべきだ

と思うのです。何でそういう行動を予算委員会

で指摘されて、そういうのはこれから詰めてい

きますというふうになるのか。予算委員会で指

摘されて、毎回毎回、この今言っているものに

限らずですけれども、何か指摘実行が見つかっ

たときに、それについては来年度からきちんと

やっていきますとかというような考えでやるの

だったら、別に予算委員会要らないと思うので

すよ、実際。予算委員会というのは、ある程度

きちんと調整ついたもので、町としてこういう

考えで行きますよと、ある意味では施政方針と

もリンクしてくるし、町の全体的な令和６年度

ですね、新年度の事業はこうやって行きますよ

と。だから議会にこの予算書が上がってくる前

に、庁舎内で、役場のほうで本当にこれでいい



 － 28 － 

のかとか、これが多いのではないか、こんなに

要らないのではないかと、いろいろやってきた

はずなのですよ。けれども、今の話だと、商工

会のこの納涼祭の関係だけでいきますと、全然

話が詰まってないけれども、２分の１だから、

これしかできないから、これで上げます。それ

では町と商工会と一緒に納涼祭を盛り上げてい

こうとか、そういう考えが全く見えてこないの

ですけれども。やっぱりここ２分の１にこだわ

るのであれば、そこはきちんと規定なり、規則

なり、条例なり、条例はありますよね、補助金

交付の関係の。いや、規則かな。ありますよ

ね、例規集にありますよね。で、あればここに

きちんとうたってやっていかないと、ただ口頭

でこっちのイベントも２分の１、あっちのイベ

ントも２分の１だから、これも２分の１でと。

そういう整理をしないと駄目ではないですか。 

○川上委員長 商工労働観光課長。 

○磯場商工労働観光課長 まず、納涼祭の関係

ですけれども、内容についてはこの要望の話が

ありましたので、そこについてはお話を、町長

のほうから１２月１１日のときに、この話だけ

ではなくて運営費の話もございましたので、そ

こと併せてお話をしているところです。運営費

のほうについては事務的な経費ということで、

そこは増額してまいりたいというので回答をし

ているところでございます。実質３０万円アッ

プと予算にものせているところです。やはりそ

の要望内容の精査というか、ものにやっぱりよ

ると思います。実際のところ、運営経費、やっ

ぱり管内でも一番低いですというところで話が

ありましたので、そこについてやっぱり町とし

ても支援していきたいと、商工会に対して支援

していきたいという思いもあって、予算計上さ

せていただいております。 

 イベントに関しては、先ほどから何回かお話

をさせていただいていますけれども、町全体の

イベントの在り方というか、そういうものとや

はり整合性というか、そういうものも勘案しな

がら補助の内容については精査しているところ

です。そこがおおむね２分の１というところ

で、商工会さんだけ少ないと、そういう話では

なくて、町としては、納涼祭はもちろん大事な

イベントだと考えていますので、そこについて

は引き続きそういう考えの下、いきたいという

ふうに考えておりますので、御理解いただきた

いと思います。 

 以上です。 

○川上委員長 中川委員。 

○中川委員 商工会の運営補助金がどうこうと

か、今言っているのが、ななえあかまつ街道納

涼祭の補助金を言っているのですよ。ななえあ

かまつ街道納涼祭を開催するに当たって、事実

上の実行部隊の商工会の人たちが、この予算で

はもうできないという、そのできない原因も明

確に出ていますよね。ステージだとか、警備代

だとか、人件費というのが出ている中で、２分

の１、２分の１と言って、では町として納涼祭

がこのまま実施できると思いますか。 

○川上委員長 商工労働観光課長。 

○磯場商工労働観光課長 要望があったときに

も、うちのほうからステージの費用だとか、そ

ういうものの圧縮だとか、いろいろ経費かかる

のはもちろん分かるのですけれども、検討して

いただきたいというところで、１２月には２回

事務レベルでお話もさせていただいているとこ

ろでございます。やはり金額的なものはなかな

か埋まらないとは思いますが、やはり歳入何か

取るような手だてですとか、やはりそこはお互

いやっぱりちょっと知恵を出しながらやってい

かないと、なかなか前に進まないのかなと思っ

ているところでございますので、引き続き、商

工会さんとお話をしながら前に進めていければ

と思います。 

 以上です。 

○川上委員長 中川委員。 

○中川委員 知恵をどうこうとかというのはい

いのですけれども、令和６年度、あかまつ街道

納涼祭の補助金で、２日開催、昨年町長がおっ

しゃっておりました、コロナ明けはプレとして

様子見でイベントを商工会と開催しました。来

年度は２日開催、コロナ前以上にやるようなこ

とを言ってました。それが、今回令和６年でつ

いている予算で、担当課としてできると思って
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いるのですか、どうかを聞いているのです。 

○川上委員長 商工労働観光課長。 

○磯場商工労働観光課長 担当課としては、や

はり２日間開催、お互いしたいという思いがあ

りますので、そこに向けて努力してまいりたい

と考えております。 

 以上です。 

○川上委員長 中川委員。 

○中川委員 努力はしてもらえるのですけれど

も、この予算で、町長がおっしゃっておられる

コロナ前以上の２日間のイベント開催ができる

のかどうかをお伺いしているのです。 

○川上委員長 商工労働観光課長。 

○磯場商工労働観光課長 今も予算上がって、

商工会さんからの提案、予算上がっていますけ

れども、ここについてもまだまだ努力して歳入

を増やすとか、経費を削減するとか、いろいろ

やり方はお互い考えられるかと思いますので、

引き続き、商工会さんと相談しながら、２日間

開催を目指してまいりたいと考えております。 

 以上です。 

○川上委員長 中川委員。 

○中川委員 私が聞いているのは、課長、担当

課としてこの予算を上げてきて、令和６年度、

できるかどうかというのを聞いていて、中身の

精査してどうこうというのは、この予算をつけ

るときに、そういう商工会と一緒に精査して、

今回はやり方を変えるとか、こういうやり方に

しましたとか、ここを削減したから何とかでき

ますねとか、そういうのがもう出来上がってか

ら、ここに上がってくるものだと思うのです

よ。課長が今おっしゃっているようなこととい

うのは、それが終わった後に、ここに出てきて

いるべきなのですけれども、２５０万円で調整

もしていない中で、これから精査していきます

ということなのですか。予算をつけて、予算を

ここに上げてくるということは、いろいろな調

整して精査した中で、これはできますねと、こ

の金額でこの事業はできますねと、ではこれで

行きましょうといって、ついていると思うので

すけれども、その辺についていかがですか。 

○川上委員長 暫時休憩いたします。 

 ２時１０分、再開いたします。 

午後 １時５３分 休憩 

────────────── 

午後 ２時１２分 再開 

○川上委員長 それでは、休憩前に引き続き、

再開いたします。 

 中川委員の質疑に対し、商工労働観光課長の

答弁から入ります。 

 商工労働観光課長。 

○磯場商工労働観光課長 貴重なお時間をいた

だきまして申し訳ございません。 

 先ほど中川委員のほうから、納涼祭につい

て、るる御質問がありまして、町のほうとしま

しては、商工会さんのほうに要望、２日間日程

でできるだけの事業費を全て、警備から何から

全て要望の中身として上げてくださいと。その

中で、上がったものの２分の１を町としては補

助しますというスタンスでございます。 

 以上でございます。 

○川上委員長 暫時休憩します。 

午後 ２時１２分 休憩 

────────────── 

午後 ２時１４分 再開 

○川上委員長 休憩前に引き続き、再開いたし

ます。 

 中川委員。 

○中川委員 町長総括でもう一度お伺いします

ので、これ最後にしますけれども、納涼祭に関

して、まず担当課として、ここに、議会のこの

予算のところに上げてきているということは、

本来であれば、その担当課で精査した中で、あ

かまつ街道納涼祭であれば、この金額であれば

開催できるねというので上げてきていると思う

のですけれども、そうではなくて、あくまでも

２分の１だから半分だよと。けれども商工会は

３５０万円の事業費がないとなかなか２日開催

は厳しいですよという要望書を上げてきている

けれども、町のほうは２分の１の２５０万円し

か出せないよと。そういうことで、なおかつそ

の調整、２５０万円でどうやって２日開催をす

るかというのを、商工会と町でいろいろな取

組、やり方を考えて、こういうふうにやったら
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２５０万円でできるねというところに結びつい

て上げてくるべきだと思うのですけれども、今

の答弁だと、２分の１だから半分しか出せな

い、足りない分はどうするかはまだ分からない

という中で、担当課としてここに上げてきたと

いうことでよろしいですね。 

 あとは町長に確認しますけれども。 

○川上委員長 商工労働観光課長。 

○磯場商工労働観光課長 繰り返しの答弁に

なってしまうのですが、２日間日程で要望、全

て金額を積んで上げてくださいというところ

で、５０５万円というところで上がっていま

す。その中で、町としましては、商工団体、観

光団体、全て２分の１、イベントについては２

分の１でお願いしていますというところでお話

をしておりますので、御理解いただきたいと思

います。 

 以上です。 

○川上委員長 あとは、中川委員につきまして

は、今後の質疑については、町長総括の中でよ

ろしくお願いいたします。 

○川上委員長 ほかにございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○川上委員長 それでは、質疑を終わります。 

 以上で、商工労働観光課に対する審査を終了

といたします。 

 商工労働観光課長、御苦労さまでございまし

た。 

 引き続きまして、都市住宅課の審査を行いま

す。 

 都市住宅課長、御苦労さまでございます。 

 予算書及び提出資料に基づき、御説明をお願

いしたいと思います。 

 都市住宅課長。 

○川島都市住宅課長 それでは、共通様式に

従って、都市住宅課所管の令和６年度予算説明

をしてまいります。 

 初めに、共通様式ナンバー１、事業予算名は

建築指導費になります。ここでは、予算的には

大きく変更はなく、記載のとおりとなっており

ます。 

 続きまして、ナンバー２、事業予算名、建築

指導車管理費。ここについては、公用車１台分

に関わる維持管理で、主に１０節需用費でス

タッドレスタイヤの購入と車検分の増額となっ

ております。 

 次に、共通様式ナンバー３、項が変わりま

す。都市計画総務費になります。予算的には、

前年度と比較して大きな変更はなく、記載のと

おりとなっており、特定財源は記載のとおりと

なっております。 

 次に、ナンバー４の公園整備管理費になりま

す。前年度予算と比較して全体で９４万９,０

００円の増額となっている主なものとしては、

記載の委託料全体で３２９万８,０００円の増

額となっております。これは３段目の都市公園

高木剪定処理等業務委託料１４０万円と、５段

目の都市公園施設点検業務委託料６７万５,０

００円が新規となっており、そのほか委託業務

については、業務内容精査と基本的には労務単

価の上昇による増額となっております。 

 その他は予算的には大きな変更はなく、記載

のとおりとなっております。特定財源は記載の

とおりです。 

 次に、共通様式ナンバー５、事業予算名は公

園整備連絡車管理費で、公用車１台分に関わる

維持管理で、主に車検分の減額となっておりま

す。 

 次に、共通様式６になります。都市環境整備

費になります。前年度予算と比較して大きな変

更はなく、記載のとおりとなっております。 

 次に、共通様式７、事業予算名は公営住宅管

理費になります。予算的には、前年度と比較と

して４００万円程度減になっている主な理由と

しては、記載の委託料の項目２段目、公営住宅

特殊建築物定期報告書作成業務委託料が減額に

なったことが理由となります。特定財源は記載

のとおりです。 

 次に、共通様式ナンバー８、社会資本整備総

合交付金（公住）になります。前年度予算と比

較して１,２００万円ほど増額となっている主

なものとしては、労務単価上昇によるものであ

ります。 

 また、新規で２１節政策空家移転補償費１７
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９万円が増額となった理由となります。特定財

源は記載のとおりです。 

 以上で、都市住宅課の予算説明を終わりま

す。よろしく御審議のほどお願いいたします。 

○川上委員長 課長、ありがとうございます。 

 それでは、これより、質疑を行います。 

 上野委員。 

○上野委員 ナンバー６、お願いします。 

 これまで役場前の街路にサルビアの苗を移植

してきたということですが、今年度予算がゼロ

という形で予算計上がされておりませんけれど

も、今後この街路の植栽に関してどういう形

で、植栽しないでいくのかとか、そういう問題

だと思うのですが、どういうふうになるのか、

お伺いします。 

○川上委員長 都市住宅課長。 

○川島都市住宅課長 ただいまのナンバー６の

需用費のサルビアの関係になりますけれども、

この事業については、平成１１年より役場庁舎

前の道道七飯療養所線で植樹ますに街路修景事

業として、町職員が自らサルビアの植栽を継続

実施しておりましたが、常に維持管理、草取り

や水やりに関して、統一性がなく修景が損なわ

れている状況にありました。また近年、役場正

面玄関のロータリーに、七飯町建設協会からプ

ランターでサルビアを地域貢献として提供して

いただいていることから、協議の結果、今後引

き続き提供していただくという了承を得ており

ますので、これに関して町としては、夏場の水

やりや維持管理もたやすくなって、また職員の

負担軽減にもつながることから、建設協会から

提供いただいたサルビアを町が維持管理するこ

とで、よりよい環境でサルビアの景観が保たれ

ると判断し、減額したものであります。 

 以上であります。 

○川上委員長 上野委員。 

○上野委員 今までは、町が負担をして苗を

買って、町の職員が管理をしてきたということ

なのですが、予算が計上されないということ

は、その苗の分を、従来の建設協会がそういう

負担をするという方向で、管理は職員がやると

いうことなのでしょうか、それを確認します。 

○川上委員長 都市住宅課長。 

○川島都市住宅課長 再質問にお答えします。 

 これについて、近年、建設協会からプラン

ターで１００鉢というのですか、プランターで

１００個頂いている中で、正面玄関のロータ

リー、また文化センター側に提供していただい

ているのですけど、それを利用してというので

すか、その部分も協議した中で、今まで苦慮し

ている部分も相談した中で、引き続きそれにつ

いては建設協会として提供していきたいという

確認を取っておりますので、まず今年はそれを

やりながら、不足な部分が出る場合は、改めて

予算計上していきたいと思っておりますので、

御理解のほどお願いいたします。 

○川上委員長 ほかにございますか。 

 神﨑委員。 

○神﨑委員 ナンバー７の委託料、町営住宅の

円滑な維持管理ということの７番の中に町営住

宅の芝刈り業務委託料ということで、６８万

４,０００円ということで、細かく詳細をつけ

てくださっている中の、最後の鳴川団地跡地の

活用方法というか、しばらくあそこの団地、空

き家というか、全部更地にして、その後の草が

ぼうぼうで、今雪降ってちょっと分からないで

すけれども、そこのことかなと思っているので

すけれども、特定財源見ると、土地貸付収入と

いうことで、旧鳴川団地敷地内で１０万６,０

００円ということで載っているのですけれど

も、そのあたりの関係性というか、そこを教え

てください。 

○川上委員長 都市住宅課長。 

○川島都市住宅課長 ただいまのナンバー７の

草刈りの部分で、記載の鳴川団地跡地の部分に

ついてですけれども、これについては、毎年草

刈りはしているのですけれども、それについ

て、総務課のほうで一括管理している部分を、

うちのほうの公住跡地ということで予算計上し

た部分が入っております。また、この歳入、特

定財源の１０万６,０００円については、ラー

メン屋あるのですけど、その部分で借地として

貸している部分の歳入となっております。 

 以上であります。 
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○川上委員長 神﨑委員。 

○神﨑委員 これは予定としては今後、もし売

るとなったら大きな税収になるかなと思うので

すけれども、宅地にするとか何とかの計画はな

いのか。そうした場合、どの程度の宅地何軒ぐ

らいここでできていくという、そこら辺まで考

えているのかどうなのかということと、ごめん

なさい、あとナンバー８ですね。政策空家移転

補償ということで、その後の計画というか、

ちょっとお知らせしてください。 

 以上です。 

○川上委員長 都市住宅課長。 

○川島都市住宅課長 ２問、再質問ありました

けれども、まずナンバー７の鳴川公住跡地の部

分の今後の土地利用についてですけれども、先

日の一般質問でも、町有地、公住跡地の部分を

どうするという部分では、改めて鳴川公住跡地

についても土地利用を図っていきたいと、そし

て公募を図っていきたいという部分があります

けれども、あそこは以前からも、町としては公

募をかけて売っていきたい部分があるのですけ

れども、何せ傾斜地で土地利用が図りにくいと

いうことで、仮に宅造をやったとしても、道路

を造る整備費がかなりかかるという部分で、今

後、町として考えている部分は、町としてやる

べき既存の道路を町として先に整備するのか。

また、その辺を検討しながら、宅造を何区画で

きるかとかという部分を図っていくことを考え

ており、また宅造しても、傾斜がありますの

で、宅地割りも難しいことから、あそこは用途

地域的には一種低層になっておりますので、用

途変更が必要であれば、その辺緩和しながら、

アパートではなくマンション系の土地利用も

図っていく可能性もありますので、その辺は今

後詰めてやっていきたいと思っております。 

 また続きまして、ナンバー８の部分ですけれ

ども、この政策空家移転補償費については、今

回、国の補助金が半分入ってきますけれども、

１０件を予定しております。内容については、

現在町で確認取っている空き家について６件な

のですけれども、今後空き家が出てくる可能性

もあるので、予算上は１０件を取っておりま

す。また、足りない部分については、皆様に情

報を提供しながら、追加補正なりを考えていき

たいと思っております。 

 以上であります。 

○川上委員長 ほかにございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○川上委員長 それでは、都市住宅課に対する

質疑を終わります。 

 都市住宅課長、御苦労さまでございました。 

 暫時休憩します。 

午後 ２時２９分 休憩 

────────────── 

午後 ２時３０分 再開 

○川上委員長 休憩前に引き続き、再開いたし

ます。 

 それでは、次に土木課の審査を行います。 

 土木課長、御苦労さまでございます。 

 予算書及び提出資料に基づき、説明をお願い

いたします。 

 土木課長。 

○笠原土木課長 それでは、令和６年度土木課

の当初予算について、共通様式に沿って説明さ

せていただきます。 

 初めに、ナンバー１の土木総務費は、本年度

予算額１１９万１,０００円で、前年度と大き

な変更はなく、記載のとおりでございます。 

 次に、ナンバー２の土木作業車管理費は、本

年度予算額１,５６１万６,０００円で、前年度

と比較し３０８万円の減となっております。主

な減額につきましては、需用費の自動車燃料費

の前年度使用実績による減や、自動車修繕料の

減などとなっております。 

 次に、ナンバー３の車両センター管理費は、

本年度予算額３１２万７,０００円、前年度と

比較し３７９万７,０００円の減となっており

ます。主な減額につきましては、工事請負費の

設備改修工事で車両センターのシャッター改修

箇所の変更による減となっております。 

 次に、ナンバー４の水防センター管理費は、

本年度予算額１５１万１,０００円、前年度と

比較し９４万円の減となっております。主な減

額につきましては、委託料の施設管理委託料
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で、委託日数の減などとなっております。 

 次に、ナンバー５の道路橋りょう維持費は、

本年度予算額４,２２６万６,０００円で、前年

度と比較し３１４万３,０００円の増となって

おります。主な増額につきましては、委託料の

街路消毒等委託料と草刈り委託料の増や、工事

請負費の町道等舗装補修工事と随時補修工事

で、前年度実績等による増となっております。 

 次に、ナンバー６の除排雪対策費は、本年度

予算額２億６,５５６万４,０００円で、前年度

と比較し７,８８４万３,０００円の増となって

おります。主な増額につきましては、委託料の

町道等除排雪委託料の労務単価の増等による増

と、備品購入費の除雪車両保有費の増などと

なっております。 

 次に、ナンバー７の道路改良事務費は、本年

度予算額１８０万３,０００円で、前年度と大

きな変更はなく、記載のとおりでございます。 

 次に、ナンバー８、町道等単独改良事業費

は、本年度予算額１億２,６２０万円で、前年

度と比較し２,０３８万４,０００円の減となっ

ております。主な減額につきましては、工事請

負費の久根別３号橋架替工事の減などとなって

おります。 

 次に、ナンバー９、道路工事連絡車管理費

は、本年度予算額１０９万７,０００円で、前

年度と比較し３２万６,０００円の増となって

おります。主な増額につきましては、需用費の

自動車修繕料で、車検時修繕見込みによる増な

どとなっております。 

 次に、ナンバー１０の社会資本整備総合交付

金事業費（道路）は、本年度予算額４億２,７

２０万円、前年度と比較し２億８,５９０万円

の増となっております。主な増額については、

工事請負費の橋りょう長寿命化修繕工事、峠下

４号線改良舗装工事の増。負担金、補助金及び

交付金の橋りょう長寿命化修繕事業ＪＲ負担金

の増などとなっております。 

 次に、ナンバー１１の河川管理費は、本年度

予算額１,００３万５,０００円、前年度と比較

し３３１万１,０００円の増となっておりま

す。主な増額につきましては、委託料で河川測

量委託料の増などとなっております。 

 次に、ナンバー１２の河川改良事務費は、本

年度予算額９万５,０００円で、前年度と大き

な変更はなく、記載のとおりとなっておりま

す。 

 次に、ナンバー１３の河川改良費は、本年度

予算額６,６４０万円、前年度と比較し４４０

万円の増となっております。主な増額につきま

しては、工事請負費で軍川下流排水整備工事の

増などとなっております。 

 次に、ナンバー１４の道路等災害復旧事業

は、本年度予算額５００万円、前年度と同額と

なっております。 

 最後に、ナンバー１５の河川災害復旧事業

は、本年度予算額５００万円で、前年度と同額

となっております。 

 以上で、資料についての説明を終わります。

御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○川上委員長 土木課長、ありがとうございま

した。 

 それでは、これより質疑を始めます。 

 平松委員。 

○平松委員 １点だけ、ナンバー６でタイヤ

ショベルローダーを買うという４,５００万

円、これが予算に盛られてますが、大半の自治

体というのはもう事業規模を縮小してきていま

すし、直営の手を持たないというのがまず最初

にあるスタイルだと私は思っています。直営で

機械を持ち、作業する人も抱え切るということ

は、なかなか町のこれから先のことには合致し

ないのではないかと思うのですが、この辺どう

しても買わなければいけないという、何か審

議、例えば町の一般質問でもやりましたけれど

も、行政改革プロジェクトチームだとかそうい

うところで、これは持つべきだという、そうい

う審議などがなされた上で計上されているのか

どうかお尋ねします。 

○川上委員長 土木課長。 

○笠原土木課長 それでは、お答えしてまいり

ます。 

 ショベルローダーにつきましては、平成２３

年５月に購入して１３年経過しております。稼
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働時間のアワーメーターにつきましても１万

１,０００時間、通常ですと３,０００から４,

０００時間以上過ぎますと、もう更新の時期で

すよということになりますけれども、その３倍

程度の時間数となっております。除雪車自体も

かなり傷んで修繕が費用がかさんでいる状態と

いうことで、今回購入したいということでござ

いますけれども、先ほど議員さんの質問にあり

ました、直営ではなく委託に切り替えてという

部分につきましては、町のほうとしましては、

ある程度の直営をなるべく当分の間は堅持しな

がら、そういう突然のトラブルだとか、除雪も

そうですけれども、そういう町民の要望があっ

た場合に対応できるような体制というものを維

持していきたいという考えであります。 

 また、そういう行革の部分とかでそういう相

談というか話合いが持たれたのかということに

つきましては、これは土木課として今回購入が

必要だと判断して、予算計上をさせていただい

たということでございますので、御理解いただ

きたいと思います。 

 以上でございます。 

○川上委員長 平松委員。 

○平松委員 一般質問的になってしまうと思う

のですけれども、普通であれば、まちにいろい

ろな業者がいるわけですから、例えば少し補助

金を出してそっちで買って持ってもらうと。町

でなるべく直営の手を持たないというのが将来

に向けて正しい考え方ではないかと思うので、

それの答弁は要らないですけれども、例えば、

どうしても買うに当たって、リース契約をする

とか、今まで修理費だとか結構何百万円かか

かってきていると思うのですけれども、タイヤ

だとかも取り替えたりとかしていると思うので

すけれども、そういう意味で、経費を安くする

という検討はなされましたでしょうか。これは

もう新しく買うということですけれども、借り

るという選択肢は検討しなかったのでしょう

か。 

○川上委員長 土木課長。 

○笠原土木課長 この購入に当たりましては、

社会資本整備総合交付金という国の補助金が一

応ルール上は３分の２頂けるということになっ

ております。ただ、国の入ってくるお金の道の

配分等の交付決定というのが、４月に入ってか

らでないと幾ら入ってくるかが出ないのですけ

れども、そういう交付金を活用しながら購入す

るという考えでおりましたので、リースのほう

については、ちょっと検討してないという状況

でございます。 

 以上でございます。 

○川上委員長 ほかに。 

 川村委員。 

○川村委員 共通様式ナンバー５、委託料なの

ですけれども、この中で道路清掃、街路樹消

毒、あと草刈り、載ってますけれども、それぞ

れの年何回やっているのか。特に草刈りについ

ては、これ１回だけなのか、２回やっているの

か、あと、やっている時期含めて、ちょっと教

えてください。 

○川上委員長 土木課長。 

○笠原土木課長 剪定業務につきましては、特

に桜とかですと、冬に入る前、雪降る前の１回

程度、その木に対して１回程度、剪定というこ

とです。草刈りに関しましては、場所場所によ

りますけれども、年２回ないし３回程度行って

おりまして、この委託のほかにも、直営による

直接の作業というものも入っておりますので、

そういう説明になります。 

 以上でございます。 

○川上委員長 川村委員。 

○川村委員 今、草刈りのほう、年二、三回

で、前段で時期的に春先やっているのか、秋

やっているのか、ちょっとその辺も教えてくだ

さい。 

○川上委員長 土木課長。 

○笠原土木課長 時期的には、夏に入る前あた

りから秋が終わるくらいまでの間に、大体草が

伸びたり、刈ってもまた伸びてくるので、それ

の中で行っているということで御理解願いま

す。 

 以上でございます。 

○川上委員長 川村委員。 

○川村委員 それでいくと、大体草刈りに関し
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ては、年二、三回で、夏から秋口にかけて、伸

びている状況を見ながらやるということで理解

しました。 

 これ毎年の話なのですけれども、うちの、町

道で管理しているところではないかもしれない

のですけれども、春先、夏にかけて、歩道とか

そういったところが草であんまり見苦しい場所

もあるのですけれども、これから春にかけて、

これから七飯町も大沼含めて観光で外から来る

人がたくさん来られると思います。そういった

中で、道路が草でぼうぼうで、あまりにも見た

目的にちょっとどうかなという、見える部分が

毎年見受けられるのですよね。確かに、町で管

理している部分ではないかもしれないのですけ

れども、今年一年通して、なるべく早めにそう

いったところをできるように、それに向けて

ちょっと課長の考えをお聞かせください。 

○川上委員長 土木課長。 

○笠原土木課長 道路等のパトロール等も含め

て見させていただきながら、委託時期について

も、担当のほうと十分、今後発注する時期につ

いて協議しますし、またちょっと委託業務の発

注は間に合わなくて対応できないという場合

は、うちで管理する部分であれば、直営等で対

応してまいりたいと考えておりますので、御理

解のほどよろしくお願いいたします。 

○川上委員長 ほかにございますか。 

 上野委員。 

○上野委員 ナンバー６の１２節委託料、これ

は今年度、除雪の委託料を計上しているわけで

すけれども、昨年度は相当降雪が少なかったと

いうようなことがありました。それで、こうい

う事業者に対して、年間の予約といいますか、

事業契約をするときに、どのような契約になっ

ているのか。例えば、昨年は相当通年よりは少

ない回数での除雪ということになったわけです

けれども、そのような場合に、どのような状況

が、町として対応しているのか。支払いとかそ

ういうことがどういうふうになるのか、その辺

についてちょっとお伺いします。 

○川上委員長 土木課長。 

○笠原土木課長 基本的に、雪の降る前の１１

月に契約を行わせていただくのですけれども、

基本的には年１４回の除雪と、９回程度排雪と

いうことで契約させていただいております。 

 ただ、雪が降らない、少ないとかという場合

も、事業者さんのほうは車両だとか、人の確保

という人件費の部分、そこは確保しておかなけ

ればならないという部分もありますので、今年

みたいに雪の少ない場合、一応そういう１４

回、９回の中身で契約させていただいておりま

すけれども、例えば燃料費の部分を使わなかっ

た部分だとか、あと車両の排雪でリース、重機

を借りなくてよかった部分なども聞き取りしな

がら、その分は減額していくという考えでござ

いますので、御理解のほどよろしくお願いいた

します。 

○川上委員長 ほかに。 

 神﨑委員。 

○神﨑委員 共通様式のナンバー６ですね。道

路橋りょう維持費ということで、備品のこと

で、先ほどもショベルローダーが更新時期に来

ているということで４,５００万円ということ

で、特定財点のほうを見ますと、雪寒機械整備

費事業債ということで、これ借金にはなるので

すけれども、こういう豪雪地帯とかいろいろ、

過疎債というのは今ないのか。１００％充当と

いうか、その過疎債はなかったのか。変更に

なったのですね、あれになったのですね。これ

は交付税措置というのはどのようになっている

のか。あと、利率とか分かりましたら教えてい

ただきたいと思います。 

 それと、ナンバー８ですけれども、工事請負

費の各地区新設改良等工事ということで、路線

が増になったということで、１億２,３２０万

円ということで、前年度は１６路線でしたが、

１車線増えたということですけれども、これは

何年か前に５か年計画ということでいただいた

のかもしれませんけれども、このあたり、どう

なっているのかどうか、ちょっとお知らせくだ

さい。 

○川上委員長 土木課長。 

○笠原土木課長 まず、除雪の機械のほうの関

係だったのですけれども、議員さんがおっ
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しゃったのは起債のほうの、先ほど、３分の２

の補助金のほかの３分の１の部分を起債で借入

れしますよというもので、補助が３分の２入っ

てきますということでございます。 

 あと、過疎債の話、ちょっと私過疎債あまり

詳しくなくて、恐らく過疎債は七飯町は該当し

ないということで御理解願います。 

 それと、路線が今増えて、町道５か年計画の

話もございましたけれども、この中で半分以上

は一応町道５か年計画に登載している事業のも

のを、今回整備させていただくという予算づけ

でございますし、そのほかのものでは例えば町

内会の要望等あったもの等を今回計上させてい

ただいております。 

 今年度道路整備５か年計画につきましては、

来年度で一旦５年間終わりということになりま

して、また来年、令和７年からの計画をまたつ

くらなければなりませんが、来年度までの実施

状況等踏まえていくのもそうですけれども、令

和７年までに、緊急自然災害防止対策事業債と

いうのがありまして、それの起債を借りると、

交付税算入率が７０％頂けるということで、来

年までが一応今借りられる期間ということで、

できれば、７年度まではその起債を使いなが

ら、有利な起債を使いながら、なるべく計画の

中に登載されている道路も含めて整備してまい

りたい、そう考えておりますので、御理解のほ

どよろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

○川上委員長 神﨑委員。 

○神﨑委員 そうしますと、交付税措置が３分

の２ということですと、すごい有利な充当率に

なるのかなと思うのですけれども、これなぜ

１,３５０万円にしたのか。買ったものが４,５

００万円ということなので、もうちょっとこ

れ、１,３５０万円でなくて多く借入れしたほ

うがよかったような気もするのですけれども、

そのあたり、もう一回。私の考えがおかしいの

か、ちょっと聞きたい。 

 それと、ナンバー８番の新設改良という、こ

れ来年度で終わるということですけれども、何

パーセントぐらい、今までの５か年計画が進ん

でいるのかどうなのか、そのあたりもちょっと

お聞かせください。 

○川上委員長 土木課長。 

○笠原土木課長 まず、機械の更新のほうです

けれども、３分の２交付税措置ではなくて、直

接国から交付金を頂ける、交付税ではなくて社

会資本整備総合交付金というお金を頂いて、そ

の残る３分の１は起債で借りるよということに

なっておりますので、御理解いただきたいと思

います。 

 あと、先ほどの５か年計画の達成率というこ

とでございますけれども、前回の５か年計画で

は５０％、５１％ぐらいの達成率でございまし

たけれども、今回、ちょっと申し訳ございませ

ん、６年度までというか、まだ事業があと１年

間残っておりますので、達成率というのはまだ

出しておりませんけども、恐らく前回の５１％

以上は、６０％程度になろうかと思いますけれ

ども、達成できると見込んでおりますので、御

理解のほどよろしくお願いいたします。 

○川上委員長 ほかにございますか。 

 池田委員。 

○池田委員 １点だけ、すみません。 

 ナンバー５です。道路の樹木の消毒というこ

となのですけれども、これは主に何を中心に

やっている消毒なのですか。 

○川上委員長 土木課長。 

○笠原土木課長 主に、樹木関係の消毒となっ

ております。例えば、桜の木を剪定した後に消

毒したりとか、そういう街路の木の消毒という

ことでございます。 

 以上でございます。 

○川上委員長 池田委員。 

○池田委員 それであれば、この頃温暖化に

なって、毛虫等とかそういうものが通学道路に

出た場合なども、そういう声を聞いたら、土木

のほうで虫の害もやってくれるということでい

いですよね。 

○川上委員長 土木課長。 

○笠原土木課長 一応、委託に出す際に、どう

いうところをどれぐらいという形で委託に出す

ものですから、個別のものについては、そこで
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たまたまその委託業務と合致するものであれ

ば、それはそれで構わないと思うのですけれど

も、個別のものがもしあれば教えていただけれ

ば、対応したいと考えておりますので、よろし

くお願いいたします。 

 以上です。 

○川上委員長 ほかにございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○川上委員長 それでは、土木課に対する質疑

を終わります。 

 土木課長、御苦労さまでございました。 

 それでは、引き続きまして、上下水道課の審

査を行います。 

 上下水道課長、御苦労さまでございます。 

 予算書及び提出資料に基づき、簡潔に説明を

お願いいたします。 

 上下水道課長。 

○池田上下水道課長 それでは、上下水道課分

の水道事業会計議案第８号及び下水道事業会計

議案第９号の令和６年度当初予算について、御

説明させていただきます。 

 初めに水道事業会計から説明させていただき

ます。 

 事業収益は、５億３,０５２万６,０００円、

前年度比３８３万６,０００円の増。事業費用

は、４億５,８１５万３,０００円で、３４３万

３,０００円の増。資本的収入は、４億４,３６

４万８,０００円で、２,３７１万１,０００円

の増。資本的支出は、６億２,８７７万４,００

０円で、１,７６７万円の増とするものでござ

います。 

 それでは、指定された共通様式、令和６年度

予算審査特別委員会資料要求の共通様式を用い

て、水道の３条、４条の順番で説明させていた

だきます。 

 水道３条は、ナンバー１、事業予算名、原水

及び浄水費について、主な増加要因ですが、１

９節修繕費が３９.８％の増で、計画修繕箇所

が令和５年度に比べて７か所積算差額が増えて

ますので、その分の積算差額であります。２３

節動力費は５.３％の増で、電気料金の使用実

績等を反映させた上で、その他は従前と大きな

変更はなく、記載のとおりとなってございま

す。 

 次に、ナンバー２、事業予算名、配水及び給

水費の主な増加要因ですが、１６節委託料のう

ち給配水総合管理業務委託料は１１.２％の増

で、観光事業組合へ委託している業務のうち、

水道施設等の草刈り委託料の増加と、配水池の

外壁の清掃と塗装の分を今年度追加した関係に

より、維持管理費が増えてございます。 

 次に、危機管理対策手引書策定委託料は皆増

で、既存マニュアルの見直しとして、テロ、新

型インフル等の対策項目を追加して、新しく改

訂する予定でございます。 

 その下、施設整備関係計画策定委託料も皆増

で、水道法等による権限が厚生労働大臣より国

土交通大臣に所管替えとなることより、水道関

係補助金及び交付金について変更となる見込み

があることより、令和７年度以降補助金、交付

金要望等に対応するための事業費を追加させて

いただいてございます。 

 次に、１９節修繕費は２６.７％の増で、記

載のとおりとなってございます。 

 その下、次にナンバー３、事業予算名、受託

工事費は従前と大きな変更はなく、記載のとお

りです。 

 次のページをお開き願います。 

 ナンバー４、事業予算名は業務費ですが、主

な増加要因ですが、１６節委託料のうち、水道

料金システム改修委託料が２８.４％増で、こ

ちらクレジット収納業者の変更に伴うシステム

の改修が必要となることより増えてございま

す。 

 ３０節量水器取替費は２.５％増は、記載の

とおりでございます。 

 その下、ナンバー５、事業予算名、総係費で

すが、主な増減原因の要因ですが、２８節負担

金７８％減は上下水道課職員の資格取得が一巡

した、今いる職員で資格を取得する分について

一定程度取得したことより減となってございま

す。 

 次に、ナンバー６、事業予算名、職員給与費

についてですが、１節から６節までの合計１
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９.４％減は、記載のとおりでございます。な

お、詳細は予算書の水道９ページに記載のとお

りとなってございます。 

 次のページをお開き願います。 

 ナンバー７、事業予算名、減価償却費、及び

ナンバー８、事業予算名、資産減耗費は、資産

の移動の見込みのほか、固定資産システムの予

測値を用いて算定した予算を計上させていただ

いてございます。 

 次に、ナンバー９、その他営業費用は、従前

と大きな変更はなく、記載のとおりでございま

す。 

 次のページをお開き願います。 

 ナンバー１０、事業予算名、支払利息及び企

業債取扱諸費は６.３％の増で、新発債の償還

分の借入想定利率について、金利上昇を見込ん

だことによるものとなってございます。なお、

特定財源は記載のとおりとなってございます。 

 次のナンバー１１、事業予算名、雑支出、及

びナンバー１２、過年度損益修正損、及び次の

ページの最後の予備費は、従前と大きな変更は

なく、記載のとおりとなってございます。 

 次のページをお開き願います。 

 ここからが水道４条、投資的事業になりま

す。 

 ナンバー１、事業予算名、水道施設費につい

ては、主な増加要因として、１６節委託料は１

２７％増で記載のとおりでございます。７１節

施設改良費は１３％の増で、①番目から③番

目、及び⑤は新規の設置工事で、④番目、⑥及

び⑦は更新工事で、老朽化に伴う水道施設の更

新事業となってございます。 

 次に、水道４条、ナンバー２、事業予算名、

管路整備費については、主な増加要因として、

１６節委託料は３.３％の増で記載のとおりと

なってございます。７１節施設改良費は０.３

％の増で、①から⑥及び⑬は老朽管の更新、

⑦、⑧、⑪、⑫及び⑮は道路改良等の移設工

事、⑨及び⑩は耐震化事業等となってございま

す。７６節建設負担金は記載のとおりでござい

ます。 

 次のページをお開きください。 

 ナンバー３、事業予算名、資産取得費、ナン

バー４、事業予算名、企業債元金償還金、ナン

バー５、予備費は、従前と大きな変更はなく、

記載のとおりとなってございます。 

 以上で、議案第８号令和６年度七飯町水道事

業会計予算についての説明を終わらせていただ

きます。 

 続きまして、下水道事業会計について説明さ

せていただきます。 

 事業収益は、８億３５８万５,０００円で、

４,７０２万５,０００円の減。事業費用は、７

億９,３７７万１,０００円で、４,６３８万３,

０００円の減。資本的収入は、１億７,４２９

万３,０００円で、１億２,２１２万１,０００

円の減。資本的支出は、３億３,０５６万円

で、１億４,４８５万円の減とするものでござ

います。 

 内容につきましては、水道事業と同様に指定

の共通様式で、下水道３条、４条の順番で説明

させていただきます。 

 下水道３条、ナンバー１、事業予算名、処理

場費についてですが、主な増減要因ですが、１

６節委託料は５.８％の減。主な減少要因は記

載のとおりでございます。また、１９節修繕料

は皆増で、計画修繕を実施するためでございま

す。 

 次に、ナンバー２、事業予算名、管渠費につ

いて、主な増減要因として、１６節委託料が７

７.２％の減で、記載のとおりでございます。

１９節修繕料は、マンホールポンプの設備修繕

工事が３９.２％増で、計画修繕箇所の見直し

に伴う増。２２節路面復旧費、１９.２％増分

は、土木課に依頼しているマンホール周りの舗

装修繕の実績によるものでございます。 

 次に、ナンバー３、事業予算名、流域下水道

管理費については記載のとおりでございます。 

 次のページをお開きください。 

 ナンバー４、事業予算名、業務費について、

主な増加要因は記載のとおりでございます。 

 続きまして、ナンバー５、総係費について

も、主な増額要因は記載のとおりでございま

す。 
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 ナンバー６、事業予算名、職員給与費は、従

前と大きな変更はなく、記載のとおりでござい

ます。なお、詳細は予算書下水４７ページに記

載しておりますので、御覧ください。 

 次のページ御覧ください。 

 ナンバー７、減価償却費、ナンバー８、資産

減耗費は、水道と同じように資産移動の見込み

のほか、固定資産システムの予測値を用いて算

定されたものを記載してございます。なお、特

定財源は記載のとおりでございます。 

 次に、ナンバー９、支払利息及び企業債取扱

諸費について、主な増減要因ですが、５１節の

企業債利息１３.５％減は、企業債の償還の進

捗に伴う償還利息の減によるものです。なお、

特定財源は記載のとおりでございます。 

 次、ナンバー１０、雑支出について、主な減

少要因は記載のとおりでございます。 

 ナンバー１１、消費税及び地方消費税につい

ても、主な減少要因としては記載のとおりでご

ざいます。 

 ナンバー１２、過年度損益修正損、次のペー

ジの最後のナンバー１３の予備費は、従前と大

きな変更はなく、記載のとおりでございます。 

 次のページをお開きください。 

 下水道４条、ナンバー１、処理場建設費につ

いて、主な減少要因は記載のとおりでございま

す。 

 ナンバー２、管渠整備費についてですが、主

な増減要因として、１６節委託料、皆増は記載

のとおりでございます。次に、７３節施設改良

費８９.８％の減も記載のとおりとなってござ

います。 

 ナンバー３、流域下水道事業費について、減

少要因は記載のとおりでございます。 

 次のページをお開きください。 

 ナンバー４、資産取得費、及びナンバー５、

企業債元金償還金について、減少要因は記載の

とおりでございます。 

 ナンバー６、予備費は、従前と大きな変更は

なく、記載のとおりでございます。 

 以上で、議案第９号令和６年度七飯町下水道

事業会計予算についての説明を終わらせていた

だきます。 

 以上でございます。 

○川上委員長 上下水道課長、御苦労さまでご

ざいました。 

 これより、質疑を行います。 

 平松委員。 

○平松委員 ２点ほどお伺いしたいのですが、

最初のものは、どこに該当するのかちょっと分

からないので、まず質問させていただきます。 

 最近、外国に用地を結果的に買われてしまっ

ているというところが増えてきて、水源の心配

をしている記事がたびたび目にする機会があり

ます。七飯町は、水源の周りの土地、そういう

ものをこれからさらに買い足すとか何とかとい

うお考えがあるのか。あるいは、山の木が傷ん

できたりとかしないように、森林も含めて水源

をきちんと確保しようという予算がないように

思われますが、一番最初にこの原水及び浄水費

というところあたりで該当するのかなと思いま

して質問しましたので、お答えができるのでし

たら答弁をいただきたいと思います。 

 それと、ナンバー２。ナンバー２のところの

委託料の中に水道施設漏水調査委託料というの

が、５５万５,０００円増になっていますが、

これはどういった方法で、どういうところに委

託をしているのか、その説明をお願いしたい。 

 それから、その下、１９節修繕費の中に、配

水施設修繕料というのがあって、これも４００

万円くらいお金が増えていますね。これについ

て、もう少し詳しい説明をお願いしたいと思い

ます。 

 それから、もう１点だけあります。今度は、

これは上下水道の下水道のほうのナンバー２。

ここの１６節、これは事業計画が変更になった

という、変更するための委託料で５４０万円

減っているということなのですが、何か説明が

ちょっと半端だったような気がするのですが、

大沼の特環下水道を流域下水に接続をするとい

うことに恐らくなるのでしょうけれども、それ

はなぜ言うかといったら、道のほうでは、そう

いうふうにしなさいというところにこの七飯町

の下水道設備を指定していますよね。だから、
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それに向けての何か準備というのがこの辺に反

映されているのかどうか、その点について伺い

たいと思います。 

 以上です。 

○川上委員長 上下水道課長。 

○池田上下水道課長 何点か質問があったの

で、もし答弁漏れありましたら教えてくださ

い。 

 まず、最初の質問だったと思うのですが、水

源周りの土地についての買収の予定だとか、付

近の森林涵養という意味で、そういった予算の

計上はありますかというような質問だったと思

います。今のところ、七飯町の上下水道課の水

源につきましては、先ほど来外国人の取得等に

ついて特段情報を得ておりませんので、そう

いった対策のほうは特段考えてございません

が、必要に応じて土地の移動等について、情報

提供がありましたら対応していきたいなという

ふうに考えてございます。 

 次に、漏水調査の委託料が５５万円増えてま

すよねというようなお話だったと思います。漏

水の調査につきましては、あらかじめ、うちの

ほうで配水量をリアルタイムで遠隔監視してご

ざいます。そういったものを基に、夜間になっ

ても、そういう配水量の減らない、要は常時同

じ量が流れているような区間をある程度絞り込

んだ上で、業者のほうに入札をかけて、音聴調

査、夜間等に実際にその区間の管路というか道

路上を歩いていただいて、漏水の音だとかを聞

いていただいた上で、漏水の調査を行っていた

だいております。 

 委託料が増えた原因は、その管を調査する人

件費が増えたりだとかする分だとか、一応年間

で３５キロ、大体七飯町３３０キロ弱なのです

けれども、年間大体１割くらいのそういう区間

を絞り込んだ上で、専門の業者に音聴だとか、

必要であればボーリングしていただいて、漏水

の調査のほうを実施させていただいておりま

す。 

 次に、下水のほうのナンバー２で、委託料の

関係の中で事業計画の変更等委託料で５４０万

円減っているよというようなお話、それと併せ

て、特環下水道の広域化の予算はどうなのです

かというような御質問だったと思います。 

 まず、この３条のほうの事業計画変更等の委

託料につきましては、先日条例改正等させてい

ただいたときにもちょっとお話しさせていただ

いたと思うのですが、現行の下水道事業計画自

体が令和５年度までだったので、その見直しを

かけるための変更委託料を令和５年度で計上し

ておりましたが、その必要がなくなったので、

その分まず減っております。逆に特環下水道の

広域化に関する事業につきましては、管路の、

管路というか予定のルートだとか、そういった

ところの測量だとか入る関係がございまして、

あわせて、国道ですとか道道ですとか町道だと

かとの占用協議が必要になるので、そういった

ものの図面等も併せてつくるというような考え

方が必要になってきます。それについては、逆

に４条のほうで、建設仮勘定のほうに、試算上

計上した上で、工事が完了したときに資産を登

録するというような考え方で、今は逆に言う

と、管渠整備費の４条のナンバー２になります

ね。下水の４条のナンバー２のほうに、申し訳

ございません、７０ページですかね、下水の予

算で言うと。そちらのほうに、下水道事業広域

化概略設計等委託料として１,７１０万円を計

上させていただいております。従前は３条だっ

たのですが、令和６年度から先ほど説明したと

おり、測量等によって成果物が上がってきまし

て、最終的に資産の登録を考えてございますの

で、４条のほうに予算を計上させていただいて

いるという形になっております。 

 以上でございます。 

○川上委員長 平松委員。 

○平松委員 ナンバー２の１９節修繕費のこと

もちょっと説明をお願いしたいと言ったのです

けどれも。 

○川上委員長 上下水道課長。 

○池田上下水道課長 ごめんなさい。１９節で

すね。修繕費４６０万円も増えているのではな

いかというような話ですね。これは今年度も３

月の定例会でも補正させていただいたのです

が、令和５年度も実は補正を、修繕費で２回増
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額で補正させていただいております。近年やは

り老朽化等によりまして、修繕の実績が非常に

増えております。その関係より、今年度大幅に

修繕費のほうを増額させていただいているとい

うような形でございます。 

 以上でございます。 

○川上委員長 平松委員。 

○平松委員 外国人に用地買われる話は、これ

は一般質問のほうでまたさせていただきます。 

 それで、ナンバー２の年間に３５キロ、管を

当てて夜中に漏水箇所を探して歩いているとい

うことなのでしょうけれども、そういった方が

どんどんいなくなってきているという話も聞い

ています。最近は、これは都会の話ですけれど

も、ＡＩを使ったり、あるいはドローンに何か

そういう装置がついているのがあって、それで

探査ができるというニュースをちょっと見たこ

とがあるのですけれども、今はそれで間に合っ

ているのでしょうけれども、人を育てていると

いうことができているのかどうかだけ聞いてお

きたいです。例えば、一人がずっと３５キロ年

間に見ているのか、何人もいて、若い人もいれ

ば、もう時期退職になる人もいるとか、その辺

の状況をちょっと教えてください。それだけで

いいです。 

○川上委員長 上下水道課長。 

○池田上下水道課長 漏水調査に関しまして

は、専門の業者に委託しているという部分と、

あと、施設の維持管理で管工事組合等も入って

おりますので、ある程度絞れた場所を特定でき

ている場合は、管工事組合の職員にも調査、音

聴棒を使って調査等をしていただいておりま

す。 

 あと、最近の傾向としましては、衛星を使っ

た技術とＡＩを組み合わせた漏水調査というの

が出ております。たしか檜山管内の某まちでは

そういうのをやっているという話で、実際に私

どもも当然そういうことを調査研究進めており

まして、その委託先の業者等と今お話しさせて

いただいたときには、まだやはりちょっとＡＩ

の学習がまだ十分ではないと。逆に言うと、音

聴、今やっているやり方と、それこそ衛星で

やっているやり方では、それほど範囲の絞り込

みに変わりがないというような。もっと言う

と、七飯町の場合は滞留する水ではなくて浸透

してしまうので、反射して見つけづらいのでは

ないかというような御意見をいただいておりま

す。だから、その地質だとか、その土地の形状

だとかにもよるという形で、まだ技術的に確固

たるものではないですよというような形で、こ

ちらのほうは把握しております。 

 以上でございます。 

○川上委員長 ほかにございますか。 

 上野委員。 

○上野委員 ナンバー２、上下水道のほうで

す。ここで、今年度の実施する改良工事事業の

内容が出されておりますけれども、七飯町が今

考えている上下水道の老朽管の更新工事、これ

が今後４０億円ほどの事業になるということで

言われておりますけれども、この七飯町内にこ

れから実施しようとする上下水道の老朽管の更

新事業、地域ごとにどのような今後取組が計画

されているのか、これについては中身ではなく

て、そういう計画の資料がありましたら、出し

ていただければ、全体が見えるようになるのか

なというふうに思うのですが、その辺について

はどうでしょうか。 

○川上委員長 上下水道課長。 

○池田上下水道課長 水道事業の老朽管の更新

事業という形の御質問かと思います。 

 先ほど来、地区別というようなお話だったと

思います。七飯町の水道事業はセグメントと呼

ばれる形で、七飯、旧藤城簡水、旧大沼簡水、

七飯浄水の３か所で資産のほうも管理してござ

います。 

 実際、七飯地区で言うと３７.５％、距離に

すると、もう既にだいたい８０キロくらいもう

老朽化しております。藤城地区だと３キロ弱、

大沼地区ですと１０キロ弱というふうに既に把

握はしてございます。 

 水道の管路の更新につきましては、私どもで

令和３年度、令和４年度で耐震化の計画をする

際に老朽管のほうのあわせて調査をしてござい

ます。必要な資料等は後ほど提供することは可
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能ですが、更新する頻度と優先度的な考えとし

ましては、まずその管路がどこにつながってい

るのか。もっと言うと、どういった給水人口が

張りついているのか。あと防災の観点から言う

と、避難所の指定につながっている施設、指定

を受けている施設への管路であるかだとかを判

定した上で、そういうものが高い、もしくはそ

ういう施設があるよというようなところから優

先的に管路の更新のほうをさせていただいてお

ります。ですので、やはり給水人口の多い大川

ですとか、本町地区の老朽管のほうの更新から

させていただいておりますが、藤城、大沼地区

につきましても必要な管路の更新のほうはさせ

ていただきます。 

 資料等をお示しながらと思ったのですけれど

も、うちのほうに逆に言うと、そういった耐震

化の計画をつくるときの管路の資料等ございま

すので、必要とあればお申しつけいただければ

提供することはできます。 

 以上でございます。 

○川上委員長 ほかにございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○川上委員長 それでは、上下水道課に対する

質疑を終わります。 

 上下水道課長、御苦労さまでございました。 

 暫時休憩します。 

 ３５分、再開いたします。 

午後 ３時１８分 休憩 

────────────── 

午後 ３時３５分 再開 

○川上委員長 それでは、休憩前に引き続き、

再開いたします。 

 次に、教育総務課の審査を行います。 

 その前に、江口勝幸委員のほうから早退の届

出がございましたので、お知らせいたします。 

 教育総務課長、御苦労さまでございます。 

 予算書及び提出資料に基づきまして、簡潔に

説明をお願いいたします。 

 教育総務課長。 

○俉楼教育総務課長 それでは、教育総務課の

提出した資料に基づき、説明をしてまいりま

す。 

 まずは、共通様式になります。 

 ナンバーの１、教育委員会費、本年度予算額

が１９６万２,０００円、前年度予算額２０１

万７,０００円で、５万５,０００円の減額でご

ざいます。内容につきましては、従前と大きな

変更はなく、記載のとおりでございます。 

 続きまして、ナンバーの２、事務局費、学校

庶務でございます。本年度予算額４３４万円、

前年度予算額が４２３万２,０００円で、１０

万８,０００円の増額でございます。特定財

源、そのほか記載の内容については、従前と大

きな変更はございません。 

 続きまして、ナンバーの３、対外競技参加費

でございます。本年度予算額が６００万円、前

年度予算額が３４０万円で、２６０万円の増額

となってございます。負担金、補助及び交付金

につきましては、令和４年度、令和５年度の実

績から執行見込みにより増額をしているもので

ございます。 

 続きまして、ナンバーの４、学校教育公用車

管理費でございます。本年度予算額が５９万

６,０００円、前年度予算額が４４万円で、１

５万６,０００円の増額でございます。今年

度、車検整備のため車検関係費用で増額をして

ございます。内容は記載のとおりでございま

す。 

 続きまして、ナンバーの５、教員住宅管理費

でございます。本年度予算額が１９５万９,０

００円、前年度予算額が１８１万８,０００円

で、１４万１,０００円の増でございます。特

定財源は記載のとおりでございます。また、施

設管理委託料の一部がスポーツ振興課の社会体

育施設等管理委託料から分離したことによっ

て、増額をしているということが主な変更点と

なってございます。それ以外につきましては、

従前と変わりはなく、記載のとおりとなってご

ざいます。 

 ナンバーの６、校舎等営繕費、小学校でござ

います。本年度予算額９,３５５万２,０００

円、前年度予算額５,６９７万４,０００円で、

３,６５７万８,０００円の増加となってござい

ます。 
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 需用費、修繕料は、修繕箇所の減によって７

０万円の減額。手数料は点検業務の増加により

８０万３,０００円の増額となってございま

す。委託料は、旧大沼小学校、軍川小学校の敷

地の草刈り、桜剪定及び学校の除雪業務を、先

ほど説明した社会体育施設等管理委託料から分

離して、こちらに統合したということにより増

額となってございます。また、そのほかの委託

料についても、それぞれ業務の中で増減がござ

います。 

 あと、工事請負費になりますが、今年度は七

重小学校体育館、藤城小学校、峠下小学校の体

育館などの照明のＬＥＤ化をするため、３,８

０６万円を計上しているというものでございま

す。 

 それ以外は従前と大きな変更はなく、記載の

とおりでございます。 

 続きまして、ナンバーの７、校舎等営繕費、

中学校でございます。本年度予算額３,０４４

万円、前年度予算額５,７００万９,０００円

で、２,６５６万９,０００円の減額でございま

す。 

 需用費、修繕料は、修繕箇所の減により１７

５万円の減。委託料、学校敷地内除雪委託料

は、社会体育施設等管理委託料から分離のた

め、増額となってございます。また、ワックス

等塗布委託料は、対象面積の減により２３６万

３,０００円の減などにより、委託料合計で１

４３万円の減額となってございます。 

 工事請負費は、今年度執行しました七飯中学

校、大中山中学校体育館のＬＥＤ工事がなくな

りましたので皆減となってございます。 

 続きまして、ナンバーの８、七飯中学校長寿

命化改修事業費でございます。本年度予算額１

０億３,９３１万２,０００円、前年度予算額

２,７０２万７,０００円、１０億１,２２８万

５,０００円の増額となってございます。特定

財源につきましては、記載のとおりでございま

す。 

 七飯中学校の長寿命化改修のための工事費委

託料を計上してございます。なお、この事業に

つきましては、令和６年度から７年度までの２

か年工事として実施するものでございます。詳

細につきましては、後ほど別紙の資料により御

説明を申し上げます。 

 続きまして、ナンバーの９、社会教育施設改

築事業費でございます。本年度予算額が４１万

２,０００円、前年度予算額が６８９万４,００

０円で、６４８万２,０００円の減額となって

ございます。 

 社会教育施設を整備するため、令和５年度か

ら継続して基本構想、基本計画を策定するため

の費用を計上してございます。 

 報償費は、庁外の検討委員会委員１５名の報

酬として４１万２,０００円を計上するもので

ございます。 

 続きまして、追加の資料として提出いたしま

した追加の資料を御説明申し上げます。 

 １ページを御覧いただきたいと思います。 

 七飯中学校長寿命化改修工事費用でございま

す。 

 １は、施設の概要を載せたものでございま

す。建物区分、校舎、渡り廊下、体育館の区分

として、棟番号、構造、階数、建築年月、面

積、耐力度調査等を記載をしてございます。 

 この耐力度調査につきましては、長寿命化改

修を行うために必要なもので、４,５００点以

上あれば耐力度があるというものでございま

す。 

 続いて、２の今後１０年間の生徒数の推移で

ございます。生徒数として、令和５年は実数で

ございます。令和６年度、これも今の段階でお

おむね３０３人ということで確定した数字と

なってございます。令和７年度から令和１５年

度までについては、今の住民登録者数から算定

した数字となっておりますので、御確認をいた

だきたいと思います。 

 続いて、３番の工事内容でございます。 

 （１）建築主体工事の丸の一つ目の外部改修

でございます。外壁については、ガルバリウム

鋼板仕上げとしまして、下地をスタットボード

の４０ミリを使って仕上げるというものでござ

います。屋上については、カバー工法としまし

て、１００ミリの硬質ウレタンを使用するとい
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うものでございます。次に、窓につきまして

は、普通教室などについては、複層サッシのＬ

ｏｗ－Ｅガラスを利用します。廊下等、共用部

等につきましては、既存のサッシは使います

が、ガラスを改修をして複層Ｌｏｗ－Ｅガラス

を入れるというものでございます。これは、断

熱効果の高いガラスを使用すると、省エネ効果

を期待してそれを入れるというものでございま

す。 

 次の丸、内部改修についてでございます。天

井、床については張り替えになります。壁につ

いては、木下地の組み重ね張り、教室の家具に

ついては更新、実験台等については改修をする

というもの。また、体育館のバスケットボード

については更新をいたします。 

 新たな機能としまして、多機能トイレを１基

１室新設するとしております。また、オープン

スペースの設置、特別教室の配置替えをいたし

ます。 

 （２）電気設備工事につきましては、電灯を

ＬＥＤ化するというものと、電熱設備、給湯室

給湯器については入替え、各室の電気の配線、

高圧受電施設キュービクルの設備も入替えにな

ります。また、防災設備も更新するというもの

でございます。 

 （３）機械設備工事につきましては、冷暖房

設備については電気エアコンを使用します。こ

れについては、普通教室、特別支援教室、職員

室等でございます。あと、暖房設備について

は、電気パネルヒーターでの暖房として特別教

室等に整備します。あと、衛生器具設備につい

ては、便器を洋式化するということと、給配設

備、消火設備等についても更新をすると。あ

と、換気設備についても更新をするというもの

でございます。 

 続きまして、事業スケジュールになります。 

 （１）補助金関係としまして、補助金の内定

を５月の上旬予定しております。補助金の交付

決定は６月の上旬になる見込みでございます。 

 （２）入札契約関係でございますが、公告を

５月の上旬に行い、入札仮契約を５月の下旬に

行う予定でございます。本契約につきまして

は、６月の上旬といたしまして、町議会、第２

回定例会において契約議決案件を上提し、可決

を持って本契約ということでございます。 

 （３）予定工期としましては、令和６年４月

１日から令和８年３月３１日までということで

ございます。 

 事業費の内訳といたしまして、建築主体、電

気設備、機械設備としまして工事の合計、また

その下に工事管理委託料を載せまして、事業費

の合計ということで総事業費を出しておりま

す。また、そのうち、令和６年度実施分といた

しまして、建築主体工事が７億９,４１７万８,

０００円、電気設備が７,９２７万５,０００

円、機械設備が１億５,２０１万３,０００円

で、工事の合計が１０億２,５４６万６,０００

円でございます。工事管理委託料につきまして

は、１,３８４万６,０００円としまして、令和

６年度実施分の合計としましては、１０億３,

９３１万２,０００円というものでございま

す。この総事業費に対する予算上の平米単価と

しまして、３５万２,５００円ということの算

定になります。 

 次に、学校施設環境改善交付金の算定でござ

います。区分としまして、校舎、渡り廊下、体

育館がありまして、それぞれ施設の面積がござ

います。それに対する配分基礎単価がございま

して、配分の基礎があります。読み上げます

と、校舎が９億４,９９４万６,０００円、渡り

廊下が２,００７万４,０００円、体育館が１億

７,０５４万８,０００円で、合計が１１億４,

０５６万８,０００円でございます。補助率が

３分の１になりますので、補助金額が３億８,

０１８万８,０００円ということになります。 

 下に米印で載せてございますが、補助金上の

平米単価、施設合計としましては１１億４,０

５６万８,０００円を対象となる面積６,０４６

平米で割り返ししますと、交付金上の補助単

価、平米単価としては１８万８,６００円とい

うことでございます。 

 次、７、財源の内訳になります。 

 国庫補助金、町債、一般財源として記載をし

てございます。合計がありまして、うち、令和
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６年度実施分とありますが、令和６年度実施分

としましては、国庫補助金が１億９,６５１万

７,０００円、町債が６億９,０９０万円、一般

財源としましては、１億５,１８９万５,０００

円で、備考、摘要になりますけれども、令和６

年度につきましては、公共施設整備基金繰入

れ、全額繰入れでございます。令和６年度の実

施分の合計としましては、１億３,９３１万２,

０００円でございます。 

 右のほうに移りますが、トータルとして実質

町負担額としましては、１３億８,３４２万８,

０００円となりまして、実質町負担割合としま

しては６２.３％になるものでございます。 

 次の３ページから１５ページまでが、工事の

資料となってございます。 

 ３ページが工事工程表としまして、２か年の

工事の状況というか、１３か所、エリアを区分

して、今の校舎の中で、順繰りに工事をやると

いうことで進めてまいりたいというものでござ

います。 

 ４ページ以降が、順番にやる工事の工程を、

どこをやるかというのを黄色で示した図面と

なってございますので、御覧いただきたいと思

います。 

 最終的に１５ページが、最終的に工事後の教

室等の在り方を示した図面となってございます

ので、御確認をいただきたいと思います。 

 続いて、１６ページになります。 

 学校空調設備整備の事業関係でございます。 

 まず１番目、学校空調事業の補助単価になり

ます。 

 （１）で、補助金の算定を載せてございます

が、空調面積掛ける空調単価として配分基礎額

があります。それと、実工事費を比較し安価な

ほうに算定の割合を乗じた額が交付金となりま

す。 

 （２）として、補助単価を載せてございま

す。方式としまして、電気エアコンで、上の段

が、空調単価が３万９,７００円になります

が、これはキュービクルの設置、更新がある場

合には、この単価になります。次に、電気エア

コンとして３万３,６００円ありますが、これ

はキュービクルの設置、更新がない場合の単価

となります。 

 次にはガスエアコンの空調単価になります

が、３万９,７００円というものでございま

す。 

 ２点目、エアコン１台当たりの価格というこ

とでございます。区分として、電気エアコンの

ルームエアコンとして、教室の大きさ等によっ

て能力が変わってきますので、大体この５４万

円から７７万円の間であるということで、これ

は機器だけの、工事費ではなくて機器の単価と

して載せてございますので、よろしくお願いし

ます。 

 次に、電気エアコンのパッケージエアコンと

いうものについては、１７０万円から１９０万

円の間であるということでございます。続い

て、ガスエアコンのパッケージエアコンについ

ては、同じく１７０万円から１９０万円の間で

あるというものでございます。 

 続いて、事業スケジュール、今後の予定とい

うことでございます。 

 一つ目として、実施設計。現在、契約期間で

ありますけれども、今年の１０月３１日まで実

施設計期間でございます。繰越明許として実施

するものでございます。 

 ２点目になります。工事関係予算措置としま

して、（１）令和６年第２回定例会において、

設置の工事、その１工事として、補正予算を上

程したいと考えております。大体エアコンの

数、全部の学校で１００台ぐらい必要になりま

すが、３分の１ぐらい、その１工事で整備を図

りたいということで、今考えております。その

考え方でございますけれども、その学校ごとで

判断するものでございますが、例えば電気とす

る場合、その１工事には、現状のキュービクル

の整備が必要な場合であっても、今の現状の

キュービクルで空き容量で設置可能な台数分と

いうことで整備をしたいということでございま

す。 

 令和６年第３回定例会の際には、その２工事

として、そのほか、その１工事以外の全ての場

所の工事について、補正予算を上げてまいりた
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いなということで考えております。 

 工事につきましては、その１工事を４月から

９月までの、大体夏休み期間の間にやってまい

りたいなと思ってございます。その２工事につ

きましては、今年の１０月から来年の９月まで

の期間でやってまいるということで、これにつ

いては、キュービクルが発注してから半年ぐら

いかかるというものでございますので、相当時

間がかかるので、それに合わせて工期も長く

なってしまうというものでございます。 

 先ほど少し、エアコンの設定の考え方を申し

上げましたが、今のエアコンについても、各学

校で、キュービクルが改修、改造が必要なもの

については、そこら辺、ガスとの検討もしてい

ると、その中でどちらがＬＣＣ含めて、どちら

がいいのかというものだとかも検証していると

ころでございます。大中山小学校については、

ガスバルクがついているものですから、それを

利用することでガスのほうが安価であれば、ガ

スのエアコンを採用する可能性もあるというこ

とでございます。また、電気エアコンについて

も、先ほど２番目で、ルームエアコンとパッ

ケージエアコンの単価の説明をしましたが、

ルームエアコンであっても、能力的に今、教室

のほうに入れる際に当たって、効果が十分であ

れば、ルームエアコンのほうを採用していけれ

ばいいなということで、検討しているところで

ございます。 

 また、大中山中学校においては、この先何年

か後に長寿命化の工事がありますので、今、冷

房だけでエアコンを入れてしまうと、また、そ

の際に暖房を含めた検討は非常に難しくなるも

のですから、大中山中学校においては、教室に

冷暖を入れたときの機能としてどうなのかとい

うところも含めて、今、検討しているというも

のでございます。それらを今、検討を行って、

６月までには、まず第１工事を、その１工事を

できるような設計を上げてまいりたいなという

ことで、考えているところでございます。 

 資料の説明については、以上でございます。 

○川上委員長 ありがとうございました 

 それでは、これより質疑を行います。 

 平松委員。 

○平松委員 この長寿命化に関する質問になり

ます。 

 七中、この追加資料に基づいて質問させてい

ただきます。 

 １ページに外部改修のところがありまして、

窓、普通教室等、複層サッシ、Ｌｏｗ－Ｅガラ

スと、これは既存のサッシを全部外して複層

サッシにするということなのか。そのままに、

残したままにして、内張りに熱効率の高いサッ

シを追加することなのか、その辺の説明をお願

いしたいと思います。 

 それと、渡り廊下に関しては、既存のサッシ

になっていますね。ずっと子どもたちがいるわ

けではないから、そのサッシでいいだろうと。

ただし、ガラスは取り替えると。例えば、普通

教室も、今言ったように……、答弁聞いてから

にします。 

 それから、（３）換気設備の更新とあります

が、これは熱交換タイプの換気扇なのか、どう

かをお尋ねをしたい。 

 それから、ちょっと戻ってしまいますけど、

結局長寿命化で耐震補強というのはしなくても

いいということなのですね、これ。４,５００

以上あればいいということなので、耐力として

は全部間に合っているということで、その確認

をお願いしたいと思います。 

 それと、体育館。七中の体育館なのですけれ

ども、すみません、今、どんな暖房になってい

て、それで、床を何か張り替えることになって

いるみたいなのですけれども、ちょっとこの体

育館だけ、床についてどういうふうにするの

か。それから現状今どうなっているのかという

説明をもう一回お願いしたいと思います。 

 取りあえず、そこでお願いします。 

○川上委員長 教育総務課長。 

○俉楼教育総務課長 それでは答弁してまいり

ます。 

 まず、教室の複層サッシ、Ｌｏｗ－Ｅガラス

と書いてございますが、普通教室だとか子ども

たちが多くいるような場所については、サッシ

自体を取り替える、サッシから取り替えるとい
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うことでございます。廊下などについては、既

存のアルミサッシになりますが、ガラスを省エ

ネタイプのものに、Ｌｏｗ－Ｅガラスに入れ替

えるということでございます。 

 換気につきましては、熱交換型の換気システ

ムといたします。 

 耐震補強につきましては、何年か前に、たし

か体育館と校舎は別々だったと思うのですけれ

ども、平成２０と２４年に耐震工事をしており

まして、耐震化がなされているということでご

ざいます。 

 体育館、ここ私説明したのは床は普通教室に

なりますが、体育館のほうは、まず熱源という

か、体育館の暖房については電気暖房になって

ございます。体育館については、床は今既存の

ままでということで思っているところでござい

ます。 

 以上でございます。 

○川上委員長 平松委員。 

○平松委員 耐震補強はもう済んでますね。 

 サッシを全部取り替えるということですよ

ね。そうなると、ＺＥＢの対象になるというこ

となので、一般質問でもしつこく言いましたけ

れど、改めて環境省のほうで該当する工事にな

ると思いますので、ぜひ調べていただきたいな

と思います。 

 それと、体育館ですね。体育館は電気暖房と

いうのは、今側にあるラジエーターということ

ですよね。教室と同じように。それでそのラジ

エーターは、教室側も体育館も全部取り替える

のですか。何か壊れていなければそのまま使っ

ても、電気のものであれば、昔のものも今のも

のも熱効率としてはほぼ変わらないはずなので

すけれども、ただ、灯油のストーブだとか何か

になると、また交換率が大分変わってくるので

すけれど、その辺の説明をお願いしたいのと、

床材、体育館の床材、これはどういったふうに

するのか、床の張り替え工事というのがあるの

かな。 

 それから、すみません、ちょっと戻りますけ

れど、屋根。カバー工法で１００ミリの硬質ウ

レタンを張るということになっていますけれど

も、基本的には、スラブだとかパラペットと

いって立ち上がりですけれども、そういったも

のの補修をした上で張ることになるのかと、雨

水の排水管、これはどこを通すのか。外壁に張

るということは、外壁の間に収納するのか。今

はたしか躯体の中を通っていると思うのですけ

れども、それを例えば長いドリルみたいので、

一回中全部掃除して、新しい断熱パイプをその

躯体の中に入れるのか。その辺のちょっと細か

い説明をお願いしたいと思います。 

○川上委員長 暫時休憩します。 

午後 ４時０３分 休憩 

────────────── 

午後 ４時０４分 再開 

○川上委員長 休憩前に引き続き、再開いたし

ます。 

 教育総務課長の答弁から入ります。 

 教育総務課長。 

○俉楼教育総務課長 すみません、貴重な時間

を費やしてしまいました。 

 まず、体育館についてはパネルヒーターを

使っております。今後、やっぱり折り返しなの

で、七飯町の長寿命化計画の中では、８０年建

物を使うということになってございますので、

使えるものはあるのかもしれませんが、改めて

パネルヒーターを新しいものにしていくという

ような考え方でございます。 

 床については、張り替えをしない、今のもの

を使っていくというものでございます。 

 天井の話がありました。パラペットとか、そ

こは当然悪いところ、立ち上げとかも点検で悪

くなっているのはありますので、そこら辺も補

修するというか、整備してまいるというもので

ございます。 

 天井のドレーンについては、今のドレーンを

通しをよくして、それを利用していくというよ

うな考えでございます。 

 以上でございます。 

○川上委員長 平松委員。 

○平松委員 最後ですが、大中山小学校は蓄熱

式の電気暖房というものに、あれは新築ですか

らやりましたが、今回の場合は、七中の屋体の
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床はそのままであれば、あそこも避難施設に

なっていますから、床材はかなり断熱効果が高

くて、それから子どもたちが転んでもけがしな

いような、そういう材料を検討なさっていると

は思うのですけれど、その確認の答弁をお願い

したい。 

 それから、これから４０年やるのですから、

エキスパンションといって、これはどことどこ

だったかな、への字になっているところと、２

か所くらいたしかあったのかな、１か所だった

かな。前にも相当悪くて直しているのですが、

このエキスパンション周りというのは取り替え

る工事というのは見ていないのか。外壁つくか

ら多分大丈夫かと思うのですけれど、あそこで

雨漏りがして、用務員の方がいつも止水材を入

れて修理とかしていた場所なので、その辺がど

うなのかだけちょっとお知らせください。 

 以上です。 

○川上委員長 教育総務課長。 

○俉楼教育総務課長 お答えしてまいります。 

 まず、体育館の床につきましては、現状の床

を使うということでございます。 

 あとは、エキスパンションの場所につきまし

て、雨漏り等あるのではということでございま

す。そこら辺も、そういう雨漏りがないように

ということで改修をすることになりますので、

御理解を願いたいと思います。 

 以上でございます。 

○川上委員長 ほかにございますか。 

 上野委員。 

○上野委員 ナンバー８の関連で質問をしま

す。 

 まず、七飯中学校の長寿命化工事についてな

のですけれども、当初の計画では１８億円の予

算のような計画だったのが、２２億２,０００

万円という増額された予算に変更されてきてい

るということなのですが、この２億２,０００

万円、４億円ですか、４億２,２００万円の増

加の工事内容、なぜこのように急に変えてきた

のか、その工事内容とその理由についてちょっ

とまずお伺いします。 

○川上委員長 教育総務課長。 

○俉楼教育総務課長 お答えしてまいります。 

 当初というのは、多分民生文教常任委員会で

お示しした資料だと思います。その際には、外

壁については壁を塗るというようなことで、あ

まり手をかけないような工法も事実検討してい

たところでございますが、少し長寿命化をする

に当たって、交付金の要件である省エネ化を少

し、少しというか省エネ化をしなければならな

いということと、今後の４０年間の維持を考え

たときに、やはりそこは少し外壁についても手

を入れないと駄目ではないかというような検討

をしてまいったところでございます。それに

伴って、外壁をガルバリウムをやることによっ

て、その後の維持メンテナンスが楽になるとい

うことと、断熱化もそこでされることになりま

す。また、そこのガルバリウムを外壁に張るこ

とによって、少し壁が外側に出ることによっ

て、サッシ周りも必要になることから、サッシ

も入替えをしてやるということになりますの

で、金額が上がっているところでございます。 

 金額が上がるのは事実でございますが、そこ

は省エネにも寄与するというものでございます

ので、御理解いただきたいと思います。 

 以上でございます。 

○川上委員長 上野委員。 

○上野委員 今のは分かりました。 

 七飯町も少子化が進んでいるということで、

この１０年間の児童数の推移をここで示してお

りますけれども、１０年間でこれでいきます

と、４７名減少すると、要するに今の数字より

も１６％の生徒数が減るという数字を示してお

りますが、これは４０年これから維持を考える

ということですと、２０年、３０年になったと

きにどのように変わるか、そういう数字も一応

検討されたのかなと思いますけれども、どのよ

うに推測して、今の校舎をそのまま維持する、

そういう長寿命化という方向を考えたのか。場

合によっては、何年後、１０年、２０年後に、

もう少し縮小した形で、建て替えたほうがいい

のかなという検討もされたかどうか、その辺に

ついてちょっとお伺いします。 

○川上委員長 教育総務課長。 
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○俉楼教育総務課長 お答えしてまいります。 

 当然、少子化というのは、この１０年後の数

字を見ても出てきているということから、そこ

ら辺の検討も当初はしてございます。ただ、建

物を改めて建てるということになると、今私ど

もがつくっているのは、長寿命化計画というこ

とで、使えるものを長く使っていきましょうと

いうような考え方の下で施設を管理をしてござ

います。例えばですけれども、今新しいものを

建てるということになると、国からの交付金と

かが出ませんので、あと、起債についても、起

債は借りられるのですけれども、起債の交付税

の算入がある起債というのは借りられませんか

ら、そういうことで、今は使えるものを使って

いきましょうということで、長寿命化改修とい

うことの考えでございますので、新築工事にな

ると、やはり今の価格とどうなのかというのは

あるかもしれませんけれども、ひとつ七重小学

校が平成２９年度に工事をしたときの平米単価

というのは約３３万円ぐらいなのですね。それ

が建築物価調査会等の物価上昇度などを見る

と、その２９年度の比較でいくと１.３５倍に

なりますので、それでいくと、平米単価が約４

６万円になるというものでございます。これは

新築した場合になります。 

 あと、七重小学校で地震補強大規模改造とい

うのは平成２７年にしております。長寿命化改

修とは違いますので、全く同じ考え方かという

ことになると、少し事業の内容というか、工事

の内容も変わってくるものでありますけれど

も、そのときの平米単価については約２９万円

で、その物価上昇度を考えたときには、４０万

円程度の単価になるということになってござい

ます。 

 それだと、先ほどの国の補助金をもらった

り、起債で交付税の算入があるということを考

えますと、やはり新築よりかは長寿命化で、今

あるものを活用するということにメリットがあ

るということで、長寿命化をするというもので

ございます。 

 以上でございます。 

○川上委員長 上野委員。 

○上野委員 少子化で今後減るだろうというこ

とは想定したとしても、今の長寿命化で行った

ほうがいいという判断をされたのかというふう

に思いますけれども、今、１０年で１６％、２

０年で３０人になるかもしれないとか、４０年

後になると、さらに減少している可能性もある

というような状況の中で、財政的な立場からす

れば、今の長寿命化のほうが有利だというふう

に町は考えたということでよろしいのでしょう

か。 

○川上委員長 教育総務課長。 

○俉楼教育総務課長 少子化の波によって、生

徒の数というのは、上野委員おっしゃるとおり

少なくなっていくだろうというように思ってご

ざいます。ただし、七飯中学校としては、近く

に学校はありません。基幹となる学校、中学校

になりますので、維持されていくと、維持され

なければならない学校であるという認識でござ

います。 

 先ほど申し上げたとおり、財政的な観点から

も、長寿命化改修が有利であるという判断でご

ざいます。 

 以上でございます。 

○川上委員長 ほかにございますか。 

 中川委員。 

○中川委員 ナンバー８の長寿命化の関係だっ

たのですけれども、断熱等々ということで、外

壁と窓ということですけれども、これ、七飯中

学校の長寿命化の中身で、ＺＥＢ関係という

か、ゼロカーボンの目標の資料に公共施設の整

備については、ＺＥＢ化を含んでやっていくと

町の方針で打ち出していたので、その辺どれく

らいそういうＺＥＢだとか、そういう環境系の

ものを配慮して入れていっているのかというの

と、あと、これ見ると、ほぼほぼオール電化の

学校ということだと思うのですけれども、体育

館とか一部どこか、大体体育館避難所ですから

体育館だとか、例えば保健室とかどこでもいい

のですけれども、災害時にも対応できるような

取組、避難したときとかにどういったものが対

応されているのかなという、その２点ですね。

ＺＥＢの関係と災害の関係で。 
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 すみません、もう１個ありました。 

 もう一つ、ナンバー９の社会教育施設の整備

検討委員会というところで、今年の内容を一応

再度確認だけしておきたいなということでお願

いします。 

○川上委員長 教育総務課長。 

○俉楼教育総務課長 お答えしてまいります。 

 まず、七飯中学校の長寿命化のＺＥＢの関係

でございます。 

 今、私どもがやろうとしている工事につきま

しては、ＺＥＢまでは到達していない工事の内

容になってございます。ＺＥＢになるともう少

し工事費が上がるということもありまして、そ

こら辺、省エネと当初のイニシャルコストを鑑

みまして、この工事にしたというものでござい

ます。 

 続きましては、体育館の災害時の避難所とし

ての考え方ということでございます。 

 当初、ＺＥＢ化をしたらどのようになるかと

いうことも検討させてもらって、当然避難施設

になるものですから、太陽光パネルも整備し

て、そこで蓄電池を整備をして、避難所とし

て、停電があった際にも活用できるようになる

ということで、そこら辺も検討はしてきたとこ

ろでございますが、そこら辺も今の初期の経済

性といいますか、そこら辺もあったものですか

ら、そこまでは実際に至っていないというのが

事実でございます。今、そうはいっても避難所

としての機能ということになりまして、なかな

かこの長寿命化に当たって、避難所としてこう

なりますよと言えるものがないのですけれど

も、一つ避難所としての照明だとか、そこでの

電気パネルヒーター等で活用できるように、外

部から電源、非常用電源機を持ってきて、接続

可能な改造をして、それに備えるというような

形を取りたいなということで考えております。 

 以上でございます。 

○川上委員長 教育総務課長。 

○俉楼教育総務課長 すみません、答弁が漏れ

てました。申し訳ございません。 

 社会教育施設の整備の検討委員会につきまし

ては、令和５年度３回実施をしてございます。 

 図書館については整備を先送りという判断を

させていただいているところでございますが、

基本構想、基本計画については体育館のほうを

進めるという意味で、今年の９月いっぱいまで

検討期間を延ばして検討を行うということでご

ざいます。それに伴って、検討委員さんの報酬

ということで、４回程度報酬を計上していると

いうものでございます。 

 以上でございます。 

○川上委員長 中川委員。 

○中川委員 まず、長寿命化のほうは、ＺＥＢ

まで入っていないということだったと思うので

すけれども、やっぱり本来そこは、この大型事

業でお金もかかることですけれども、大型事業

として、町でこのゼロカーボン達成目標という

ものをつくって、実際にこうやって公共施設の

更新時のＺＥＢ化を含むという、この率先した

実践という項目でうたっているものですから、

それであれば、やっぱり本来であれば、今回、

これ昨年のものですから、それであれば、この

達成目標の掲げているものを少し一緒にやるべ

きではないのかなというふうに単純に思ったの

ですけれども。 

 今回、補助率を見ても、３分の１の学校の改

修の補助金となっていますけれども、これは補

助の対象部分だとかいろいろな計算があって、

単純に総体の３分の１ということではないとい

うことですよね。実際に３億８,０００万円の

補助額だということだったので、ちょっと補助

率とかも考えると、イニシャルが高くなって

も、その環境にマッチしたＺＥＢを含んだやり

方をやったり、ＺＥＢの中の３分の２の補助と

かあるものもありますので、そういうのも比較

しながら進めていったほうがよかったのではな

いかなとと思うのですけれども、その辺という

のは比較して来られたのかどうかということ

と、ナンバー９の体育館の、町民体育館の検討

委員会ということで、これはもう体育館だけの

協議をして、９月まで進めていくのかという確

認をお願いします。 

○川上委員長 教育総務課長。 

○俉楼教育総務課長 ＺＥＢ化については、ど
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のような金額、どのようにしていくかという中

で検討はしていっているところでございます。

委員おっしゃるゼロカーボンの目標について

も、私どももそこは把握しておりまして、当然

公共施設ですから、積極的にそこはやっていか

なければならないのではないかなというような

考えは当然持ってございました。ひとつ私ども

従来型の今事務の進め方をしてしまっていると

いうのもあるのですけれども、文科省の補助の

ほうを当てにしていたところもございます。実

際、ＺＥＢにして少しイニシャルが高くなって

も、ＺＥＢの補助金を頂いて、省エネ化を図る

というのは、そこも至極もっともな考えだとい

うことで思ってございますが、なかなか今の費

用対効果というか、今の町の財政的な側面から

見たときには、そこもイニシャルを抑えなけれ

ばならないというところもあったもので、そこ

のＺＥＢ化の条件を満たすまでの設計にはなっ

ていないというのは事実でございます。 

 やはり今後はそこは当然、町の経済性からも

いろいろな補助金を考えていかなければならな

いということは当然でございますので、そうい

う観点に立って進めていかなければならないと

いうことで、御理解を願いたいと思います。 

 あと、体育館のほうにつきましては、体育館

というか社会教育施設の整備の検討につきまし

ては、整備を進めるというのは体育館になって

ございます。図書館のほうは少し先送りになり

ますので、そこら辺は、検討委員会の組織とは

別に、今の図書振興をしっかり図っていくとい

うところでやってまいりたいということで、私

たちと生涯教育と連携をしながらというか、今

の検討委員さんの中にも、図書の精通している

方々にも御協力いただいておりますので、そこ

の方々と連携を取って進めてまいりたいという

ふうに考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○川上委員長 ほかにございますか。 

 田村委員。 

○田村委員 何点か確認させてください。 

 まず、耐力度点数、これ４,５００点以上で

あれば対象になると言いましたよね。分かりま

した。 

 そして、体育館の武道場、これは出てないで

すよね。対象にはなってないですよね。６番の

学校の関係の中には、補助金の対象には入って

はないですね。 

 本当は生徒数、これ１０年間ですか、やって

いただいているのですが、現在空き教室がある

のかどうか。ぱっと見た感じでは一つあるよう

な気がするのですけれども、そのほかにフリー

スペースというのですかね、教室あると思うの

ですよ。ですから、それぞれ１階、２階、３階

で普通教室がだいたい四つ使えるような感じは

しているのですよね。そこから行きますと、１

０年間の推移、これは合計書かれてもちょっと

波が分からないというか、１年、２年、３年が

どういったような移動してくるのかによって、

空きスペース、空き教室がもっと増えるかも分

からないし、３教室でずっと行くかも分からな

いという、そういうような状況を見たかったも

のですから、できれば合計でやられてしまうと

大体３教室ずっと行くなという感じですけれど

も、本来は学年ごとに生徒数を見せていただき

たかったというふうに思います。 

 そして、この事業、出てますけれども、基本

的にはこの事業の内訳だとか補助金、これにつ

いては対象経費全ての計算で上がってきている

ということですよね。国の補助だとかいろいろ

な中では、対象外経費、これ、ここからばっと

見た感じでは、武道場が対象外経費になってい

るのかなという、面積に入ってきていないもの

ですから、そういう考えですけれども、そのほ

かにも対象外経費として町単独として、工事費

というのですかね、そういうものがかかるもの

があるかどうかなのですよ。全くなければいい

のですよ、これで。このとおりの計算で、恐ら

く６２.３％の町負担で対応できるという判断

できますけれども、武道場などは面積に入って

ないですからね。そういう意味では、ほかにも

工事をするけれども、対象外経費があるのでは

ないか。そして事業内訳、５番の事業内訳は対

象経費の事業費内訳であって、総事業費ではな

いのではないかというふうに私は理解している
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のですけれども、そこら辺の考え方をちょっと

教えていただきたいと思います。 

 予算上の単価、平米３５２円５０銭という、

こうですけれども、これ実際に入札してみない

と分からないですけれども、これからいけば、

配分基礎単価、補助単価ですけれども、これが

なかなかちょっとうちの予算のほうがずっと高

い、そういうところで、この差ですよね、実

際。配分基礎単価がそれぞれ、９億４,９９４

万６,０００円とか出てますけれども、それの

３分の１が補助に入ってくるということですの

で、この校舎、渡り廊下、体育館に合わせて、

こういうものをやると、果たして補助基準にご

く近い単価でもって実施しているのかどうか、

そこら辺もあわせて教えていただきたいという

ふうに思います。 

 それから、先ほどの、皆さん聞いてましたけ

れども、９番の社会教育施設の整備ですけれど

も、これについては、体育館を実施するので、

９月まで検討委員会を継続するという解釈で差

し支えない、それの確認ですけれども。そうす

ると、図書館は止めるということは、もう既に

図書館については検討委員会はもう、解散とい

えばおかしいのですけれども、解散したという

ふうに考えてよろしいのでしょうか。 

 それと、９月までやるということは、それ以

降はもう基本設計ができて、あとは実施設計だ

から、要らないのだという話ではないでしょう

けれども、そんなに必要としていないという考

え方なのでしょうか。 

 それから、図書館は一応凍結というのです

か、先送りするという考え方ですけれども、こ

の図書館の検討委員会、これについては、その

後、今の検討委員会のメンバーをまたお願いす

るのか。改めて新しい検討委員会のメンバーを

構成していくのか、そこら辺ちょっと分かれば

教えていただきたいと思います。 

 それから、図書館の部分ですけれども、凍結

あるいは繰り延べするよという、そこら辺の考

え方を検討委員会のメンバーの中で議論させる

ということがあるのかどうか、そこもお願いし

たいと思います。 

 それから、先ほどお話ししていたのをちょっ

と私聞き漏らしたのですけれども、民文のほう

で早急に、耐震の施設がない地域センターにい

るので、早急に検討委員会の意見を聞きなが

ら、新しい図書館、新しいというのは、今の地

域センターから耐震のしっかりとした安全な場

所に移すべきでないかという、民文の答申を出

したのですけれども、その後そういう移転とい

うのですかね、そういう動きがどうなったか、

そこら辺も併せて、ちょっと教えていただきた

いと思います。 

○川上委員長 教育総務課長。 

○俉楼教育総務課長 それでは、お答えしてま

いります。 

 まず、田村委員おっしゃるとおり、武道館に

ついては、補助対象の経費になってございませ

んので、そこは載せてございません。ただ、こ

こもその後、北海道のほうにも補助対象経費に

なり得るかどうかというのを今再度確認をして

いるところでございますので、変わりましたら

また議会のほうに報告申し上げますが、もしか

したら補助対象経費にできる可能性があるとい

うことで、確認していただきたいと思います。 

 空き教室の件でございます。今実際に、学級

数が８クラスございますので、当然その教室数

については各階に四つずつありますので、空い

ているというか、普通教室としては使っており

ませんけれども、例えば、小人数で同じような

学力の方たちのカテゴリーで勉強するというよ

うなところで使っていたりしますので、全く

使ってないということではありませんが、学級

数からすると今８クラスあるというものでござ

います。 

 資料のつくり方が悪くて大変申し訳ございま

せんでした。学年別に学級数を載せていれば、

もう少し詳しく１０年間の推移が分かったとい

うことでございます。 

 私のメモで大変申し訳ありませんが、学年別

には拾ってないのですけれども、トータルの年

度ごとの学級数、これは来年度以降どうなるか

分からないのですけれども、例えば、１年生が

今クラス的には３５人定数になっております。
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２年生、３年生については４０人になってます

ので、そういう単純な計算から行くと、令和７

年度は９クラス、令和８年度は１０クラス、令

和９年度が９クラス、令和１０年度、１１年度

も９クラス、令和１２年度が１０クラス、令和

１３年度から１５年度までは９クラスというよ

うな、単純な住民登録者数からの算定でありま

すと、そのクラスになるというもので御理解を

願いたいと思います。 

 続いて、事業費の件で、補助対象経費となる

部分はあるのかという御質問でございます。武

道場のところにつきましては、先ほど説明した

とおりになりますけれども、それ以外の対象外

になる経費についてはありません。 

 続いて、予算が高いということでございま

す。この資料の今回提出しました七飯中学校の

長寿命化の工事の資料の５番の事業費の内訳の

予算上の平米単価が３５万２,５００円になっ

ているということでございます。それに対しま

して、交付金上の学校全体の施設全体の平米単

価にすると、１８万８,６００円ということで

すから、約倍、工事費が倍ぐらいになってし

まっているというのも事実でございます。た

だ、今後、長寿命化としまして、３０年、４０

年使うために必要な経費になると３５万円何が

しの単価になってしまうということでございま

す。御理解をいただきたいということでござい

ます。 

 あとは、体育館、図書館の整備の検討委員会

の関係でございます。まず、先般の一般質問の

際にも御答弁申し上げましたとおり、図書館に

ついては整備を先送りせざるを得ない状況であ

るということでございます。今の社会教育施設

の検討委員会につきましては、それぞれ体育館

と図書館と分けているわけではございませんの

で、体育館だけでも今の委員さんには御協力を

いただきたいということでお話をしてございま

す。その中で、体育館の検討を、今年の９月ま

で続けたいというものでございます。今の９月

まで進めるのは基本構想、基本計画、七飯町と

してどういう建物、どういう機能を持った、ど

ういう規模のものを造るかというものを、検討

委員さんにお力を借りて今議論しているところ

でございます。 

 この後、事業手法、これも今までどおり、従

来型の町が国からの補助金をもらって、それを

活用して、町が直営で工事を進めるのか、少し

ＰＰＰ、民間活力を使いながらその工事をする

か、そこは経済比較、建物を町が建てた場合と

民間に建てていただいて、それを町が借りるだ

とか、いろいろなパターンがありますので、そ

こをしっかり議論する時間も必要ではないかと

いうふうに考えております。 

 また、その先に建物の基本設計、実施設計、

これも規模が大きいものになりますから、基本

設計でも１年とか１年半とか、実施設計につい

ても相当の時間を要するということになります

ので、それらも煮詰めてまいりたいというとこ

ろで思っているところでございます。 

 最後の地域センターの移動の関係について

は、なかなか私の所管でない部分もあって、ど

うお答えしていいかなと思ってはいるのですけ

れども……（発言する者あり） 

 図書室の移動ということであれば、そうです

ね、生涯教育になりますので、大変申し訳あり

ませんが、そのようによろしくお願いしたいと

思います。 

 以上でございます。 

○川上委員長 お伝えいたします。 

 会議規則第８条第２項の規定によりまして、

本日の会議時間は、議事の都合上によりまして

あらかじめ延長いたします。 

 暫時休憩します。 

 ４時５５分再開いたします。 

午後 ４時４４分 休憩 

────────────── 

午後 ４時５８分 再開 

○川上委員長 休憩前に引き続き、再開いたし

ます。 

 田村委員の質疑から始めます。 

 田村委員。 

○田村委員 先ほどの中で、武道場、これは対

象外ということなのですけれども、これは幾ら

かかるかという、これは計算しているのかどう
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か、まず、それを教えてください。 

 それから、長寿命化で８０年、やってから４

０年もたせるよという話ですけれども、その間

というのは手をかけないという考え方なのです

か。それとも当然手はかかっていきますよね、

４０年もたてば。そうすると、本当に高額なお

金をかけながらやるよりも、どっちみち手をか

けて修繕は繰り返し繰り返し、私は行っていく

のではないかと思うのですけれども、そこら辺

大体１０年とか１５年、あるいは２０年という

ことになれば、２回大規模改修だとか、そうい

うようなことになろうかと思うのですけれど

も、そこら辺の考え方ですよね。もう少し削り

にいいだけ削りながら必要最低限の事業展開を

しながら、やはり子どもの数を勘案しながら、

少しずつやっていくというような、そういう財

政規模でないとなかなかこれから立ち行かない

のではないかと思いますので、そこら辺ちょっ

と教えていただきたいと思います。 

 それから、学校空調設備、これですけれど

も、繰越明許、これは実施設計ですけれども、

工事関係は６月、９月、それぞれ補正の中で対

応したいというようなことでございますけれど

も、まず、七飯町の場合は、今予定しているの

は学校ごとに判断していくという話ですけれど

も、これはキュービクルの設置変更のない場合

という、こういう中で空調単価が３万９,７０

０円の、こういう中で現在のところ考えている

という考え方でよろしいかどうか。 

 それから、２番目のエアコン１台当たりの価

格、これはルームエアコンというのは、これは

機器のみだという話ですけれども、このパッ

ケージエアコン、それぞれ電気もあればガスも

あるという、これ１７０万円から１９０万円と

いう、これのパッケージエアコンの中身はどう

いうものなのですか、そもそも。それもちょっ

とあわせて教えていただきたいと思います。 

○川上委員長 教育総務課長。 

○俉楼教育総務課長 お答えしてまいります。 

 また、武道館の経費ということでございます

が、武道館の経費も含めた金額がこの総事業費

になってございますので、武道館も入っている

ということで御理解をいただきたいと思いま

す。 

 続いて、長寿命化をするに当たって、今回、

大規模な金額になっているのは事実でございま

す。今後、手をかけないのかということについ

ては、当然修繕もありますし、私どものつくっ

た長寿命化計画の中では、８０年の中で４０

年、折り返しの段階で、長寿命化、大規模に改

修しますよということで、今回、長寿命化の中

でも大規模改修ということになってございま

す。 

 あと、考え方として２０年と６０年、２０年

刻みの中で、中規模の修繕もしていくべきだと

いうような考えでございます。 

 今回の大規模改修で、これから４０年使える

ようなものとして、その中には少し省エネ、今

後の省エネの観点からも工事費を登載してござ

います。また、これから生徒の数は少なくなる

のですけれども、内装だとか教室の利用の中

で、これから使えるような改修ということもあ

りますので、このような金額になってしまった

というものでございます。少しずつやっていく

というものも考え方の中にはあるとは思います

けれども、大規模改修として、一定程度の工事

をしていかなければならないということでござ

います。当然、水道管だとか下水道管だとか暖

房についても、非常に今直してしまわないと、

いつ壊れてもというような状況にもありますの

で、そういうのも含めて直していくと、このぐ

らいの金額になっていくということでございま

すので、御理解を願いたいと思います。 

 エアコンの関係でございます。エアコンにつ

いては、今考え方として、学校として電気エア

コンということで決まれば、あとはそこの

キュービクルの改修がないところについてはそ

のままエアコンの整備と、あとはドレーン管の

設備だとか、電気配線とかというのが主な工事

になってくると思います。今のキュービクルの

容量で間に合わないところについては、同じよ

うなのをもう１個つくるというパターンと、そ

の中の少し容量を上げるだけでいい改修もあり

ますので、そこら辺で電気とガス、どちらがメ
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リットがあるのかという中で検討しているとい

うような状況でございます。 

 ２番目の資料の中で、ルームエアコンとパッ

ケージエアコンということでございます。ルー

ムエアコンは、皆さんもイメージできると思う

のですけれども、家庭用のエアコンで少し能力

があるもの、広い面積でも対応できるようなエ

アコンを考えております。パッケージエアコン

というのは、役場の会議室とかもそうなのです

けれども、上につくだとか壁について、あと屋

上に室外機があって、それで何台かを動かすと

いうようなのがこのパッケージエアコンになる

というものでございます。 

 答弁漏れはありますでしょうか。以上でござ

います。 

○川上委員長 田村委員。 

○田村委員 そうしますと、七飯の場合は電気

エアコンを使う。それはパッケージエアコンと

いう形になるのか、ルームエアコンみたいな

形、これどういう形で考えているのでしょう

か。 

○川上委員長 教育総務課長。 

○俉楼教育総務課長 お答えしてまいります。 

 電気かガスかというところの話もあるのです

けれども、例えばキュービクルの改修がないと

ころについては、当然電気、今のキュービクル

で対応できるような場所については、電気エア

コンのほうが経済的にもメリットがあるという

ふうに考えております。 

 あとは、ルームエアコンかパッケージエアコ

ンかというようなところになりますが、教室で

ルームエアコンでも能力的にも遜色ないという

か、そこの部屋の規模によって、そこの冷やす

だけ十分であれば、ルームエアコンのほうも検

討しておりますので、当然、金額的にもルーム

エアコンのほうが安価ですから、その経済性を

考えたときにもルームエアコンでいけるところ

についてはルームエアコンを導入したいという

のが今の基本的な考え方でございます。 

 以上でございます。 

○川上委員長 ほかにございますか。 

 平松委員。 

○平松委員 文科省のこの補助を取るために、

お忙しい思いをされて出されたものだというの

は分かるのですけれども、先ほど同僚委員から

も出ましたけれども、このＺＥＢを利用すると

いうことになると、利用することになるという

言い方が変かもしれませんけれども、外壁を外

断熱にする、サッシも取り替える、屋根も断熱

工事があるということになれば、これはＺＥＢ

を受けたほうが安いのですよ。３分の２くらい

までの補助金あります。ただし、学校だったら

上限が３億円なのか５億円なのか、これは分か

りませんけれどもね。 

 お聞きしたいのは、今これで文科省の認可を

受けていると。ところが、ゆっくりこれからＺ

ＥＢの比較検討をしてみたら、例えば外壁サッ

シはＺＥＢを受けたほうがいいかもしれない、

安いかもしれないということになったら、設計

変更みたいなことというのはあり得るのです

か。文科省で一回受けている。これとこれは

やってもらうけれども、これは要りません。別

のところから補助金をもらいますということが

できるのかどうかというのが１点と、キュービ

クル、今既に４０年くらいたってるキュービク

ルをこれから使うということになると、キュー

ビクルが壊れる可能性があるのですけれども、

例えば今のキュービクルをそのまま使うとすれ

ば、壊れたときに幾らになるのか。今この補助

金の中で新品にしておいたほうが安いのかもし

れないという、そこのことをちょっと２点お伺

いしたいのですけれども。 

○川上委員長 教育総務課長。 

○俉楼教育総務課長 お答えしてまいります。 

 質問の内容として、今の文科省の補助からＺ

ＥＢの補助金に変えられるかどうかというお話

でいいでしょうか。 

 文科省の補助はほかのと一緒にできないとい

うところですので、例えば一緒の時期ではなく

て、時期をずらして、これはこの時期にこれだ

けということになれば、ＺＥＢも活用できた可

能性はありますけれども、今、一遍ぱんでやっ

てしまっているものですから、なかなか文科省

の補助からそこをはぐるというのはちょっと現
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実的ではないかなという考えです。ただ、今

後、やっぱりＺＥＢで先に直せるところを直し

て、その後、長寿命化改修というのは、そこも

しっかりこの次のこと考えると、文科省の補

助、ＺＥＢの補助、またそれ以外にも活用可能

な補助金があれば、そこも考えていきたいなと

いうことで思っています。今まで私ども従来ど

おりの設計の仕方でやって、設計を組んでいる

段階でも文科省の補助金を申請に行くというよ

うなスタイルになってしまっているものですか

ら、なかなかもう補助金が確定してしまってい

るような状況もありますので、そこは今後はそ

のように柔軟に対応できるような考え方を少し

したいなということで考えているところでござ

います。 

 七飯中学校については、キュービクルを改修

するということで考えておりますので、よろし

くお願いしたいと思います。 

 以上でございます。 

○川上委員長 ほかにございますか。 

 佐々木委員。 

○佐々木委員 同僚議員の質問とダブるところ

もあるかと思いますけれども、先ほど補助金申

請だとかいろいろあって、今回はイニシャルを

重視して、ライフサイクルコストはそれほど重

視していないという形に取れたのですけれど

も、本来長寿命化計画自体、長寿命化ですから

グレードアップせずにそのまま延命を図るとい

うやり方、あと今回みたいに同僚議員から出て

ますけれども、ＺＥＢの補助を取りに行きなが

らＺＥＢ対象とした延命を図る、もしくはもう

そういうことをやらないで、建て替えてしまっ

て８０年、１００年もつ建物を造っていくとい

うことを考えながら長寿命化計画というものを

つくっていくのかなと思うのですね。公営住宅

の長寿命化だとか、橋りょう長寿命化だとか、

庁舎内でいろいろな長寿命化計画があると思う

のですけれども、それを定期点検かけながら、

劣化曲線見ながら、延命図ってマネジメントし

ていきながらということまで全部考えなければ

ならないと思うのですけれども、今回２２億円

かけて４０年延命しますよという形の中で、ラ

イフサイクルに落としたら、新築で１００年も

たせたほうが、小規模改修１０年、２０年でか

けていったほうが安いのではないかというとこ

ろまで出て、検討して、どうするかということ

を、長寿命化計画つくらなければないと思うの

ですけれども、今回は間に合わないということ

なのですが、今後長寿命化するもの、まだまだ

大中山だとかもありますし、ほかのものも出て

くると思うのですけれども、その際はぜひ建て

替え検討まで入れたライフサイクルとイニシャ

ルというものを考えながら、その時代時代でＺ

ＥＢが出てきたり、この先違うものが出てきた

りというのもあると思うので、常に数年に一回

多分見直さなければないと思うのです、長寿命

化計画自体を。見直した状態で、その時々で一

番いいものを狙っていく、財政的にも有利なも

のを狙っていくというのが本来の姿かなと思う

ので、今回間に合わないということなんで、こ

の先そういうことを考えながら、全体的に庁舎

内の計画、今回は教育総務ですけれども、庁舎

内の長寿命化計画も全部見直さなければないと

思いますし、ほかのときに言いますけれども、

教育総務に関わるものは近々でいくと大中山で

すか、その際には見直しした状態でもう一度検

討していただきたいと思うのですけれども、ど

うお考えでしょうか。 

○川上委員長 教育総務課長。 

○俉楼教育総務課長 答弁してまいります。 

 まず町の計画としては、ある施設を８０年使

うという長寿命化計画がありながら、今委員

おっしゃる、当然その施設が今後どういうよう

な利用になるからどうしなければならないかと

いうところも、当然よく検討していくべきだと

思います。 

 その中で、学校の施設だけでいくと文科省の

補助がなかなか取れない。それに対する起債の

交付税の算入もないというものもあって、長寿

命化改修ということで今回やらせていただくの

ですけれども、この次の段になっては、そこら

辺もしっかり新築の検討、どのような補助金が

あってどうつくっていくかということで、そこ

ら辺もライフサイクルコストを含めた検討を
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しっかりしてまいりたいということで考えてお

りますので、御理解願いたいと思います。 

 以上でございます。 

○川上委員長 ほかにございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○川上委員長 それでは、質疑を終わります。 

 以上で、教育総務課に対する質疑を終了いた

しました。 

 教育総務課長、御苦労さまでございます。 

 それでは、引き続きまして、学校教育課の審

査を行います。 

 学校教育課長、御苦労さまでございます。 

 予算書及び提出資料に基づきまして、簡潔に

説明をお願いしたいと思います。 

 学校教育課長。 

○柴田学校教育課長 それでは、学校教育課所

管の令和６年度予算の御説明をいたします。 

 共通様式ナンバー１、事業予算名は事務局費

（学校庶務）です。 

 教育総務課と事業予算が重複しておりますの

で、学校教育課所管分を記載しております。 

 全体事業予算の内数となっておりますが、主

な増減の理由として、隔年で実施している日常

交流事業補助金が、事業年度ではないことから

減。新入学児童学用品負担軽減補助金が事務局

費（教育支援）に項目替えのため減となってお

ります。 

 次のページの共通様式ナンバー２、事業予算

名は事務局費（学校教育）です。 

 主な増減の理由として、各学校に配置してい

るタブレット端末につきまして、タブレット端

末保険料が保険料増額による加入取りやめによ

り減。教育支援教材使用料が使用するアプリ

ケーションを追加するため増になったことによ

るものでございます。その他は記載のとおりと

なっております。 

 次のページの共通様式ナンバー３、事業予算

名は事務局費（教育支援）です。 

 おおむね例年どおりの考え方で計上しており

ますが、新入学児童学用品負担軽減補助金が事

務局費（学校庶務）より項目替えで皆増となっ

てございます。その他は記載のとおりとなって

おります。 

 続きまして、共通様式ナンバー４、事業予算

名はスクールバス運行費です。こちらは、おお

むね例年どおりの考え方で計上となっておりま

す。 

 次のページの共通様式ナンバー５、事業予算

名は小学校管理運営費です。 

 主な増減の理由として、需用費が燃料費及び

電気料の単価増等により増。教具備品購入費が

令和６年度より小学校で使用する教科書採択に

伴う教師用指導書の購入により増となったこと

によるものでございます。その他は、記載のと

おりとなっております。 

 次のページの共通様式ナンバー６、事業予算

名は児童保健衛生費です。こちらは、おおむね

例年どおりの考え方で計上となっております。 

 続きまして、共通様式ナンバー７、事業予算

名は児童就学奨励費です。こちらは、例年どお

り考え方で計上となっております。 

 次のページの共通様式ナンバー８、事業予算

名は中学校管理運営費です。 

 主な増減の理由として、需用費が燃料費及び

電気料の単価増等により増となったことによる

ものでございます。その他は記載のとおりと

なっております。 

 次のページの共通様式ナンバー９、事業予算

名は生徒保健衛生費です。こちらは、おおむね

例年どおりの考え方で計上となっております。 

 続きまして、共通様式ナンバー１０、事業予

算名は生徒就学奨励費です。こちらは例年どお

りの考え方で計上となっております。 

 以上で、学校教育課所管分の令和６年度予算

説明を終わらせていただきます。御審議のほど

よろしくお願い申し上げます。 

○川上委員長 ありがとうございました 

 これより、質疑を行います。 

 上野委員。 

○上野委員 ナンバー２お願いします。 

 これにはいじめ問題の関連の協議会の委員報

酬とか、それから推進委員の報酬という形で予

算が載っておりますけれども、実態としてこれ

らの委員の活動内容はどんな状態なのか、まず
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それをお願いします。 

○川上委員長 学校教育課長。 

○柴田学校教育課長 いじめ問題対策連絡協議

会、また防止対策推進委員会として予算を計上

してございます。ただ、現在のところ、こちら

のほうは実態としては現状そこまで重大事件と

いうのは起きておりませんので、特に活動をし

てございません。 

 こちらの対策協議会のほうは、学校教育委員

会のほか、警察、児相、法務局、保護者代表、

住民団体代表、福祉団体代表等が想定される協

議会となっておりますけれども、こちらのほう

も、特に委嘱等も今のところ行っておりませ

ん。起きたときは速やかに委嘱をして、協議会

活動してまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○川上委員長 上野委員。 

○上野委員 今、活動はしていないという状況

だということですけれども、これはあれです

か、実際にいじめが起こったという事態が発生

したときに対応するという委員なのですか。そ

の辺についてちょっとお伺いします。 

○川上委員長 学校教育課長。 

○柴田学校教育課長 いじめ等、そういう言葉

が出てきたり、そこまで至らなくても不愉快な

思いをしたとか、そういった訴えは多々学校に

お話は来てございますし、例えば教育委員会の

お悩みポストとかそういったもので、そういっ

たことがある場合もございます。その場合はす

ぐ私ども学校と連絡を取りまして、学校の中で

も速やかにそういった対応はしているところで

ございます。 

 ただ、こちらのほうのいじめ問題対策連絡協

議会につきましては、例えば生命に関わるよう

な重大な事件、事故ですとか、もしくはいじ

め、もしくはそういった類する行為のときに対

応、学校等もしくは教育委員会の対応に納得が

いかないと、そういったときに、保護者の方が

思われたようなときに活動するような趣旨のも

のでございますので、いじめ等の問題について

は常に対策はしておりますが、そういった重大

なことが起きないと、このように協議会の活動

は行わないという考えで今、行わないという

か、協議会を開催していないという状況でござ

います。 

 以上でございます。 

○川上委員長 上野委員。 

○上野委員 そういう訴えが起こった場合には

ということなのですけれどもね。いじめという

のはどこでも起こっている可能性はあるわけで

すけれども、教育委員会として、実態を調査把

握するというような努力はしたことがあるので

すか、または、調査した結果があるのでした

ら、それを教えてください。 

○川上委員長 学校教育課長。 

○柴田学校教育課長 毎年いじめのアンケート

調査を学校のほうに行っておりまして、そう

いったことでこちらのほうは状況を把握してご

ざいます。あとは、先ほど御答弁いたしました

とおり、子どもたちが自分たちの状況を訴える

お悩みポストとか、そういったことで悩みを訴

える場のほうもこちらのほうで確認が取れてい

るところでございます。ただ、件数としては手

元に資料がございませんので、この場では今お

答えできない状態です。 

 以上です。 

○川上委員長 上野委員。 

○上野委員 調査はしているけれども、その実

態がどうであるかというのは今報告できないと

いうことなので、後でもよろしいですので、資

料を提出してください。 

○川上委員長 ほかにございますか。 

 田村委員。 

○田村委員 何点か教えていただきたいと思い

ます。 

 まず、ナンバー２のタブレット端末保険料が

加入取りやめ、これどうしてでしょうかという

理由をお聞かせ願いたいと思います。 

 それからナンバー３、新入学児童学用品負担

軽減補助金、これ２４６万円ということですけ

れども、予定人員と１人当たりの額ですよね。

これを教えていただきたいと思います。 

 それから、ナンバー４のスクールバスの運行

業務、これ２３８万９,０００円増になってい
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ますけれども、これは賃金、燃料の増というこ

とですけれども、内訳というか、賃金どのぐら

い、燃料どのぐらい、もし分かれば、それを教

えていただきたいと思います。 

 それから、ナンバー５の授業補助等報償費、

これは継続ですけれども、これちょっと教えて

ください。 

 それから、中段より下のほうですけれども、

学校校務支援システム、これはどういうものな

のか教えていただきたいと思います。 

 それから、ナンバー６の消耗品等児童健康診

断の中に、フッ化物洗口事業とありますけれど

も、これ内容変更というのは具体的にどういう

ふうに、回数が増えたとか、あるいはいろいろ

あると思うのですけれども、これを教えていた

だきたいと思います。 

○川上委員長 学校教育課長。 

○柴田学校教育課長 それでは、お答えをして

まいります。 

 まず、タブレット端末保険料ですけれども、

令和５年度予算計上して、最終的に１台当たり

８７２円の保険料となりまして、年間予算で２

０５万７,０００円という形になりました。こ

ちらのほう、今、実際それに対応して修繕を

行っているところですけれども、修繕の内容が

だんだん変わってきております。当初は、こち

らの保険は、いわゆる偶然の破損ですとか、あ

とは天災ですね、落雷とか破損、水没とか、そ

ういったものに対応してございますけれども、

経年劣化等には対応しておりません。今私ども

で保険料を支払いして、実際に保険料も入って

きておりますけれども、破損の全てが保険料の

ほうで入ってくるということではございませ

ん。今現在、令和４年度の実績で、保険に入っ

たことにより約３０万円少しのこちらの方の利

益というか、結果的に得をしたという形になっ

てございます。ただ、今令和５年度なので、ま

だ全てが確定はしておりませんけれども、なか

なか修繕料のほうが増えておりまして、それに

対して保険料があまり入らないような形になっ

て、今見込みですけれども、どうやら何とかと

んとんというか、赤字にはならないかなという

ところでございます。令和６年度の見積りを

取ったところ、やはり保険会社ほうも実績に応

じて金額、保険料が上がってくるものですか

ら、年間で、予算でいえば１００万円以上の値

上げの状態になるということで、このままいき

ますと、保険料を払っても修繕料のほうが、七

飯町側が損をするというか、保険に入った意味

がなくなってくるということで、破損に応じて

修繕をしていくことで対応してまいりたいと思

います。それに伴って、事務方の保険請求の負

担も減りますし、そういったことではこちらの

ほうにマイナスな部分はないのかなというとこ

ろで対応しているところでございます。 

 あと、スクールバスの件ですけれども、こち

らのほうは業務委託料ということで増加になっ

てございます。こちらは基本的には時間単価と

日単価、いろいろ二つほど方法があるのですけ

れども、今こちらのほう基本的に運輸局の内容

によって、沿って単価設定してきてございます

けれども、昨今報道等でもされているように、

バスの運転手不足が今非常に騒がれておりま

す。そういった形で、運輸局のほうも単価の基

準が下限のみを設定するような形で上限がなく

なって、そういった形になっておりますので、

実際のバスの運行するに当たって、それぞれ走

行距離に対応する距離数の単価と、運行時間に

対する時間の単価というのは運輸局のほうで定

められておりますけれども、そちらの二つとも

ちょっと上がった形で積算をされているという

ような状況でございます。 

 次に、ナンバー５の授業補助の件でございま

すけれども、こちらのほうは七飯町内に外国籍

児童が転入してございます。ちょっと日本語の

能力というか、日本語のお話をする力がちょっ

とまだ弱いものですから、この児童の母国語を

お話しできる授業の支援のスタッフを、こちら

のほうで派遣しているところでございます。こ

ちらは当初必要ということでつけておりました

けれども、令和５年には６月補正で、６月から

３月まで９か月の間つけさせていただきまし

た。そういったことで、当初予算にはのってな

かったので、こういう形でちょっと加えました
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けれども、そういった形で、小学校児童１名の

授業支援を行っているというところでございま

す。 

 次に、校務支援システムですけれども、こち

らのほうは学校の校務いろいろ、先生方のいわ

ゆる授業の関係ですとか、出退とか、出勤、退

勤とかそういったものも含めたトータルのシス

テムでございまして、こちらはシステムとして

は、北海道教育委員会が開発というか、北海道

のほうで一括して開発をして各自治体に導入を

してもらっているということで、うちの学校も

昔は少しずつ限られていたのですけれども、現

在は全学校のほうに入ってございます。全学校

に入ったことによって、異動等があっても全部

効率的に学校の中でのそういった事務がシステ

ムで共通化されるといったことで、例えばほか

の市町でも同じようなシステムが入っておりま

すので、先生方の働き方改革ではないのですけ

れども、先生方の効率化に資するということで

全学校に導入をしているところでございます。 

 次に、ナンバー６、フッ化物洗口ということ

で、こちらのほうは週に１回、フッ化ナトリウ

ム溶液でうがいするということで、分校を除く

小学校の全学年で実施しているところでござい

ます。こちらについては、粉末のそういう薬と

いいますか、そういった薬品を水で薄めてうが

い液をつくるという内容になってございますけ

れども、こちらは今までは学校歯科医さんおり

ますので、そちらのほうで調剤というか、調液

をしておりました。ただ、学校歯科医の皆さん

が調液のほうはしていただけるのですけれど

も、配達等はできない。そういった中で、町教

委、教育委員会の職員が週１回、全学校にそう

いったものを、ボトルを届けてまた回収すると

いったことをしておりますけれども、まず、歯

医者さんのほうも試薬をそれぞれ購入して、請

求はこちらのほうに来るのですけれども、請求

を行わなければならないということと、あとそ

ういった配達の関係ですね。配達、回収の人件

費も、なかなか私ども限られたスタッフでやっ

ておりますので、そういったことで学校薬剤師

というのが七飯町におりますので、その方にま

とめて一括して、その調液のほうをお願いする

という形で、そちらのほうで調液をして配達も

そちらで行っていただけるということで、そう

いった内容で、事業実施は一緒なのですけれど

も、やり方ですね、中の事務的なやり方を

ちょっと変えさせていただいたというところで

す。 

 大沼地区につきましては、学校薬剤師の配達

が距離が遠いのでなかなかということで、そち

らについては最初からもう出来上がった完成品

の薬品がございます。そちらのほうを購入して

対応すると。本来であれば、全部そういった購

入１回ごとにできた商品を使えば配達も調液も

要らないのですけれども、当然コストがすごい

高くなってしまいますので、そういったことで

効率よくさせていただくために、そのような形

で変更させていただいたというところでござい

ます。 

 以上でございます。 

 すみません、答弁漏れございました。 

 新入学児童の補助の関係です。こちらのほう

は、当初の予算で転入等を含めて２４６名とい

うことで、うちのほうでは入学予定者数という

ことで２４１名プラス転入５名の２４６名とい

うことで、掛ける１人当たりの単価１万円とい

うことで予算計上しております。考え方なので

すけれども、新入学時に用意する学用品をこち

らのほうで費用を負担するという考え方でござ

います。基本的には、最大で１万円の学用品と

いうことなので、去年からの事業でございます

けれども、ほぼ、各学校さんのほうで１万円に

近い金額の学用品を設定してございますので、

ほぼ１人１万円と掛ける人数ということで、御

理解いただければと思います。 

 以上でございます。 

○川上委員長 田村委員。 

○田村委員 まず、タブレットですけれども、

この部分、私は教育委員会が云々ではなくて、

むしろ保護者負担がどうなのかということなの

ですね。前にも言ったと思うのですけれども、

子どもがいじってと言えばおかしい、操作して

落としたとか、故意でないにしても、そういう



 － 61 － 

破損の場合は保護者が負担するべきではないの

ではないかと。これは国の政策として、ＧＩＧ

Ａ対策というか、ＧＩＧＡの政策として与えて

いるものだから、それは当然公費で賄うべきで

はないかということで、これについては保護者

に負担は行かないという考え方でいいですね。

そうしますと、教育委員会の中での修繕費とい

うのはちょっと見当たらなかったのですけれど

も、そのあたりも教えてください。まず、保護

者負担はないという考え方ですね。 

 それから、新入学児童のあれですけれども、

これはたしか学校から支給されるという話でし

たけれども、これは学校から、学校の必要な文

具だとか、そういうものを１万円を限度に物で

支給するという考え方なのですか。それとも、

父兄にお金という考え方、そこら辺再度教えて

ください。 

 それから、事業補助等報償費、これ話聞く

と、何となく通訳さんみたいな感じなのですけ

れども、小学校１名ということですけれども、

どこの国の方か、もし言える範囲であれば教え

ていただきたいと思います。 

 以上です。 

 それから、すみません。 

 学校校務支援システムですけれども、これ、

道のほうからという話ですけれども、これは各

市町村の教育委員会、あるいは各学校で使用し

なければならないものなのでしょうか。それと

いうのは、小学校、中学校、それぞれ２５３万

５,０００円、５００万円ですよね。こういう

ものがなければ働き方改革のほうに連動してい

かないということなのかどうか、そこら辺もあ

わせてお願いします。 

○川上委員長 学校教育課長。 

○柴田学校教育課長 まず、タブレットの保険

料の関係ですけれども、今現在は保護者の負担

はゼロという形になってございます。将来的に

またいろいろ状況が変われば、また検討も出て

くるかもしれませんけれども、今現在、他自治

体さんも保護者負担がない状況ですので、今現

在としては、保護者負担がないという形でござ

います。 

 次に、新入学学用品の関係ですけれども、こ

ちらのほうは、通常今までもそうなのですけれ

ども、新入学の１年生が学校に行ったときに、

一番最初に学校で必要な用品というのが、今ま

で保護者が費用請求が学校からされて、子ども

たちの手元にはいろいろなセットが手元にあっ

て、その費用が学校から保護者に請求されると

いうのがこれまでのスタイルでしたけれども、

それは変わらないのですけれども、学校のほう

でそういったものをいわゆる子どもの数だけ用

意して、その生徒分のかかった費用を教育委員

会に請求するというような形で、教育委員会は

補助金として支出するということで、保護者の

方は特に手続きとかない形で学校と教育委員会

の中でのやり取りで処理されているものでござ

います。 

 あと、市町村の校務支援システムの関係です

ね。こちらのほうは七飯町は全校に入ってござ

います。他自治体を見ますと、全部の全ての学

校に入っていない状況もお聞きしております。

例えば小さい学校ですとか、その辺はちょっと

自治体さんの考え、予算もありますけれども、

ただ、こちらのほうのシステムは学校の必須と

はなっておりません。自治体によっては、北海

道の中でも独自のいろいろ民間さんのシステム

もございますので、そういったところを使われ

ているところもあるかもしれませんけれども、

ちょっと今手元に数字はありませんけれども、

北海道で共通化して、北海道の中でこういうシ

ステムを開発してということで、かなりの数の

自治体が使っているということで考えておりま

すので、御理解をいただきたいと思います。 

 一応、あと授業補助の関係なのですけれど

も、町内の小学校に１名ということでお答えは

させていただきました。ちょっと国籍等は、こ

ちらは分かっているのですけれども、個人が特

定される可能性ありますのでお控えをさせてい

ただきたいと思います。ただ、考え方として

は、通訳ということではなくて、あくまでも授

業の支援ということで、子どもについて通訳を

するのではなく、学校の先生の困り感、学校の

先生に対して、指示が通らなかったときにサ
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ポートしたりとか、あとそういった形で、学校

の中での行動に困ることのないように、当初、

来たときにやっぱり子どもの外国語でお話がな

かなか意思疎通が図れないということで、孤立

化して学校に来ない、そういう形で不登校とい

うか、そういった形になるおそれも、学校のほ

うから、あるということで考えがありましたの

で、うちのほうでこの児童の言葉がしゃべれる

方をお願いして、その学校さんに行っていただ

いているところでございます。このお子さん

も、だんだん日本語力もいろいろついてきたと

いうことで、その辺は学校さんと協議の上、時

期を見て、どこまで支援を行うかというところ

は検討していきたいと思ってございます。 

 以上です。 

○川上委員長 ほかにございますか。ございま

せんか。 

 池田委員。 

○池田委員 ナンバー１のところの三木町交流

事業というのが今まで過去にずっとやってきた

のですけれども、これは今後も子どもたちの交

流はもうやめたよということなのか。 

 それからもう一つ、ナンバー２の下段のほう

にある遊覧船貸切り利用料と、これは全町の子

どもたちのために遊覧船貸切りやっているのか

ということと、それからもう一つ、ナンバー３

のところのへき地児童生徒ということで、七飯

町にまだへき地というところがあるのかなと思

いまして、その辺教えてください。 

○川上委員長 学校教育課長。 

○柴田学校教育課長 三木町の交流事業は、ま

ず今年度行わせていただきました。令和５年度

ですね。こちらは奇数年に開催しておりまし

て、今年は１０月の三木町のお祭り時期に七飯

町の児童が訪問で、先日の雪と氷の祭典のとき

に、三木町の児童がこちらに訪問という形で、

１年間の中で相互に派遣と受入れを行っている

ところでございます。 

 そして、その次の翌年は事業を特に、こう

いった派遣交流の事業は行わないという形に

なって、隔年で実施しておりますので、来年度

は予算計上されておりませんけれども、今現

在、三木町さんのほうと私どものほうでは、こ

ちらのほうは継続していくというような方向で

お話はしておりますので、今後も続いていくの

かなというところで考えてございます。 

 あと、ナンバー２の遊覧船でございますけれ

ども、こちらのほうは総合学習等で、大沼に遊

覧船ございますけれども、単純に乗って遊覧を

するというものではなく、環境学習の費用とし

て、こちらで計上させていただきました。こち

らのほうで、遊覧船会社さんのほうで観測する

ような機器等も積んでございますので、そう

いったものを使って大沼湖の水質検査ですと

か、透明度調査ですとか、そういったことで、

七飯町の大沼の状況を知っていただく、ついて

は大沼のことを知っていただいて、七飯町のこ

とを知っていただく地域総合学習の支援のため

に予算を計上させていただいております。 

 内容としては、１隻に１学級乗れるような計

算で考えておりまして、中学校のほうにそれぞ

れ１学年ずつ３隻分ですね。３隻分掛ける３校

ということで予算計上をさせてございます。大

沼岳陽さんについては地元ですので、全児童生

徒が乗れるような隻数で、こちらのほうは計上

をさせていただいているというところです。 

 あと、申し訳ございません。ナンバー３、こ

ちらのほうは国の補助でございまして、こちら

のほうでスクールバスを運行することで、補助

が入るということで、こういった名称の補助金

を使っております。遠距離通学費等ということ

で、補助率２分の１ということで、国庫補助の

開始から５年間の間、補助をいただけるという

ことで、学校統廃合に伴って行わせていただき

ました。 

 ただ、経費がいろいろ条件がございますの

で、そういった形で、全員分の経費が出るとい

うような形ではなくて、例えば中学校の生徒は

もともと大沼中学校を使うものですから、そう

いったものが対象にならない。なかなかちょっ

とそういったことで条件厳しいのですけれど

も、そういったことでスクールバスの運行の経

費の一部として、特別財源として国の補助が

入っているということでございます。 
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 以上です。 

○川上委員長 ほかにございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○川上委員長 それでは、質疑を終わります。 

 以上で、学校教育課に対する審査を終了いた

します。 

 学校教育課長、教育総務課長、御苦労さまで

ございました。 

 退席のほうお願いいたします。 

 それでは、お諮りいたします。 

 本日の審査は、この程度にとどめたいと思い

ますが、御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○川上委員長 御異議なしと認めます。 

 よって、本日はこれをもって終了いたしま

す。 

 御苦労さまでございました。 

午後 ５時４９分 延会 
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